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基
本
指
針
（案
）に
つ
い
て
（新
旧
案
） 

社会保障審議会 
介護保険部会（第72回） 資料１ 

平成29年６月21日 

本
資
料
は
、
現
時
点
で
の
案
を
お
示
し
す
る
も
の
で
あ
り
、 

今
後
、
介
護
保
険
部
会
で
の
議
論
等
に
よ
り 

変
更
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。 
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○
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
の
全
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
○
○
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
○
○
号
）
【
新
旧
対
照
条
文
】

新

旧

二
十
一
世
紀
の
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
介
護
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
国
民
の
共
同

二
十
一
世
紀
の
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
介
護
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
国
民
の
共
同

連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
等
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
介
護

連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
等
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
介
護

保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

介
護
保
険
制
度
は
、
そ
の
創
設
か
ら
十
七
年
が
経
ち
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
制
度
創
設

介
護
保
険
制
度
が
施
行
さ
れ
た
二
千
年
（
平
成
十
二
年
）
当
時
、
約
九
百
万
人
だ
っ
た

時
の
三
倍
を
超
え
、
五
百
万
人
に
達
し
て
お
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
事
業
所
数
も
着

後
期
高
齢
者
（
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
現
在
約
千
四
百

実
に
増
加
し
、
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
の
生
活
の
支
え
と
し
て
定
着
、
発
展
し
て
き
て
い

万
人
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な
る
二
千
二

る
。

十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
に
は
二
千
万
人
を
突
破
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
特

そ
の
一
方
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
に
は
い
わ
ゆ
る
団
塊
世
代
す
べ
て
が

に
都
市
部
を
中
心
に
後
期
高
齢
者
数
が
急
増
す
る
と
と
も
に
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高

七
十
五
歳
以
上
と
な
る
ほ
か
、
二
千
四
十
年
（
平
成
五
十
二
年
）
に
は
い
わ
ゆ
る
団
塊
ジ

齢
者
世
帯
、
認
知
症
で
あ
る
者
が
増
加
す
る
こ
と
も
見
込
ま
れ
る
。

ュ
ニ
ア
世
代
が
六
十
五
歳
以
上
に
な
る
な
ど
、
人
口
の
高
齢
化
は
、
今
後
さ
ら
に
進
展
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
七
十
五
歳
以
上
人
口
は
、
都
市
部
で
は
急
速
に
増

加
し
、
も
と
も
と
高
齢
者
人
口
の
多
い
地
方
で
も
緩
や
か
に
増
加
す
る
な
ど
、
各
地
域
の

状
況
は
異
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
中
、
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
高
齢
者
が
可
能
な

こ
う
し
た
中
、
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
高
齢
者
が
可
能
な

限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
を

限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
を

可
能
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
限
り
あ
る
社
会
資
源
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
活
用
し
な

可
能
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
限
り
あ
る
社
会
資
源
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
活
用
し
な

が
ら
十
分
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住

が
ら
十
分
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住

ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
」
を
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
深
化
・
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

テ
ム
」
を
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
二
千
十
四
年
（
平
成
二
十
六
年
）
に
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

こ
の
た
め
、
二
千
十
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
に
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

第
二
百
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
改
正
に
よ
る
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体

介
護
看
護
の
創
設
等
の
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
二
千
十
四
年
（
平
成
二
十

制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
制
度
改
革
と
一
体
的
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

六
年
）
に
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す

及
び
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保
の
た
め
、
地
域
支
援
事
業
の
充
実
、
低
所
得

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る

者
の
保
険
料
軽
減
の
強
化
、
予
防
給
付
の
う
ち
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
の
地
域
支
援
事

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

業
へ
の
移
行
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入
所
者
を
原
則
要
介
護
三
以
上
の
高
齢

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
と
い
う

者
に
限
定
す
る
こ
と
及
び
所
得
・
資
産
の
あ
る
人
の
利
用
者
負
担
の
見
直
し
等
を
一
体
的

。
）
に
よ
り
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
改

に
行
う
介
護
保
険
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

正
に
よ
る
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
医
療
制
度
改
革
と

一
体
的
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確

保
の
た
め
、
地
域
支
援
事
業
の
充
実
、
低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
の
強
化
、
予
防
給
付
の
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う
ち
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
の
地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ

の
新
規
入
所
者
を
原
則
要
介
護
三
以
上
の
高
齢
者
に
限
定
す
る
こ
と
及
び
所
得
・
資
産
の

あ
る
人
の
利
用
者
負
担
の
見
直
し
等
を
一
体
的
に
行
う
介
護
保
険
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
に
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の

た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）

に
よ
り
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
及
び
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性

の
確
保
の
た
め
、
保
険
者
機
能
の
強
化
等
に
よ
る
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
に
向
け
た
取

組
の
推
進
、
医
療
・
介
護
の
連
携
の
推
進
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
推

進
、
現
役
世
代
並
み
の
所
得
の
あ
る
者
の
利
用
者
負
担
割
合
の
見
直
し
及
び
介
護
納
付
金

に
お
け
る
総
報
酬
割
の
導
入
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
ど
の
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し

が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
指
針
は
、
こ
れ
ら
の
介
護
保
険
制
度
改
革
を
踏
ま
え
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三

こ
の
指
針
は
、
こ
れ
ら
の
介
護
保
険
制
度
改
革
を
踏
ま
え
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三

十
七
年
）
に
お
け
る
目
標
を
示
し
た
上
で
、
第
七
期
（
平
成
三
十
年
度
か
ら
平
成
三
十
二

十
七
年
）
に
お
け
る
目
標
を
示
し
た
上
で
、
第
六
期
（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十

年
度
ま
で
）
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の

九
年
度
ま
で
）
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画

策
定
の
た
め
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
給
付
等

の
策
定
の
た
め
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
給
付

対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
が
計
画
的
に
図
ら

等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
が
計
画
的
に
図

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
家
庭
や
地
域
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
人
々

の
絆
や
つ
な
が
り
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
介
護
保
険
の
在
り

方
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
も
、
自
助
を
支
え
る
「
共
助
」
を
軸
と
し
た
「
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
」
に
資
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
一

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
確
保
及
び
事
業
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

第
一

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
確
保
及
び
事
業
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
理
念

一

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
理
念

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
都
道
府
県
は
、
介
護
保
険
法
（

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
都
道
府
県
は
、
介
護
保
険
法
（

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
基
本
的
理
念
を
踏
ま

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
基
本
的
理
念
を
踏
ま

え
、
次
に
掲
げ
る
点
に
配
慮
し
て
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
又
は

え
、
次
に
掲
げ
る
点
に
配
慮
し
て
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
又
は

予
防
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
第
二
の
三
の
４
（
一
）
及
び
第
三
の

予
防
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
第
二
の
三
の
４
（
一
）
及
び
第
三
の

二
の
４
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の

二
の
３
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の

実
施
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た

実
施
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住
ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的

、
医
療
、
介
護
、
介
護
予
防
、
住
ま
い
及
び
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
が
包
括
的

に
確
保
さ
れ
る
体
制
（
以
下
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
構
築
に

に
確
保
さ
れ
る
体
制
（
以
下
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
構
築
に

努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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な
お
、
国
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
が
健
全
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
保
健

な
お
、
国
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
が
健
全
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
保
健

医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
施
策
そ
の

医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
施
策
そ
の

他
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

他
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の

た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
が
改
正
さ
れ
、
地
域
住
民
と
行
政
な
ど
が
協
働
し
、
公
的

な
体
制
に
よ
る
支
援
と
あ
い
ま
っ
て
、
地
域
や
個
人
が
抱
え
る
生
活
課
題
を
解
決
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
「
我
が
事
・
丸
ご
と
」
の
包
括
的
な
支
援
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
が
市
町
村
の
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
高
齢
期
に
お
け
る
ケ
ア
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る

が
、
必
要
な
支
援
を
地
域
の
中
で
包
括
的
に
提
供
し
、
地
域
で
の
自
立
し
た
生
活
を

支
援
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
や
、
困
難
を
抱
え
る

地
域
の
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
等
に
も
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
概

念
で
あ
る
。

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
「
我
が
事
・
丸
ご
と
」
の
包
括
的
な
支
援
体
制

の
整
備
は
、
こ
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
「
必
要
な
支
援
を
包
括
的
に
提
供
す

る
」
と
い
う
考
え
方
を
障
害
者
や
子
ど
も
等
へ
の
支
援
に
も
広
げ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
高
齢
の
親
と
無
職
独
身
の
五
十
代
の
子
ど
も
が
同
居
し
て
い
る
世
帯

、
育
児
と
介
護
に
同
時
に
直
面
す
る
世
帯
等
、
課
題
が
複
合
化
し
て
い
て
高
齢
者
に

対
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
適
切
な
解
決
策
を
講
じ
る
こ
と
が
難
し

い
ケ
ー
ス
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
に
向
け
た
取
組
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
が
中

心
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
利
用
者
と
が
「
支
え
る
側
」
と
「
支
え
ら
れ
る
側

」
と
い
う
画
一
的
な
関
係
性
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
を
進

め
、
世
代
を
超
え
て
地
域
住
民
が
共
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
き
て
い
る

が
、
地
域
共
生
社
会
は
、
同
様
の
考
え
方
を
発
展
さ
せ
、
障
害
者
、
児
童
、
生
活
困

窮
者
等
を
含
む
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
住
民
が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
自
分

ら
し
く
活
躍
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
し
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
協
働
し

て
、
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
と
し
て
、
そ
の
実
現
を
目
指
す

も
の
で
あ
る
。

１

自
立
支
援
、
介
護
予
防
・
重
度
化
防
止
の
推
進

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
や
、
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
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態
（
以
下
「
要
介
護
状
態
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状

態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
を
理
念
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
住
民
や
事
業
者
な
ど
地
域
全
体
へ
の
自
立
支
援
・
介
護
予
防
に
関

す
る
普
及
啓
発
、
介
護
予
防
の
通
い
の
場
の
充
実
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門

職
種
等
と
の
連
携
や
口
腔
機
能
向
上
や
低
栄
養
防
止
に
係
る
活
動
の
推
進
、
地
域

ケ
ア
会
議
の
多
職
種
連
携
に
よ
る
取
組
の
推
進
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
強

化
な
ど
、
地
域
の
実
態
や
状
況
に
応
じ
た
様
々
な
取
組
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。特

に
、
高
齢
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の

軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
機
能
回
復
訓
練
等
の
高
齢

者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
機
能
全
体
を
向
上
さ
せ
、
活
動
的
で

生
き
が
い
を
持
て
る
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
生
活
環
境
の
調
整
及
び
地
域
づ

く
り
等
に
よ
り
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
た
、
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
実
践
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的

な
知
見
を
有
す
る
者
を
活
用
し
、
高
齢
者
の
自
立
支
援
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す

る
こ
と
で
、
要
介
護
状
態
等
に
な
っ
て
も
、
高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
生
活

で
き
る
地
域
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
強
化

１

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
強
化

高
齢
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
て
も
、
自
分
の
意
思
で
自
分
ら
し
い
生
活
を

高
齢
者
が
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
（
以
下
「
要
介
護
状
態
等
」
と
い
う

営
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
高
齢
者
の
自
立
と
尊
厳
を
支
え
る
ケ
ア
」
を
確
立
す

。
）
と
な
っ
て
も
、
自
分
の
意
思
で
自
分
ら
し
い
生
活
を
営
む
こ
と
を
可
能
と
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
「
高
齢
者
の
自
立
と
尊
厳
を
支
え
る
ケ
ア
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。

そ
の
た
め
に
、
認
知
症
の
人
や
高
齢
者
が
環
境
変
化
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ

そ
の
た
め
に
、
認
知
症
で
あ
る
者
や
高
齢
者
が
環
境
変
化
の
影
響
を
受
け
や
す

と
に
留
意
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
、
住

い
こ
と
に
留
意
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
て
も
、
可
能
な
限
り

み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
定

、
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
在
宅
と
施
設
の
連
携
等
、
地
域

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
在
宅
と
施
設
の
連
携
等
、

に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
及
び
認
知

そ
の
際
、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症

症
の
人
の
増
加
、
働
き
な
が
ら
要
介
護
者
等
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
等
の

で
あ
る
者
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
全
般
を
毎
日
複
数
回
の
柔

就
労
継
続
や
負
担
軽
減
の
必
要
性
等
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
全
般
を
毎

軟
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
り
支
え
る
こ
と
が
可
能
な
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

日
複
数
回
の
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
り
支
え
る
こ
と
が
可
能
な
定
期
巡
回
・

問
介
護
看
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
普
及
に

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ

留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ス
等
の
普
及
に
当
た
っ
て
は
、
要
介
護
者
等
を
は
じ
め
地
域
の
住
民
や
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
等
を
含
め
た
地
域
全
体
に
対
し
て
理
解
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
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る
。さ

ら
に
、
施
設
に
入
所
す
る
場
合
も
、
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近

さ
ら
に
、
施
設
に
入
所
す
る
場
合
も
、
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近

い
も
の
と
し
、
高
齢
者
の
意
思
及
び
自
己
決
定
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
。

い
も
の
と
し
、
高
齢
者
の
意
思
及
び
自
己
決
定
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
。

３

在
宅
医
療
の
充
実
及
び
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
を
図
る
た
め
の
体
制
の
整
備

２

在
宅
医
療
の
充
実
及
び
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
を
図
る
た
め
の
体
制
の
整
備

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
必
要
と
な
る
在
宅
医
療
の
提
供
体
制
は
在

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
必
要
と
な
る
在
宅
医
療
の
提
供
体
制
は
在

宅
医
療
を
受
け
る
患
者
の
生
活
の
場
で
あ
る
日
常
生
活
圏
域
で
の
整
備
が
必
要
で

宅
医
療
を
受
け
る
患
者
の
生
活
の
場
で
あ
る
日
常
生
活
圏
域
で
の
整
備
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
国
又
は
都
道
府
県
の
支
援
の
も
と
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て

あ
る
こ
と
か
ら
、
国
又
は
都
道
府
県
の
支
援
の
も
と
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て

地
域
の
医
師
会
等
と
協
働
し
て
、
在
宅
医
療
の
実
施
に
係
る
体
制
の
整
備
や
、
在

地
域
の
医
師
会
等
と
協
働
し
て
、
在
宅
医
療
の
実
施
に
係
る
体
制
の
整
備
や
、
在

宅
医
療
や
訪
問
看
護
を
担
う
人
材
の
確
保
・
養
成
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

宅
医
療
や
訪
問
看
護
を
担
う
人
材
の
確
保
・
養
成
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

今
後
、
医
療
ニ
ー
ズ
及
び
介
護
ニ
ー
ズ
を
併
せ
持
つ
慢
性
疾
患
又
は
認
知
症
等

今
後
、
医
療
ニ
ー
ズ
及
び
介
護
ニ
ー
ズ
を
併
せ
持
つ
慢
性
疾
患
又
は
認
知
症
等

の
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
、

の
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
、

住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

市
町
村
は
、
退
院
支
援
、
日
常
の
療
養
支
援
、
急
変
時
の
対
応
、
看
取
り
等
の
様

市
町
村
は
、
退
院
支
援
、
日
常
の
療
養
支
援
、
急
変
時
の
対
応
、
看
取
り
等
の
様

々
な
局
面
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の
提
供
に
必
要

々
な
局
面
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
の
提
供
に
必
要

な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
（
以
下
「
在
宅
医
療
・
介
護

な
当
該
提
供
に
携
わ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
（
以
下
「
在
宅
医
療
・
介
護

連
携
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

連
携
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

そ
の
た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

そ
の
た
め
に
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、

ョ
ン
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
等
の

管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
等
の
医
療
関
係
職
種
と
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士

医
療
関
係
職
種
と
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
等
の
介
護
関
係
職
種
と
の
連

、
介
護
支
援
専
門
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
等
の
介
護
関
係
職
種
と

携
が
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
医
療
及
び
介
護
の
連
携
の
核
と

の
連
携
が
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
医
療
及
び
介
護
の
連
携
の

な
る
人
材
の
育
成
を
図
り
つ
つ
、
地
域
の
医
師
会
等
と
協
働
し
在
宅
医
療
・
介
護

核
と
な
る
人
材
の
育
成
を
図
り
つ
つ
、
地
域
の
医
師
会
等
と
協
働
し
在
宅
医
療
・

連
携
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

介
護
連
携
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

介
護
予
防
の
推
進

介
護
予
防
は
、
高
齢
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状

態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
、
機
能
回
復
訓
練
等
の
高
齢
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な

く
、
生
活
機
能
全
体
を
向
上
さ
せ
、
活
動
的
で
生
き
が
い
を
持
て
る
生
活
を
営
む

こ
と
の
で
き
る
生
活
環
境
の
調
整
及
び
地
域
づ
く
り
等
に
よ
り
、
高
齢
者
を
取
り

巻
く
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
実
践
す
る
た
め
、
地
域
に
お

け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
を
活
用
し
、

高
齢
者
の
自
立
支
援
に
資
す
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
要
介
護
状
態
等
に
な
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っ
て
も
、
高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
生
活
で
き
る
地
域
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

４

日
常
生
活
を
支
援
す
る
体
制
の
整
備

４

日
常
生
活
を
支
援
す
る
体
制
の
整
備

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症
の
人
の
増
加
に
対
応
し
、
地
域

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症
で
あ
る
者
の
増
加
に
対
応
し
、

サ
ロ
ン
の
開
催
、
見
守
り
・
安
否
確
認
、
外
出
支
援
、
買
い
物
・
調
理
・
掃
除
等

地
域
サ
ロ
ン
の
開
催
、
見
守
り
・
安
否
確
認
、
外
出
支
援
、
買
い
物
・
調
理
・
掃

の
家
事
支
援
を
含
む
日
常
生
活
上
の
支
援
が
必
要
な
高
齢
者
が
、
住
み
慣
れ
た
地

除
等
の
家
事
支
援
を
含
む
日
常
生
活
上
の
支
援
が
必
要
な
高
齢
者
が
、
住
み
慣
れ

域
で
安
心
し
て
在
宅
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
多
様
な
生
活
支

た
地
域
で
安
心
し
て
在
宅
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
多
様
な
生

援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
整
備
し
て
い
く
た
め
に
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て

活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
整
備
し
て
い
く
た
め
に
、
市
町
村
が
中
心
と
な

、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
に
よ
る

っ
て
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
の
活
用
等
を

地
域
の
ニ
ー
ズ
や
資
源
の
把
握
、
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
担
い
手
の
養
成

通
じ
、
N
P
O
、
民
間
企
業
、
協
同
組
合
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
社
会
福
祉
法
人
等

、
資
源
の
創
出
等
を
通
じ
、
N
P
O
、
民
間
企
業
、
協
同
組
合
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
事
業
主
体
の
支
援
、
協
働
体
制
の
充

、
社
会
福
祉
法
人
等
の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
事
業
主
体
の
支

実
・
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

援
、
協
働
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
予
防
給
付
の
う
ち
訪
問
介
護
と
通
所
介
護
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年

二
千
十
四
年
（
平
成
二
十
六
年
）
の
法
改
正
で
は
、
要
支
援
者
等
の
多
様
な
生

三
月
末
ま
で
に
、
地
域
支
援
事
業
に
段
階
的
に
移
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、

活
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
全
国
一
律
の
予
防
給
付
の
う
ち
訪
問
介
護
と

こ
れ
に
よ
り
市
町
村
を
中
心
と
し
た
地
域
づ
く
り
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
進
し
、

通
所
介
護
に
つ
い
て
、
地
域
支
援
事
業
に
移
行
し
、
二
千
十
八
年
（
平
成
三
十
年

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
通
じ
て
、
要
支
援
者
等
の
多
様

）
四
月
よ
り
全
て
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
が
介
護
予
防
・

な
生
活
支
援
や
社
会
参
加
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
以
下
「
総
合
事
業
」
と
い
う
。
）
へ
移
行
す
る
。
市

こ
と
か
ら
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
以
下
「
総
合
事
業
」
と
い

町
村
に
お
い
て
は
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公

う
。
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定

表
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
等
（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。

に
基
づ
き
公
表
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
等
（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

）
や
好
事
例
の
提
供
等
を
参
考
に
、
地
域
支
援
事
業
の
活
用
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

」
と
い
う
。
）
や
好
事
例
の
提
供
等
を
参
考
に
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
支

、
市
町
村
が
行
う
一
般
施
策
等
も
併
せ
な
が
ら
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

援
事
業
の
活
用
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
市
町
村
が
行
う
一
般
施
策
等
も
併
せ
な
が

で
あ
る
。

ら
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

高
齢
者
の
住
ま
い
の
安
定
的
な
確
保

５

高
齢
者
の
住
ま
い
の
安
定
的
な
確
保

地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、

地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、

か
つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

か
つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

さ
れ
る
前
提
と
な
る
た
め
、
個
人
に
お
い
て
確
保
す
る
持
家
と
し
て
の
住
宅
や
賃

さ
れ
る
前
提
と
な
る
た
め
、
個
人
に
お
い
て
確
保
す
る
持
家
と
し
て
の
住
宅
や
賃

貸
住
宅
に
加
え
て
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

貸
住
宅
に
加
え
て
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以

百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

下
同
じ
。
）
や
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
高
齢
者
向
け
住

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
高
齢
者
向
け
住

ま
い
が
、
地
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
に
供
給
さ
れ
る
環
境
を
確
保
す

ま
い
が
、
地
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
に
供
給
さ
れ
る
環
境
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
住
ま
い
に
お
け
る
入
居
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
住
ま
い
に
お
け
る
入
居
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
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で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
が
適
確
な
指
導
監
督
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要

で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
が
適
確
な
指
導
監
督
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

で
あ
る
。

ま
た
、
所
得
又
は
資
産
が
少
な
い
な
ど
、
地
域
で
の
生
活
が
困
難
と
な
っ
て
い

ま
た
、
所
得
又
は
資
産
が
少
な
い
な
ど
、
地
域
で
の
生
活
が
困
難
と
な
っ
て
い

る
高
齢
者
を
対
象
に
、
空
家
の
活
用
等
に
よ
る
低
廉
な
家
賃
の
住
ま
い
の
確
保
や

る
高
齢
者
を
対
象
に
、
空
家
の
活
用
等
に
よ
る
低
廉
な
家
賃
の
住
ま
い
の
確
保
や

、
適
切
な
生
活
支
援
体
制
の
確
保
等
に
も
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

、
生
活
支
援
体
制
の
確
保
等
に
も
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
今
後
、
高
齢
者
人
口
や
人
口
構
成
の
変
化
に
伴
い
地
域
ご
と
に
介
護

需
要
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
医
療
及
び
介
護
の
提
供
体
制
の
整
備
を
、
住

宅
や
居
住
に
係
る
施
策
と
の
連
携
も
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
ご
と
の
将
来
の
姿
や
課

題
を
踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
と
い
う
視
点

を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
町
内
会
や
自
治
会
等
の
活
動
を
基
盤
と
し
た
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（

地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
の
活
用
や
、
N
P
O
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
民
間
事

業
者
等
の
地
域
の
様
々
な
活
動
主
体
と
の
協
力
に
よ
っ
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

認
知
症
施
策
の
推
進

今
後
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
認
知
症
で
あ
る
者
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め

、
認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
よ
い
環
境

で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
た
取
組
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
域
ご
と
に
、
認
知
症
の
状
態
に
応
じ
た
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
流
れ
（
以
下
「
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
」
と
い
う
。
）
を
確
立
し
、

ど
の
よ
う
に
認
知
症
で
あ
る
者
を
地
域
で
支
え
て
い
く
か
を
地
域
住
民
に
明
示
し
た

上
で
、
早
期
か
ら
の
適
切
な
診
断
や
対
応
、
認
知
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
と
理

解
に
基
づ
く
本
人
や
そ
の
家
族
へ
の
支
援
を
包
括
的
・
継
続
的
に
実
施
す
る
体
制
の

構
築
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
認
知
症
で
あ
る
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
に
お
け
る
成
年
後
見
人
、
保
佐
人
及
び
補
助
人
（
以
下
「
後
見
人

等
」
と
い
う
。
）
の
制
度
が
果
た
す
役
割
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
状
況

下
に
あ
り
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
等
の
専
門
的
な
後
見
人
等
の
ほ
か
、
一
般
市
民
が

担
う
後
見
人
等
（
以
下
「
市
民
後
見
人
」
と
い
う
。
）
を
育
成
・
活
用
し
、
こ
れ
を

支
援
す
る
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

な
お
、
認
知
症
施
策
の
う
ち
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置
等
の
地
域
支

援
事
業
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
順
次
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
三

十
年
度
に
は
全
て
の
市
町
村
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
、
必
要
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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二

二
千
二
十
五
年
を
見
据
え
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
目
標

三

二
千
二
十
五
年
を
見
据
え
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
目
標

高
齢
者
の
自
立
と
尊
厳
を
支
え
る
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世

高
齢
者
の
自
立
と
尊
厳
を
支
え
る
ケ
ア
を
実
現
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世

代
が
七
十
五
歳
以
上
と
な
り
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
が
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
が
見

代
が
七
十
五
歳
以
上
と
な
り
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
が
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
ま
で
の
間
に
、
各
地
域
の
実
情
に
応

込
ま
れ
る
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
ま
で
の
間
に
、
各
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
介
護
給
付
等
対

じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
、
認
知
症

象
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
、
認
知
症

施
策
や
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た

施
策
や
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た

方
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

方
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
第
六
期
以
降
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
地
域
包
括
ケ
ア
計
画

こ
の
た
め
、
第
六
期
以
降
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
地
域
包
括
ケ
ア
計
画

と
し
て
位
置
付
け
、
二
千
二
十
五
年
ま
で
の
各
計
画
期
間
を
通
じ
て
地
域
包
括
ケ
ア

と
し
て
位
置
付
け
、
二
千
二
十
五
年
ま
で
の
各
計
画
期
間
を
通
じ
て
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
を
段
階
的
に
構
築
す
る
こ
と
と
し
、
第
六
期
の
達
成
状
況
の
検
証
を
踏
ま

シ
ス
テ
ム
を
段
階
的
に
構
築
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
第
六
期
の
位
置
付
け
及
び
第

え
た
上
で
、
第
七
期
の
位
置
付
け
及
び
第
七
期
期
間
中
に
目
指
す
べ
き
姿
を
具
体
的

六
期
期
間
中
に
目
指
す
べ
き
姿
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
が
ら
目
標
を
設
定
し
取

に
明
ら
か
に
し
な
が
ら
目
標
を
設
定
し
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保

平
成
三
十
年
度
以
降
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業

支
援
計
画
及
び
医
療
計
画
（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
・
見
直
し
の
サ
イ
ク
ル
が
一
致
す
る
こ
と
と
な
る

。
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
よ
る
効
率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体

制
の
構
築
並
び
に
在
宅
医
療
・
介
護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

が
一
体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に

よ
る
協
議
の
場
を
開
催
し
、
よ
り
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
整
備
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

当
該
協
議
の
場
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
地
域
医
療
構
想

（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
将
来
の
医
療
提
供
体
制
に
関

す
る
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
つ
つ
、
病

床
の
機
能
分
化
・
連
携
に
伴
い
生
じ
る
、
在
宅
医
療
等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量

に
関
す
る
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保

険
事
業
支
援
計
画
及
び
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
掲
げ
る
介
護
の
サ
ー

ビ
ス
の
見
込
量
と
、
医
療
計
画
に
お
い
て
掲
げ
る
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
が
整
合
的

な
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
四

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
地
域
づ
く
り
と
地
域
ケ
ア
会
議
・
生

四

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
地
域
づ
く
り

活
支
援
体
制
整
備
の
推
進

市
町
村
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
を
核
と
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
に
よ
る
多
様

市
町
村
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
を
核
と
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
に
よ
る
多
様
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な
活
動
の
展
開
を
含
む
、
地
域
に
お
け
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス

な
活
動
の
展
開
を
含
む
、
地
域
に
お
け
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

を
総
合
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
適
切
な
運
営
を
通

こ
の
た
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
、
①
介
護
支
援
専
門
員
個
人
だ
け

じ
て
、
多
様
な
職
種
や
機
関
と
の
連
携
協
働
に
よ
る
地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
な
く
、
地
域
住
民
や
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
対
し
て
介
護
予
防
や
自
立
支
援
に
関

を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

す
る
理
解
を
促
し
、
地
域
で
適
切
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
環
境
を
作
る

こ
と
、
②
地
域
ケ
ア
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
市
町
村
が
、
多
様
な
職
種

や
機
関
と
の
連
携
協
働
に
よ
る
地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や

協
議
体
が
中
心
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
利
用
者
と
が
「
支
え
る
側
」
と
「
支

え
ら
れ
る
側
」
と
い
う
画
一
的
な
関
係
性
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
高
齢
者
の
社
会

参
加
等
を
進
め
、
世
代
を
超
え
て
地
域
住
民
が
共
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
市
町

村
が
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
住
宅
や
居
住
に
係
る
施
策
と
の
連
携
も
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
将
来
の

そ
の
際
に
は
、
地
域
の
将
来
の
姿
を
踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と
し
位

姿
を
踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
と
い
う
視
点
を

置
付
け
て
い
く
と
い
う
視
点
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

明
確
に
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
て
市
町
村
を
中
心
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
多
様
な
専
門
職
種
や
機

こ
の
た
め
に
は
、
市
町
村
を
中
心
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
多
様
な
専
門
職

関
、
地
域
住
民
等
が
地
域
の
課
題
を
共
有
し
、
資
源
開
発
、
政
策
形
成
に
つ
な
げ
、

種
や
機
関
、
地
域
住
民
等
が
地
域
の
課
題
を
共
有
し
、
資
源
開
発
、
政
策
形
成
に
つ

情
報
通
信
技
術
（
I
C
T
）
等
の
活
用
も
図
り
つ
つ
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と

な
げ
、
情
報
通
信
技
術
（
I
C
T
）
等
の
活
用
も
図
り
つ
つ
地
域
づ
く
り
に
取
り
組

が
重
要
で
あ
る
。

む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族

が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
者
と
利
用
者
が
、
「
支
え
る
側
」
と
「
支
え
ら
れ
る
側
」
と
い
う
画
一
的
な
関

係
性
で
は
な
く
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
を
進
め
、
世
代
を
超
え
て
地
域
住
民
が
共

に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

五

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上

五

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

及
び
地
域
支
援
事
業
に
携
わ
る
質
の
高
い
人
材
を
、
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
の
取

及
び
地
域
支
援
事
業
に
携
わ
る
質
の
高
い
人
材
を
、
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
の
取

組
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

組
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
広
域
的
な
立
場
か
ら
、
必
要
な
介
護
人
材
の
確
保
の

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
広
域
的
な
立
場
か
ら
、
必
要
な
介
護
人
材
の
確
保
の

た
め
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
を
見
据
え
つ
つ
、
「
介
護
離
職
ゼ
ロ
」

た
め
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
を
見
据
え
地
域
の
関
係
者
と
と
も
に
総

の
実
現
に
向
け
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
に
伴
っ
て
、
二
千
二
十
年
代
初
頭
ま

合
的
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

で
に
必
要
と
な
る
人
材
の
確
保
に
向
け
、
地
域
の
関
係
者
と
と
も
に
、
介
護
の
仕
事

の
魅
力
の
向
上
、
多
様
な
人
材
の
確
保
・
育
成
、
生
産
性
の
向
上
を
通
じ
た
労
働
負
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担
の
軽
減
を
柱
と
す
る
総
合
的
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
学
卒
者
・
中
高
年
齢
者
や
他
業
種
か
ら
の
新
規
参
入
促
進
の
取
組

そ
の
際
に
は
、
学
卒
者
や
他
業
種
か
ら
の
新
規
参
入
促
進
の
取
組
、
潜
在
的
有
資

、
離
職
し
た
介
護
福
祉
士
等
の
届
出
制
度
も
活
用
し
た
潜
在
的
有
資
格
者
等
の
復
職

格
者
等
の
復
職
・
再
就
職
支
援
、
都
道
府
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
等
の
活
用
等
に
よ

・
再
就
職
支
援
、
都
道
府
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
等
の
活
用
等
に
よ
る
多
様
な
人
材

る
多
様
な
人
材
の
参
入
促
進
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
や
専
門
性
の
確
立
に
よ
る
資
質
の
向

の
参
入
促
進
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
や
専
門
性
の
確
立
に
よ
る
資
質
の
向
上
、
介
護
ロ
ボ

上
、
事
業
主
に
よ
る
雇
用
環
境
改
善
の
取
組
の
促
進
・
処
遇
改
善
等
に
よ
る
環
境
改

ッ
ト
や
I
C
T
等
の
活
用
も
含
め
、
事
業
主
に
よ
る
雇
用
環
境
改
善
の
取
組
の
促
進

善
を
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

・
処
遇
改
善
等
に
よ
る
環
境
改
善
を
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
認
知
症
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
の
七
に
掲
げ
る
各

ま
た
、
地
域
に
お
い
て
早
期
の
適
切
な
認
知
症
の
診
断
を
行
う
た
め
、
か
か
り
つ

施
策
の
推
進
に
必
要
な
人
材
育
成
の
た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

け
医
や
病
院
従
事
者
に
対
す
る
認
知
症
対
応
力
の
向
上
の
た
め
の
研
修
を
実
施
し
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
指
導
助
言
等
を
行
う
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
の
養
成
研
修
を
行

る
よ
う
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
体
制
を
検

う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

討
し
、
そ
の
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
市
町
村
は
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
職
員
体
制
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

さ
ら
に
地
域
支
援
事
業
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
地
域
に
お
い
て
生
活
支
援
コ
ー
デ

さ
ら
に
地
域
支
援
事
業
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
地
域
の
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
の
養
成
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

タ
ー
の
養
成
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
と
連
携
し
な
が
ら
、
生
活
支
援
等

こ
の
場
合
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
と
連
携
し
な
が
ら
、
生
活
支
援
等

の
支
え
手
と
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
の
育
成
、
市
民
後
見
人
の
育
成
、
認
知

の
支
え
手
と
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
の
育
成
、
市
民
後
見
人
の
育
成
、
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
等
、
必
要
な
施
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
等
、
必
要
な
施
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
、
医
療
提
供
体
制
や
地
域
包
括

ま
た
、
今
後
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
、
医
療
提
供
体
制
や
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
計
画
等
の
立
案
、
評
価
等
に
携
わ
る
人
材
の
育
成

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
計
画
等
の
立
案
、
評
価
等
に
携
わ
る
人
材
の
育
成

を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

生
活
支
援
等
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
地
域
に
お
い
て
安

心
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
が
中
心
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
利
用

者
と
が
「
支
え
る
側
」
と
「
支
え
ら
れ
る
側
」
と
い
う
画
一
的
な
関
係
性
に
陥
る
こ

と
の
な
い
よ
う
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
を
進
め
、
世
代
を
超
え
て
地
域
住
民
が
共
に

支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
市
町
村
が
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

六

介
護
に
取
り
組
む
家
族
等
へ
の
支
援
の
充
実

（
新
設
）

介
護
保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
た
大
き
な
目
的
の
一
つ
は
、
高
齢
者
の
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
合
う
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
で
、
家
族
に
よ
る
過
度
な
介
護
負
担
を
軽

減
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

制
度
の
創
設
と
そ
の
後
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
伴
い
、
家
族
の
負
担
は
軽
減

さ
れ
た
面
も
あ
る
が
、
今
な
お
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合
だ
け
で
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な
く
利
用
し
て
い
る
場
合
で
も
、
多
く
の
家
族
は
何
ら
か
の
心
理
的
な
負
担
や
孤
立

感
を
感
じ
て
お
り
、
特
に
、
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族
の
場
合
に
こ
の
傾

向
が
強
い
。

ま
た
、
一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
の
観
点
か
ら
、
①
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確

保
を
図
る
と
と
も
に
、
②
家
族
の
柔
軟
な
働
き
方
の
確
保
、
働
く
家
族
等
に
対
す
る

相
談
・
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
で
、
働
く
人
が
家
族
の
介
護
の
た
め
に
離
職
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
を
防
ぎ
、
希
望
す
る
者
が
働
き
続
け
ら
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指

す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
現
在
、
各
市
町
村
で
実
施
し
て
い
る
家
族
介
護
支
援
事

業
に
加
え
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
土
日
祝
日
の
開
所
や
、
電
話
等
に
よ
る
相

談
体
制
の
拡
充
、
地
域
に
出
向
い
た
相
談
会
の
実
施
、
企
業
や
労
働
施
策
担
当
部
門

と
の
連
携
な
ど
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
家
族
等
に
対
す
る
相
談
・
支
援
体
制
の

強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

七

認
知
症
施
策
の
推
進

今
後
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
認
知
症
の
人
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
認

知
症
施
策
推
進
総
合
戦
略
（
以
下
「
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
に
沿
っ
て

、
認
知
症
の
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
よ
い
環
境

で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
た
取
組
と
し
て
、
次

の
１
か
ら
６
ま
で
の
と
お
り
、
認
知
症
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

１

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
・
啓
発

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
や
活
動
の
支
援
な
ど
、
社
会
全
体
で
認
知
症
の
人

を
支
え
る
基
盤
の
整
備
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

２

認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・
適
切
な
医
療
・
介
護
等
の
提
供

早
期
診
断
・
早
期
対
応
を
軸
と
し
、
行
動
・
心
理
症
状
や
身
体
合
併
症
等
が
見

ら
れ
た
場
合
に
も
、
医
療
機
関
・
介
護
施
設
等
で
の
対
応
が
固
定
化
さ
れ
な
い
よ

う
に
、
退
院
・
退
所
後
も
そ
の
と
き
の
容
態
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
循
環
型
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
必
要
な
医

療
・
介
護
等
が
適
切
に
提
供
さ
れ
る
体
制
整
備
、
医
療
・
介
護
等
に
携
わ
る
人
材

の
認
知
症
対
応
力
向
上
の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
市
町
村

に
設
置
さ
れ
て
い
る
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
や
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

に
つ
い
て
活
用
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

３

若
年
性
認
知
症
施
策
の
強
化

就
労
支
援
を
含
め
た
支
援
等
を
行
う
若
年
性
認
知
症
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
配
置
す
る
な
ど
に
よ
り
、
若
年
性
認
知
症
の
人
の
相
談
支
援
、
関
係
者
の
連
携

の
た
め
の
体
制
整
備
、
居
場
所
づ
く
り
、
就
労
・
社
会
参
加
支
援
等
の
様
々
な
分
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野
に
わ
た
る
支
援
を
総
合
的
に
講
じ
て
い
く
こ
と
。

４

認
知
症
の
人
の
介
護
者
へ
の
支
援

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
認
知
症
カ
フ
ェ
等
の
設
置
を
推
進
し
、
精
神
的
・
身
体

的
負
担
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
の
支
援
や
、
介
護
者
の
生
活
と
介
護
の
両
立
を
支

援
す
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

５

認
知
症
の
人
を
含
む
高
齢
者
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り

地
域
で
の
見
守
り
の
体
制
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
成
年
後
見

制
度
利
用
促
進
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
権
利
擁
護
の
取
組
の
推
進
、
市
民
後

見
人
の
育
成
・
活
用
、
支
援
体
制
の
整
備
等
を
推
進
す
る
こ
と
。

６

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
視
点
を
重
視

初
期
段
階
の
認
知
症
の
人
の
ニ
ー
ズ
把
握
や
生
き
が
い
支
援
な
ど
、
認
知
症
の

人
や
そ
の
家
族
の
視
点
を
重
視
し
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

八

高
齢
者
虐
待
の
防
止
等

（
新
設
）

高
齢
者
虐
待
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る

支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
高
齢
者
虐
待

防
止
法
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ
た
平
成
十
八
年
度
以
降
、
増
加
傾
向
に
あ
り
、

対
策
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
自
治
体
に
お
け
る
高
齢
者

虐
待
防
止
の
体
制
整
備
が
重
要
で
あ
る
。

１

広
報
・
普
及
啓
発

高
齢
者
虐
待
の
対
応
窓
口
と
な
る
部
局
（
相
談
通
報
窓
口
）
の
住
民
へ
の
周
知

徹
底
、
自
治
体
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
者
へ
の
虐
待
防
止
に
資
す

る
研
修
の
実
施
、
虐
待
防
止
に
関
す
る
制
度
等
に
つ
い
て
の
住
民
へ
の
啓
発
、
介

護
事
業
者
等
へ
の
高
齢
者
虐
待
防
止
法
等
に
つ
い
て
の
周
知
、
自
治
体
独
自
の
対

応
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
作
成

等

２

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

早
期
発
見
・
見
守
り
、
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
介
入
支
援
、
関
係
機
関
介

入
支
援
等
を
図
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

３

行
政
機
関
連
携

成
年
後
見
制
度
の
市
町
村
長
申
立
、
警
察
署
長
に
対
す
る
援
助
要
請
等
、
措
置

を
採
る
た
め
に
必
要
な
居
室
の
確
保
等
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
等
と
の
連
携
、

調
整

４

相
談
・
支
援

虐
待
を
行
っ
た
養
護
者
に
対
す
る
相
談
、
指
導
ま
た
は
助
言

等

ま
た
、
発
生
し
た
虐
待
の
要
因
等
を
分
析
し
、
再
発
防
止
へ
取
り
組
む
こ
と
が
重
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要
で
あ
る
。

養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
主
な
発
生
要
因
に
つ
い
て
は
、
「
虐
待
者
の
介
護

疲
れ
・
介
護
ス
ト
レ
ス
」
「
虐
待
者
の
障
害
・
疾
病
」
と
な
っ
て
お
り
、
主
た
る
養

護
者
で
あ
る
家
族
の
不
安
や
悩
み
を
聞
き
助
言
等
を
行
う
相
談
機
能
の
強
化
・
支
援

体
制
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
取
り
組
む
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
主
な
発
生
要
因

に
つ
い
て
は
、
「
教
育
知
識
・
介
護
技
術
等
に
関
す
る
問
題
」
、
「
職
員
の
ス
ト
レ

ス
や
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
」
と
な
っ
て
お
り
、
介
護
事
業
者
等
に
対
し
て
、

養
介
護
施
設
従
事
者
等
へ
の
研
修
や
ス
ト
レ
ス
対
策
を
適
切
に
行
う
よ
う
求
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

九

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表

六

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表

介
護
保
険
制
度
は
、
利
用
者
の
選
択
を
基
本
と
し
て
お
り
、
利
用
者
の
選
択
を
通

介
護
保
険
制
度
は
、
利
用
者
の
選
択
を
基
本
と
し
て
お
り
、
利
用
者
の
選
択
を
通

じ
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ

じ
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
情
報
の
公
表
制
度
は
、
利
用
者
の
選
択
を
通
じ
て
介
護
保
険
の
シ
ス
テ
ム
が
健
全

ス
情
報
の
公
表
制
度
は
、
利
用
者
の
選
択
を
通
じ
て
介
護
保
険
の
シ
ス
テ
ム
が
健
全

に
機
能
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

に
機
能
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
運
用
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
制
度
が
適
切
に
実
施
さ
れ

表
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
て
、
各
介
護
事

る
よ
う
、
必
要
な
人
材
の
養
成
等
の
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

業
所
・
施
設
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
公
表
し
て
い
る
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
制
度
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
人
材
の
養
成
等
の
体
制
整
備
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
が
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
地
域
密
着

場
合
に
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
利
用
者
や
そ
の
家
族
等
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
、
要
介

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
事
業
者
が
、
必
要
な
報
告
の
拒
否
等
を
行
い
、
都
道

護
認
定
及
び
要
支
援
認
定
の
結
果
通
知
書
に
当
該
シ
ス
テ
ム
の
U
R
L
を
記
載
す
る

府
県
知
事
か
ら
そ
の
報
告
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
命
令
に
従
わ

等
周
知
し
て
い
く
と
と
も
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
観
点
か
ら
、
高
齢

な
い
場
合
、
都
道
府
県
か
ら
の
通
知
に
基
づ
い
て
、
当
該
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し

者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
有
益
な
情
報
と
考
え
ら

又
は
効
力
の
停
止
等
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

れ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
配
食
や
見
守
り
等
の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
の
情
報
に
つ
い
て
主
体
的
に
情
報
収
集
し
た
上
で
、
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
を

活
用
す
る
等
、
情
報
公
表
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
併
せ
て
、
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
事
業
者
が
、
必

要
な
報
告
の
拒
否
等
を
行
い
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
そ
の
報
告
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
、
都
道
府
県
か
ら
の
通
知
に
基
づ
い

て
、
当
該
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
等
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

今
後
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
観
点
か
ら
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
の
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
有
益
な
情
報
と
考
え
ら
れ
る
地
域
包
括
支
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援
セ
ン
タ
ー
及
び
配
食
や
見
守
り
等
の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
に

つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
運
用
し
て
い
る
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
の
活
用
も
念
頭
に
市

町
村
が
主
体
的
に
情
報
収
集
と
情
報
発
信
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
の
指
標
と
し
て
、
同
時
に
、
介
護
人
材
の
確

ま
た
、
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
の
指
標
と
し
て
、
同
時
に
、
介
護
人
材
の
確

保
に
向
け
た
取
組
の
一
環
と
し
て
、
情
報
公
表
制
度
を
活
用
し
、
離
職
率
、
勤
務
時

保
に
向
け
た
取
組
の
一
環
と
し
て
、
情
報
公
表
制
度
を
活
用
し
、
介
護
従
事
者
に
関

間
、
シ
フ
ト
体
制
等
と
い
っ
た
介
護
従
事
者
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
推
進
に
努
め

す
る
情
報
の
公
表
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

十

効
果
的
・
効
率
的
な
介
護
給
付
の
推
進

七

介
護
給
付
の
適
正
化

団
塊
世
代
が
七
十
五
歳
以
上
と
な
る
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三
十
七
年
）
や
、
団

塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
六
十
五
歳
以
上
と
な
り
、
高
齢
者
数
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
二
千

四
十
二
年
（
平
成
五
十
四
年
）
も
見
据
え
つ
つ
、
引
き
続
き
、
高
齢
者
が
そ
の
有
す

る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
や

、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
、
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
・
悪
化
の
防
止
と

い
っ
た
制
度
の
理
念
を
堅
持
し
、
質
が
高
く
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
と

同
時
に
、
財
源
と
人
材
と
を
よ
り
重
点
的
・
効
率
的
に
活
用
す
る
仕
組
み
を
構
築
す

る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

効
果
的
・
効
率
的
な
介
護
給
付
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
介
護
給
付
を
必
要
と
す

介
護
給
付
の
適
正
化
と
は
、
介
護
給
付
を
必
要
と
す
る
受
給
者
を
適
切
に
認
定
し

る
受
給
者
を
適
切
に
認
定
し
、
受
給
者
が
真
に
必
要
と
す
る
過
不
足
の
な
い
サ
ー
ビ

、
受
給
者
が
真
に
必
要
と
す
る
過
不
足
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
、
事
業
者
が
適
切
に
提

ス
を
、
事
業
者
が
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

供
す
る
よ
う
促
す
こ
と
で
あ
り
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
確
保
と
そ
の
結
果
と
し

適
切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
確
保
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
費
用
の
効
率
化
を
通
じ
た
介

て
の
費
用
の
効
率
化
を
通
じ
て
介
護
保
険
制
度
の
信
頼
感
を
高
め
、
持
続
可
能
な
介

護
給
付
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
、
介
護
保
険
制
度
の
信
頼
感
を
高
め
、
持
続
可
能

護
保
険
制
度
の
構
築
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
及
び
都
道
府
県
に
お
け
る
た

な
介
護
保
険
制
度
の
構
築
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
及
び
都
道
府
県
に
お
け

ゆ
ま
ぬ
努
力
が
重
要
で
あ
る
。
都
道
府
県
は
、
第
三
期
介
護
給
付
適
正
化
計
画
に
関

る
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
重
要
で
あ
る
。
都
道
府
県
は
、
市
町
村
等
の
関
係
者
か
ら
幅
広

す
る
指
針
を
踏
ま
え
市
町
村
等
の
関
係
者
か
ら
幅
広
く
意
見
及
び
事
情
を
聴
取
し
、

く
意
見
及
び
事
情
を
聴
取
し
、
介
護
給
付
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
の
方
策
を
定

都
道
府
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
市
町
村

め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
市
町
村
に
対
し
、
実
施
上
の
技
術
的
事
項
に
つ
い

に
対
し
、
実
施
上
の
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介

て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護
給
付
適
正
化
事
業
の
一
層
の
推
進
に
取

護
給
付
適
正
化
事
業
の
一
層
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
や
こ
れ
ま
で
の
介
護
給
付
の
適
正
化
の
取
組
を

ま
た
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
の
検
討
過
程
に
お
い
て
、

踏
ま
え
、
実
施
す
る
具
体
的
な
取
組
の
内
容
及
び
実
施
方
法
と
そ
の
目
標
等
を
定
め

市
町
村
ご
と
の
地
域
の
実
情
や
こ
れ
ま
で
の
適
正
化
の
取
組
の
実
施
把
握
を
踏
ま
え

る
と
と
も
に
都
道
府
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
国
保
連
合
会
」
と
い

た
実
施
方
針
、
目
標
等
に
つ
い
て
の
意
見
を
積
極
的
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
こ
う
し

う
。
）
の
適
正
化
シ
ス
テ
ム
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
都
道
府
県
と
協
力
し
て
一
層
の

た
意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
都
道
府
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
に
基
づ
き
、
都

推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

道
府
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
適
正

化
シ
ス
テ
ム
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
介
護
給
付
適
正
化
事
業
の
よ
り
一
層
の
推
進
に

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

十
一

都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
支
援
等

八

市
町
村
相
互
間
の
連
携
及
び
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携
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介
護
保
険
事
業
の
運
営
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
な

地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上

を
図
る
責
務
を
有
す
る
が
、
地
域
の
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
も
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
、
近
隣
の
市
町
村
と
連
携
し
て
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
、
認

知
症
施
策
や
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
要
介
護
者
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
の
共
同
実
施

、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
共
同
作
成
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
共
同

利
用
等
の
広
域
的
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
複
数
の
市
町

村
に
よ
る
広
域
的
取
組
が
各
市
町
村
の
責
任
を
不
明
確
に
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

ま
た
、
都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提

体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
市
町
村
の
方
針
を
尊
重
し
な
が

供
す
る
体
制
の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
市
町
村
の
方
針
を
尊
重

ら
、
市
町
村
へ
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
や
認
知
症
施
策
、
地
域
ケ
ア
会
議

し
な
が
ら
、
市
町
村
へ
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
や
認
知
症
施
策
、
地
域
ケ

の
実
施
等
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
へ
向
け
た
取
組
の
支
援
、
広
域
的
観
点

ア
会
議
の
実
施
等
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
へ
向
け
た
取
組
の
支
援
、
広
域

か
ら
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
需
要
の
把
握
、
地
域
密

的
観
点
か
ら
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
需
要
の
把
握
、

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要

高
齢
者
の
状
況
の
把
握
、
療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

と
す
る
高
齢
者
の
状
況
の
把
握
、
療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規

療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
高
齢
者

定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る

の
実
態
及
び
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定

高
齢
者
の
実
態
及
び
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換

等
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
広
域
的
取
組
に
対
す
る
協
力
等

の
予
定
等
に
関
す
る
調
査
の
実
施
、
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
広
域
的
取
組
に
対
す
る

に
よ
り
、
市
町
村
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保

協
力
等
に
よ
り
、
市
町
村
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制

及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

の
確
保
及
び
地
域
支
援
事
業
の
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
法
改
正
で
は
、
市
町
村
の
保
険
者
機

能
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
と
都
道
府
県
に
よ
る
重
層
的
な
支
援
を
行
う
た
め

、
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
支
援
を
法
律
上
に
位
置
づ
け
明
確
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。さ

ら
に
、
介
護
保
険
制
度
へ
の
信
頼
を
維
持
し
て
い
く
観
点
か
ら
も
、
介
護
給
付

さ
ら
に
、
介
護
保
険
制
度
へ
の
信
頼
を
維
持
し
て
い
く
観
点
か
ら
も
、
介
護
給
付

等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
利
用
者
か
ら
良
質
な
事
業
者
が

等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
利
用
者
か
ら
良
質
な
事
業
者
が

選
択
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
悪
質
な
事
業
者
に
は
厳
格
に
対
応
し
て
い
く

選
択
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
悪
質
な
事
業
者
に
は
厳
格
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
の
指
導
監
督
等
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
の
指
導
監
督
等
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

と
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
が
十
分
に
連
携
を
し
て
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

と
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
が
十
分
に
連
携
を
し
て
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

あ
る
。

十
二

市
町
村
相
互
間
の
連
携

介
護
保
険
事
業
の
運
営
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
な

地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
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を
図
る
責
務
を
有
す
る
が
、
地
域
の
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
も
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
、
近
隣
の
市
町
村
と
連
携
し
て
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
や
介
護
予
防

の
推
進
、
認
知
症
施
策
や
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
要
介
護
者
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査

の
共
同
実
施
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
共
同
作
成
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー

ビ
ス
の
共
同
利
用
等
の
広
域
的
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

複
数
の
市
町
村
に
よ
る
広
域
的
取
組
が
各
市
町
村
の
責
任
を
不
明
確
に
し
な
い
よ
う

留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

十
三

介
護
保
険
制
度
の
立
案
及
び
運
用
に
関
す
る
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
新
設
）

高
齢
者
の
自
立
支
援
や
重
度
化
防
止
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
P
D
C
A

サ
イ
ク
ル
を
活
用
し
て
市
町
村
の
保
険
者
機
能
及
び
都
道
府
県
の
保
険
者
支
援
の
機

能
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十

九
年
）
の
法
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
、
地
域
課
題
を
分
析
し
、
地

域
の
実
情
に
則
し
て
、
高
齢
者
の
自
立
支
援
や
重
度
化
防
止
の
取
組
に
関
す
る
目
標

を
計
画
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
目
標
に
対
す
る
実
績
評
価
及
び
評
価
結
果
の
公
表

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
併
せ
て
、
当
該
実
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
は
都
道

府
県
に
結
果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
は
管
内
市
町
村
に
係
る
評
価
結
果

と
併
せ
て
厚
生
労
働
大
臣
に
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
厚
生
労
働
省
（
地

方
厚
生
（
支
）
局
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
仕
組
み
も
活
用
し
、
報
告

さ
れ
た
市
町
村
、
都
道
府
県
に
お
け
る
実
績
評
価
も
含
む
自
治
体
の
取
組
状
況
を
分

析
し
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
、
よ
り
効
果
的
な
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に

対
す
る
支
援
策
等
を
検
討
し
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

第
二

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

一

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

基
本
理
念
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
特
色
の
明

１

基
本
理
念
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
特
色
の
明

確
化
、
施
策
の
達
成
状
況
の
評
価
等

確
化

今
後
、
大
都
市
や
そ
の
周
辺
都
市
、
地
方
都
市
、
中
山
間
地
域
等
、
地
域
に
よ

っ
て
高
齢
化
の
状
況
及
び
そ
れ
に
伴
う
介
護
需
要
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
た
め
、
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
目
指
す
べ
き
方
向

性
を
明
確
に
し
、
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
深
化
・

推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
は
、
介
護
保
険
制
度
の
基
本
的
理
念
を
踏

介
護
保
険
制
度
の
基
本
的
理
念
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
各
々
の
市
町
村
に
お

ま
え
る
と
と
も
に
、
各
々
の
市
町
村
に
お
け
る
地
域
的
条
件
や
地
域
包
括
ケ
ア
シ

け
る
地
域
的
条
件
や
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方

ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
勘
案
し
て
、
第
一
の

向
性
を
勘
案
し
て
、
第
一
の
一
及
び
二
の
趣
旨
に
沿
っ
た
基
本
理
念
を
定
め
、
達

趣
旨
に
沿
っ
た
基
本
理
念
を
定
め
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情

成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
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に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
特
色
を
明
確
に
し
た
市
町
村
介
護
保
険
事

特
色
を
明
確
に
し
た
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

業
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
。

具
体
的
に
は
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
①
各
保
険
者
に
お
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
態
把
握
・
課
題
分
析
を
行
い
、
②
実
態
把
握
・
課
題
分

析
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
共
通
の
目
標
を
設
定
し
、
関
係
者
間
で
共
有
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
達
成
に
向
け
た
具
体
的
な
計
画
を
作
成
し
、
③
こ
の
計
画
に
基

づ
き
、
地
域
の
介
護
資
源
の
発
掘
や
基
盤
整
備
、
多
職
種
連
携
の
推
進
、
効
率
的

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
も
含
め
、
自
立
支
援
や
介
護
予
防
に
向
け
た
様
々
な
取
組
を
推

進
し
て
、
④
こ
れ
ら
様
々
な
取
組
の
実
績
を
評
価
し
た
上
で
、
計
画
に
つ
い
て
必

要
な
見
直
し
を
行
う
、
と
い
う
取
組
を
繰
り
返
し
行
い
保
険
者
機
能
を
強
化
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
目
標
及
び
施
策
を
地
域
の
実
情
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
内
容
の

も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
定
期
的
に
施
策
の
実
施
状
況
や
目
標
の
達
成
状
況
に
関

す
る
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
し
、
地
域
住
民

等
を
含
め
て
周
知
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
及
び
第
六
期
の
目
標

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
介
護
需
要
の
ピ
ー
ク
時
を
視

野
に
入
れ
な
が
ら
平
成
三
十
七
年
度
の
介
護
需
要
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量

の
見
込
み
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
保
険
料
水
準
を
推
計
し
、
持
続
可
能
な
制
度
と

す
る
た
め
の
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
が

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
重
度
の
要
介
護
者
に
重
点
を
置
き
、
施

設
に
入
所
し
た
場
合
は
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近
い
も
の
と
し
て
い

く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め

、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
介
護
を
受
け
な
が
ら
住
み
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
住
ま
い
の
普
及
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計

(一)

市
町
村
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
、
保
険
給
付
に

要
す
る
費
用
の
額
、
地
域
支
援
事
業
の
量
、
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の

額
及
び
保
険
料
の
水
準
に
関
す
る
中
長
期
的
な
推
計
を
行
い
、
示
す
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。
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第
六
期
の
目
標

(二)

市
町
村
は
、

の
推
計
を
踏
ま
え
て
第
六
期
の
保
険
料
を
定
め
、
地
域
包
括

(一)

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
第
六
期
以
降
の
各
計
画
期
間
を
通
じ
た
段
階

的
な
充
実
の
方
針
及
び
そ
の
中
で
の
第
六
期
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
第
六
期
の
具
体
的
な
施
策
に
よ
り
目
指
す
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
そ
の
地
域
の
特
色
を
具
体
的
に
反
映
し
た
目
標
と
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

２

要
介
護
者
等
地
域
の
実
態
の
把
握

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
次
の
取
組
に
よ

り
、
現
状
を
も
と
に
将
来
の
人
口
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
見
込
ん
だ
サ
ー
ビ
ス
の

種
類
ご
と
の
量
に
加
え
、
こ
れ
に
施
策
を
反
映
す
る
た
め
、
介
護
保
険
事
業
計
画

作
成
委
員
会
等
の
場
に
お
い
て
、
地
域
ケ
ア
会
議
や
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
及
び
協
議
体
の
活
動
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
地
域
課

題
や

に
掲
げ
る
調
査
の
結
果
等
に
も
と
づ
き
、
幅
広
い
地
域
の
関
係
者
に
お
い

(三)

て
十
分
な
議
論
を
行
い
、
議
論
を
通
じ
て
地
域
の
関
係
者
の
共
通
理
解
を
形
成
し

な
が
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

被
保
険
者
の
現
状
と
見
込
み

(一)

市
町
村
は
、
自
ら
が
有
す
る
人
口
推
計
や
各
種
人
口
統
計
等
を
活
用
し
、
市

町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
人
口
構
造
、
被
保
険
者
数
、
要
介

護
者
数
、
要
支
援
者
数
及
び
認
知
症
高
齢
者
数
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
現
状

の
人
口
構
造
等
を
踏
ま
え
、
計
画
期
間
中
の
各
年
度
及
び
将
来
的
な
被
保
険
者

数
、
総
合
事
業
及
び
予
防
給
付
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
た
要
介
護
者
等
の
数
等

の
見
込
み
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
算
定
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
と
も
に
、
医
療
保
険
適
用
の
療
養
病
床
（
以
下
「
医
療
療
養
病
床
」
と
い
う

。
）
か
ら
の
転
換
に
よ
る
影
響
も
勘
案
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
機
能
の
低
下
し
た
高
齢
者
の
状
況
、
地
域
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
や

高
齢
者
の
持
家
の
状
況
等
も
把
握
、
分
析
し
、
計
画
書
の
適
切
な
箇
所
で
示
す

こ
と
が
望
ま
し
い
。

保
険
給
付
の
実
績
把
握
と
分
析

(二)

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況

等
を
適
切
に
定
め
る
た
め
、
要
介
護
者
等
の
人
数
や
保
険
給
付
の
実
績
に
つ
い
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て
、
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
、
地
域
包
括
ケ
ア
「
見
え
る
化
」
シ
ス
テ
ム
を

は
じ
め
と
す
る
各
種
調
査
報
告
や
分
析
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

要
介
護
認
定
や
一
人
当
た
り
の
介
護
給
付
等
状
況
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
居
宅
サ

ー
ビ
ス
の
割
合
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
の
実
態
を
他
の
市
町
村
と
比
較
し
つ

つ
分
析
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
保
険
給
付
の
動
向
や
そ
の
特
徴

の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
法
改
正
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

国
か
ら
提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
勘
案
し
て
、
計

画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
を
作
成
の
上
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
反

映
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
認
知
症

の
人
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
や
国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
の
う
ち
認
知
症
を
主
た
る
理
由
と
し
て
入
院
し
て
い
る
者
の
把

握
と
分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
介

護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
課
題
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を
介
護
保
険

事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
の
場
に
お
い
て
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
意
見
を
踏
ま

え
て
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
六
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
（

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
推
進
に
係
る
課
題
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価

し
て
、
そ
の
結
果
を
第
七
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
活
用
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

調
査
の
実
施

(三)

市
町
村
は
、
被
保
険
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
等
を
把
握
す
る

と
と
も
に
、
自
ら
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
被
保
険
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置

か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
等
、
要
介
護
者
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
（

以
下
「
各
種
調
査
等
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
そ
の

際
は
、
特
に
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
を
活
用
す
る
こ
と
に

努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
要
介
護
状
態
等
に
あ
る
家
族
を
介
護
す
る
た
め
離
職
す
る
こ
と
（
以

下
「
介
護
離
職
」
と
い
う
。
）
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
働
き
な
が
ら
介
護
に

取
り
組
む
家
族
等
や
、
今
後
の
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
不
安
や
悩
み
を
持
つ
就

業
者
の
実
情
等
の
把
握
に
努
め
る
な
ど
調
査
方
法
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
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要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
調
査
の
時
期
、
方
法
等
を
示
す
と
と
も
に
、
広
域
連
合
等
に
お

け
る
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
共
同
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
組
等
を
盛
り
込

む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
管
内
市
町
村

や
広
域
連
合
等
に
お
い
て
各
種
調
査
等
の
実
施
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
必
要
に

応
じ
て
助
言
や
広
域
的
な
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
り
定
量
的
に
把
握
さ
れ
た
心
身
の
状
況
が
低

下
し
た
被
保
険
者
の
状
況
や
働
き
な
が
ら
介
護
に
取
り
組
む
家
族
の
状
況
等
を

参
考
と
し
て
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
介
護
予
防
事
業
の
充
実
等
の
取
組
、
介

護
離
職
の
防
止
を
含
む
家
族
等
へ
の
支
援
の
観
点
を
踏
ま
え
た
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
あ
り
方
等
の
取
組
を
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ら
の
取
組
を
勘
案
し
て
要
介
護
者
等
の
数
や
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
際
に
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
の
場
に
お
い
て

、
幅
広
い
関
係
者
と
十
分
に
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
ケ
ア
会
議
等
に
お
け
る
課
題
の
検
討

(四)

市
町
村
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
個
別
事
例
の
検
討
に
お
い
て
行
う
課

題
分
析
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
、
地
域
に
共
通
す

る
課
題
や
有
効
な
支
援
策
を
明
ら
か
に
し
、
地
域
に
不
足
す
る
資
源
の
開
発
や

有
効
な
支
援
策
の
普
遍
化
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
が

把
握
し
て
い
る
高
齢
者
の
生
活
支
援
等
の
ニ
ー
ズ
や
各
種
調
査
等
の
結
果
と
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
へ
反
映
さ
せ
て
い
く
な
ど

に
よ
り
、
具
体
的
な
行
政
施
策
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

３

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備

３

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制

整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
現
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
現
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
等
を
は
じ
め
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ

し
て
い
る
要
介
護
者
等
を
は
じ
め
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
必
要
で

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
。

ま
た
、
関
係
部
局
・
課
相
互
間
と
連
携
し
て
作
成
に
取
り
組
む
た
め
の
体
制
の

ま
た
、
関
係
部
局
・
課
相
互
間
の
連
携
の
状
況
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

整
備
に
関
す
る
状
況
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
の
開
催
の
経

作
成
委
員
会
等
の
開
催
の
経
緯
、
被
保
険
者
の
意
見
の
反
映
の
た
め
の
措
置
の
内

緯
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
や
被
保
険
者
等
の
意
見
を
反
映
さ

容
、
都
道
府
県
と
の
連
携
の
状
況
等
を
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
示
す
こ
と

せ
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
の
内
容
、
都
道
府
県
と
の
連
携
の
状
況
等
を
市
町
村
介

が
重
要
で
あ
る
。

護
保
険
事
業
計
画
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
共
同
作
成
に
取

な
お
、
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
共
同
作
成
に
取
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り
組
ん
だ
場
合
は
、
そ
の
趣
旨
等
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

り
組
ん
だ
場
合
は
、
そ
の
趣
旨
等
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携

市
町
村
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携

(一)

(一)

計
画
の
検
討
、
立
案
及
び
推
進
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
推
進

計
画
の
検
討
、
立
案
及
び
推
進
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
推
進

に
向
け
て
極
め
て
重
要
な
過
程
で
あ
り
、
庁
内
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
よ
う

に
向
け
て
極
め
て
重
要
な
過
程
で
あ
り
、
庁
内
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
よ
う

努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
具
体
的
に
は
、
介
護
保
険
担
当
部
局
・
課
は
、
障

努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
具
体
的
に
は
、
介
護
保
険
担
当
部
局
・
課
は
、
民

害
福
祉
部
局
等
の
民
生
担
当
部
局
、
保
健
医
療
担
当
部
局
、
住
宅
担
当
部
局
、

生
担
当
部
局
、
保
健
医
療
担
当
部
局
、
労
働
担
当
部
局
、
住
宅
担
当
部
局
、
地

労
働
担
当
部
局
、
地
域
振
興
担
当
部
局
、
農
林
水
産
担
当
部
局
、
教
育
担
当
部

域
振
興
担
当
部
局
、
農
林
水
産
担
当
部
局
、
教
育
担
当
部
局
等
の
関
係
部
局
と

局
、
防
災
担
当
部
局
等
の
関
係
部
局
と
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備

連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
計
画
の
検
討
、
立
案

す
る
と
と
も
に
、
計
画
の
検
討
、
立
案
及
び
推
進
に
当
た
っ
て
は
相
互
に
連
絡

及
び
推
進
に
当
た
っ
て
は
相
互
に
連
絡
を
取
り
問
題
意
識
を
共
有
し
、
協
力
し

を
取
り
問
題
意
識
を
共
有
し
、
協
力
し
て
必
要
な
施
策
に
取
り
組
む
よ
う
努
め

て
必
要
な
施
策
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

必
要
に
応
じ
て
、
例
え
ば
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
庁

必
要
に
応
じ
て
、
例
え
ば
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
庁

内
全
体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
そ
の
中
で
計
画
の
策
定
に
向
け

内
全
体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
そ
の
中
で
計
画
の
策
定
に
向
け

た
議
論
を
行
う
こ
と
等
も
考
え
ら
れ
る
。

た
議
論
を
行
う
こ
と
等
も
考
え
ら
れ
る
。

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
の
開
催

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
の
開
催

(二)

(二)

介
護
保
険
事
業
の
運
営
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
は

介
護
保
険
事
業
の
運
営
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
つ
い
て
は
、

、
幅
広
い
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
地
域
の
課
題
や
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
共

幅
広
い
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
地
域
の
課
題
や
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
共
有

有
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者

こ
の
た
め
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者

代
表
者
（
第
一
号
被
保
険
者
及
び
第
二
号
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。

代
表
者
（
第
一
号
被
保
険
者
及
び
第
二
号
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
費
用

以
下
同
じ
。
）
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
費
用
負
担
関
係
者
等

負
担
関
係
者
等
の
幅
広
い
関
係
者
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

の
中
か
ら
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
参
加
者
を
選
定
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業

こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
幅
広
い
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
市
町
村
介
護
保
険
事

計
画
作
成
委
員
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
務
を
効

業
計
画
作
成
委
員
会
等
を
開
催
し
て
意
見
集
約
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
既
存
の
審
議
会
等
を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
既
存
の
審
議
会

等
を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
そ
の
他
の
専

な
お
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
そ
の
他
の
専

門
家
及
び
関
係
者
の
意
見
の
反
映
並
び
に
情
報
の
公
開
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が

門
家
及
び
関
係
者
の
意
見
の
反
映
並
び
に
情
報
の
公
開
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

重
要
で
あ
る
。

被
保
険
者
の
意
見
の
反
映

被
保
険
者
の
意
見
の
反
映

(三)

(三)

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
よ
り
示
さ
れ
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
よ
り
示
さ
れ
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
水
準
が
保
険
料
率
の
水
準
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
市
町
村

の
量
の
水
準
が
保
険
料
率
の
水
準
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
市
町
村

は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

め
、
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
を
設
置
す
る
に
当

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
委
員
会
等
を
設
置
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
公
募
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
被
保
険
者
代
表
者
の
参
加
に

た
っ
て
は
、
公
募
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
被
保
険
者
代
表
者
の
参
加
に

配
慮
す
る
こ
と
。

配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
被
保
険
者
と
し
て
の
地
域
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
地
域

ま
た
、
被
保
険
者
と
し
て
の
地
域
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
地
域

に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
の
実
施
、
公
聴
会
の
開
催
、
自
治
会
を
単
位
と
す
る

に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
の
実
施
、
公
聴
会
の
開
催
、
自
治
会
を
単
位
と
す
る

懇
談
会
の
開
催
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

懇
談
会
の
開
催
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
と
の
連
携

都
道
府
県
と
の
連
携

(四)

(四)

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県

と
の
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
の
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
は
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
上
の
技
術

具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
は
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
上
の
技
術

的
事
項
に
つ
い
て
の
必
要
な
助
言
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

的
事
項
に
つ
い
て
の
必
要
な
助
言
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
の
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
役
割
を
有
し
て
い
る
こ

た
め
の
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
役
割
を
有
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て

と
か
ら
、
市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
都
道
府
県
と
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

は
、
都
道
府
県
と
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
の
三
を
踏
ま
え
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
だ
け
で
な
く
、
都
道
府
県

が
定
め
る
地
域
医
療
構
想
を
含
む
医
療
計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
協
議
の
場
で
の
協
議
等
を
通
し
て
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連

携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

要
介
護
者
等
地
域
の
実
態
の
把
握

市
町
村
は
、
要
介
護
者
等
の
実
態
を
踏
ま
え
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及

び
地
域
支
援
事
業
の
需
要
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計

画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
市
町
村
は
、
次
の
取
組
や
保
険
給
付
の
現
状
に
係
る
他
市
町
村
と

の
比
較
等
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

被
保
険
者
の
現
状
と
見
込
み

(一)

市
町
村
は
、
自
ら
が
有
す
る
人
口
推
計
や
各
種
人
口
統
計
等
を
活
用
し
、
市

町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
人
口
構
造
、
被
保
険
者
数
、
要
介

護
者
数
、
要
支
援
者
数
及
び
認
知
症
高
齢
者
数
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
現
状

の
人
口
構
造
等
を
踏
ま
え
、
計
画
期
間
中
の
各
年
度
及
び
将
来
的
な
被
保
険
者

数
、
総
合
事
業
（
総
合
事
業
に
移
行
す
る
前
の
介
護
予
防
等
事
業
を
含
む
。
）

及
び
予
防
給
付
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
た
要
介
護
者
等
の
数
等
の
見
込
み
を
定

め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
算
定
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
と
も
に
、
医
療
保
険
適
用
の
療
養
病
床
（
以
下
「
医
療
療
養
病
床
」
と
い
う
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。
）
か
ら
の
転
換
に
よ
る
影
響
も
勘
案
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
機
能
の
低
下
し
た
高
齢
者
の
状
況
、
地
域
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
や

高
齢
者
の
持
家
の
状
況
等
も
把
握
、
分
析
し
、
計
画
書
の
適
切
な
箇
所
で
示
す

こ
と
が
望
ま
し
い
。

保
険
給
付
の
実
績
把
握
と
分
析

(二)

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況

等
を
適
切
に
定
め
る
た
め
、
要
介
護
者
等
の
人
数
や
保
険
給
付
の
実
績
に
つ
い

て
、
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
、
介
護
政
策
評
価
支
援
シ
ス
テ
ム
、
地
域
包
括

ケ
ア
「
見
え
る
化
」
シ
ス
テ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
調
査
報
告
や
分
析
シ
ス

テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
動
向
や
そ
の
特
徴
の
把
握
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
を
作
成
し
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
反
映
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
認
知
症
で
あ

る
者
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
や
国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
の
う
ち
認
知
症
を
主
た
る
理
由
と
し
て
入
院
し
て
い
る
者
の
把

握
と
分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
作
成
時
に
お
け
る
介

護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
課
題
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を
示
す
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
五
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
（

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
推
進
に
係
る
課
題
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価

し
て
、
そ
の
結
果
を
第
六
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
活
用
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

調
査
の
実
施

(三)

市
町
村
は
、
被
保
険
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
等
を
把
握
す
る

と
と
も
に
、
自
ら
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
被
保
険
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置

か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
等
、
要
介
護
者
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
（

以
下
「
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

こ
の
場
合
、
調
査
の
時
期
、
方
法
等
を
示
す
と
と
も
に
、
広
域
連
合
等
に
お

け
る
複
数
の
市
町
村
に
よ
る
共
同
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
組
等
を
盛
り
込

む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、
当
該
調
査
に
よ
り
定
量
的
に
把
握
さ
れ
た
心
身
の
状
況
が
低
下
し
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た
被
保
険
者
の
状
況
等
を
参
考
と
し
て
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
介
護
予
防
事

業
の
充
実
等
の
取
組
を
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ら
の
取
組
を
勘
案
し
て
要
介
護
者
等
の
数
や
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

地
域
ケ
ア
会
議
の
活
用

(四)

市
町
村
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
の
活
用
に
よ
り
、
高
齢
者
個
人
に
対
す
る
支
援

の
充
実
と
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
基
盤
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
の
中
で
個
別
事
例
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
通

じ
て
、
高
齢
者
個
人
の
生
活
課
題
に
対
し
て
、
単
に
既
存
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
課
題
の
背
景
に
あ
る
要
因
を
探
り
、
個
人
と
環
境
に
働

き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
を
行

う
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
課
題
分
析
や
支
援
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
、
地
域

に
共
通
す
る
課
題
や
有
効
な
支
援
策
を
明
ら
か
に
し
、
課
題
の
発
生
予
防
や
重

度
化
予
防
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
多
職
種
協
働
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
や
資
源
開
発
等
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
個
別
支
援
の

充
実
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
ケ
ア
会
議
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
所
管
課
及
び
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
が
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
、
地
域
に
不
足
す
る
資
源
の
開
発
や
有

効
な
支
援
策
の
普
遍
化
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
等

の
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
等
の
行
政
施
策

に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
際
、
市
町
村
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
抽
出
し
た
地
域
課
題
を
定

期
的
に
受
け
付
け
る
窓
口
を
明
確
化
し
た
り
、
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
検
討

に
つ
な
げ
て
い
く
な
ど
、
医
療
と
介
護
の
関
係
者
が
連
携
し
て
、
地
域
ケ
ア
会

議
が
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
及
び
第
七
期
の
目
標

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
介
護
需
要
の
ピ
ー
ク
時
を
視

野
に
入
れ
な
が
ら
平
成
三
十
七
年
度
の
介
護
需
要
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量

の
見
込
み
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
保
険
料
水
準
を
推
計
し
、
持
続
可
能
な
制
度
と

す
る
た
め
の
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
が

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
重
度
の
要
介
護
者
に
重
点
を
置
き
、
施
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設
に
入
所
し
た
場
合
は
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近
い
も
の
と
し
て
い

く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め

、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
介
護
を
受
け
な
が
ら
住
み
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
住
ま
い
の
普
及
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計

(一)

市
町
村
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
、
保
険
給
付
に

要
す
る
費
用
の
額
、
地
域
支
援
事
業
の
量
、
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の

額
及
び
保
険
料
の
水
準
に
関
す
る
中
長
期
的
な
推
計
を
行
い
、
示
す
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

そ
の
際
に
は
、
第
一
の
三
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
が
定
め
る
地
域
医
療
構
想

を
含
む
医
療
計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
七
期
の
目
標

(二)

市
町
村
は
、

の
推
計
を
踏
ま
え
て
第
七
期
の
保
険
料
を
定
め
、
地
域
包
括

(一)

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
に
向
け
た
第
七
期
以
降
の
各
計
画
期
間
を
通
じ

た
段
階
的
な
充
実
の
方
針
及
び
そ
の
中
で
の
第
七
期
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
第
七
期
の
具
体
的
な
施
策
に
よ
り
目
指
す
目
標
を
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
そ
の
地
域
の
特
色
を
具
体
的
に
反
映
し
た
目
標
と
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

５

目
標
の
達
成
状
況
の
点
検
、
調
査
及
び
評
価
等
並
び
に
公
表

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
達
成
状

況
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
日
常
生
活
の
継
続
の
状
況
、
在
宅
と

施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
達
成
状
況
を

分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
た
め
の
項
目
を
設
定
す
る
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

特
に
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
法
改
正
で
は
、
市
町
村
は
、
各
年

度
に
お
い
て
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立

し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態

等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
及
び
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
に

関
し
、
市
町
村
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
施
策
に
掲
げ
る

目
標
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
実
施
状
況
及
び
目
標
の
達

成
状
況
に
関
す
る
調
査
及
び
分
析
を
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
実
績
に
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関
す
る
評
価
を
行
い
、
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
評
価
を
踏
ま
え
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
期
市

町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
反
映
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

な
お
、
要
支
援
者
等
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
計
画
期

間
中
の
取
組
、
費
用
等
の
結
果
に
つ
い
て
検
証
し
、
第
七
期
以
降
の
計
画
に
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
者

間
で
議
論
し
つ
つ
、
評
価
し
、
結
果
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

。
６

日
常
生
活
圏
域
の
設
定

５

日
常
生
活
圏
域
の
設
定

市
町
村
は
、
地
理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
介
護

市
町
村
は
、
地
理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
介
護

給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件

給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件

を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
の
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
時
ま
で
に
目
指
す
べ
き

を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
各
市
町
村
の
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
時
ま
で
に
目
指
す
べ
き

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
区
域
を
念
頭
に
お
い
て
、
中
学
校
区
単
位

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
区
域
を
念
頭
に
お
い
て
、
中
学
校
区
単
位

等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
日
常
生
活
圏
域
を
定
め
る
こ
と
。

等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
日
常
生
活
圏
域
を
定
め
る
こ
と
。

ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る
日
常
生
活
圏
域
は
、
市
町
村
計

な
お
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る
日
常
生
活
圏
域
は
、
市
町
村
計

画
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

画
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第

平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場

合
に
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
る
市
町
村
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
（
医
療
介
護
総

合
に
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
る
市
町
村
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
（
医
療
介
護
総

合
確
保
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
を
い
う

合
確
保
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
と
整
合
性
が
図
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

。
以
下
同
じ
。
）
と
整
合
性
が
図
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
日
常
生
活
圏
域
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
自
治
会
や
町
内
会
な
ど
既
存
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
動
に
も
配
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

７

他
の
計
画
と
の
関
係

６

他
の
計
画
と
の
関
係

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し

て
作
成
さ
れ
、
市
町
村
計
画
と
の
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
も
の
と
し
、
市
町
村
地

て
作
成
さ
れ
、
市
町
村
計
画
と
の
整
合
性
が
確
保
さ
れ
た
も
の
と
し
、
市
町
村
地

域
福
祉
計
画
（
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計

域
福
祉
計
画
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
条
に

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
高
齢
者
の

規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
障
害
福
祉

居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
高
齢

計
画
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。

計
画
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
賃
貸
住

。
）
又
は
市
町
村
健
康
増
進
計
画
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号

宅
供
給
促
進
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
（
障
害
者

）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
健
康
増
進
計
画
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
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の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
又
は
居
住

法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村

こ
れ
に
加
え
て
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定

健
康
増
進
計
画
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
八
条
第
二
項

確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
（
高
齢
者
の
居
住
の

に
規
定
す
る
市
町
村
健
康
増
進
計
画
を
い
う
。
）
又
は
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事

安
定
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
・
国
土
交

業
計
画
（
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
十
四
第

通
省
告
示
第
一
号
）
を
い
う
。
）
の
七
に
お
い
て
、
策
定
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て

一
項
に
規
定
す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ

い
る
市
町
村
が
定
め
る
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。

の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医
療
、
福
祉

以
下
同
じ
。
）
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
と
の
調
和
が
保
た

又
は
居
住
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と

れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

。
ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
計
画
と
の
関
係
に

ま
た
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
計
画
と
の
関
係
に

つ
い
て
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

つ
い
て
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
と
の
一
体
性

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
と
の
一
体
性

(一)

(一)

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
に
対
し
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
保
持
及
び

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
に
対
し
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
保
持
及
び

生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
要
介
護
者
等
に
対

生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
要
介
護
者
等
に
対

す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
事
業
の
提
供
の
ほ
か
、
地
域

す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
事
業
の
提
供
の
ほ
か
、
地
域

住
民
等
に
よ
る
自
主
的
活
動
等
と
し
て
実
施
さ
れ
る
介
護
予
防
の
取
組
、
認
知

住
民
等
に
よ
る
自
主
的
活
動
等
と
し
て
実
施
さ
れ
る
介
護
予
防
の
取
組
、
認
知

症
等
の
予
防
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
独
り
暮
ら
し
の
老
人
の
生
活
の
支

症
等
の
予
防
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
独
り
暮
ら
し
の
老
人
の
生
活
の
支

援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
も
含
め
、
地
域
に
お
け
る
老
人
を
対
象
と
す

援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
も
含
め
、
地
域
に
お
け
る
老
人
を
対
象
と
す

る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
全
般
に
わ
た
る
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
と
し
て

る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
全
般
に
わ
た
る
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
と
し
て

作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
老
人
福
祉

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
老
人
福
祉

計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

市
町
村
計
画
と
の
整
合
性

市
町
村
計
画
と
の
整
合
性

(二)

(二)

地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も

地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も

に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
に
お
い
て
医
療

に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
に
お
い
て
医
療

・
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

・
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
計
画
と
の

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
計
画
と
の

整
合
性
の
確
保
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

整
合
性
の
確
保
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

市
町
村
地
域
福
祉
計
画
と
の
調
和

市
町
村
地
域
福
祉
計
画
と
の
調
和

(三)

(三)

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
等
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
等
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と

地
域
に
お
け
る
様
々
な
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
重
層
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

地
域
に
お
け
る
様
々
な
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
重
層
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
要
で

と
に
よ
っ
て
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

あ
る
。

特
に
、
要
介
護
者
等
や
世
帯
が
抱
え
る
課
題
は
近
年
複
雑
化
・
複
合
化
し
て
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お
り
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
障
害
者
そ

の
他
の
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
住
民
が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら

、
自
分
ら
し
く
活
躍
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
し
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
と
協
働
し
て
、
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
共
生
社
会
を

実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
い
て
様

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
い
て
様

々
な
提
供
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
、
連
携
さ
せ
る
市
町
村
地
域
福
祉
計

々
な
提
供
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
、
連
携
さ
せ
る
市
町
村
地
域
福
祉
計

画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
は
、
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
、
障
害
者
、

児
童
等
の
福
祉
に
関
し
、
共
通
し
て
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
定
め
る
計
画
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
の
調
和

(四)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介

護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
高
齢
者
に

対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め

る
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
し
、
住
宅

担
当
部
局
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
部
局
と
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
地
域
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
観
点
か

ら
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
が
供
給
さ
れ
る
に
当
た
っ

て
は
、
市
町
村
の
介
護
事
業
担
当
部
局
に
お
い
て
も
関
与
を
図
る
な
ど
、
高
齢

者
の
居
住
等
に
関
す
る
施
策
に
も
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
と
の
調
和

（
新
設
）

(五)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介

護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
等
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る

賃
貸
住
宅
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め
る
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
と
調

和
が
保
た
れ
た
も
の
と
し
、
住
宅
担
当
部
局
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
部
局
と
連
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携
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和

(六)

(四)

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
を
含
む
障
害
者
の
自
立
支
援

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
を
含
む
障
害
者
の
自
立
支
援

の
観
点
か
ら
、
精
神
科
病
院
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ

の
観
点
か
ら
、
精
神
科
病
院
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
高
齢
の
障
害
者
が
地
域
生
活
へ
移
行
し
、
並
び
に
地
域
生
活
を
維
持

て
お
り
、
高
齢
の
障
害
者
が
地
域
生
活
へ
移
行
し
、
並
び
に
地
域
生
活
を
維
持

及
び
継
続
す
る
た
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
必
要
に
応
じ
て
提
供

及
び
継
続
す
る
た
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
必
要
に
応
じ
て
提
供

し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
高
齢
者
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず

し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

、
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
。こ

う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
障

障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
障

害
福
祉
計
画
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

害
福
祉
計
画
（
障
害
者
総
合
支
援
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府

県
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
定
め
ら
れ
た
、
高
齢
者
を
含
む

県
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
高
齢
者
を
含
む
入
院
中

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
係
る
成
果
目
標
の
達
成
に
向

の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
係
る
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取

け
た
地
域
の
体
制
整
備
等
の
取
組
に
留
意
す
る
こ
と
。

組
に
留
意
す
る
こ
と
。

市
町
村
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和

市
町
村
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和

(七)

(五)

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
健
康
寿
命
を
延
伸
し
、
要
介
護
状
態
等
の
予
防

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
健
康
寿
命
を
延
伸
し
、
要
介
護
状
態
等
の
予
防

や
悪
化
の
防
止
を
図
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

や
悪
化
の
防
止
を
図
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
健
康
に

こ
の
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
健
康
に

焦
点
を
当
て
た
取
組
等
住
民
の
健
康
の
増
進
の
推
進
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携

焦
点
を
当
て
た
取
組
等
住
民
の
健
康
の
増
進
の
推
進
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携

が
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
健
康
増
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

が
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
健
康
増
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
計
画
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
。

該
計
画
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
。

市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
の
調
和

(六)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介

護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
高
齢
者
に

対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め

る
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

な
お
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確

保
計
画
を
策
定
し
、
自
ら
の
市
町
村
内
に
お
け
る
高
齢
者
向
け
住
ま
い
の
供
給
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目
標
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
を
策
定
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も

、
こ
れ
ら
の
供
給
目
標
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
が
都
道
府
県
と
の
協
議
に
よ
り

、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
町
村
別
の
供
給
目
標
を
、
都
道
府
県
高
齢
者
居
住

安
定
確
保
計
画
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
反
映
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
と
の
調
和

（
新
設
）

(八)

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形

成
事
業
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
計
画
に
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
の
確
保
の
た
め
の
施
策
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業

計
画
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
。

社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本

社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本

(九)

(七)

的
な
指
針
（
社
会
福
祉
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
を
い
う

的
な
指
針
（
社
会
福
祉
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
を
い
う

。
以
下
「
福
祉
人
材
確
保
指
針
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
た
取
組

。
以
下
「
福
祉
人
材
確
保
指
針
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
た
取
組

介
護
保
険
制
度
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
十
分
機
能
し
て
い
く
た
め

介
護
保
険
制
度
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
十
分
機
能
し
て
い
く
た
め

に
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
の
安
定
的
な
確
保
が
重
要
で
あ
る

に
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
の
安
定
的
な
確
保
が
重
要
で
あ
る

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材

確
保
策
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
が
魅
力

確
保
策
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
が
魅
力

あ
る
職
業
と
し
て
認
知
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
拡
大
す
る
福
祉
・
介
護
ニ
ー
ズ
に

あ
る
職
業
と
し
て
認
知
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
拡
大
す
る
福
祉
・
介
護
ニ
ー
ズ
に

対
応
で
き
る
質
の
高
い
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
の
指
針
で
あ
る
福
祉
人
材

対
応
で
き
る
質
の
高
い
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
の
指
針
で
あ
る
福
祉
人
材

確
保
指
針
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
重
点
的
に
取
り
組
む
事
項
を
明

確
保
指
針
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
重
点
的
に
取
り
組
む
事
項
を
明

確
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

確
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す

(十)

(八)

る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
雇

る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
雇

用
管
理
改
善
等
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
踏
ま
え
た
取
組

用
管
理
改
善
等
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
踏
ま
え
た
取
組

介
護
労
働
者
が
意
欲
と
誇
り
を
も
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
で
そ
の
能
力
を
発
揮

介
護
労
働
者
が
意
欲
と
誇
り
を
も
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
で
そ
の
能
力
を
発
揮

し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用

し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用

管
理
改
善
や
能
力
開
発
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

管
理
改
善
や
能
力
開
発
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材
確
保
策
を
定
め
る
場
合
に

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材
確
保
策
を
定
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
に
定
め
る
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理

あ
っ
て
は
、
介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
に
定
め
る
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理

の
改
善
の
促
進
並
び
に
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す

の
改
善
の
促
進
並
び
に
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

８

そ
の
他

７

そ
の
他

計
画
期
間
と
作
成
の
時
期

計
画
期
間
と
作
成
の
時
期

(一)

(一)
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市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
概
ね
三
年
を
通
じ
財
政
の
均
衡
を
保
つ
も

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
概
ね
三
年
を
通
じ
財
政
の
均
衡
を
保
つ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
介
護

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
介
護

給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み
等
に
つ
い
て
定
め

給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み
等
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
。

第
七
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
平

第
六
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら

成
三
十
二
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
度
中
に
作
成
す
る
こ
と

平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
度
中
に
作
成
す
る
こ

が
必
要
で
あ
る
。

と
が
必
要
で
あ
る
。

公
表
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
普
及
啓
発

公
表
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
普
及
啓
発

(二)

(二)

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
国
民

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
国
民

の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
は
、
被
保

の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
は
、
被
保

険
者
と
し
て
の
地
域
住
民
に
対
し
、
介
護
保
険
事
業
に
関
す
る
情
報
（
介
護
保

険
者
と
し
て
の
地
域
住
民
に
対
し
、
介
護
保
険
事
業
に
関
す
る
情
報
（
介
護
保

険
制
度
の
基
本
的
理
念
を
含
む
。
）
及
び
施
策
の
実
施
状
況
や
目
標
の
達
成
状

険
制
度
の
基
本
的
理
念
を
含
む
。
）
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

況
の
情
報
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
通
じ
て
構
築
す
る
地
域
包
括
ケ
ア

さ
ら
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
通
じ
て
構
築
す
る
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
は
、
地
域
の
住
民
、
介
護
従
事
者
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
民
間

シ
ス
テ
ム
は
、
地
域
の
住
民
、
介
護
従
事
者
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
民
間

企
業
、
N
P
O
、
地
域
の
諸
団
体
等
に
よ
り
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

企
業
、
N
P
O
、
地
域
の
諸
団
体
等
に
よ
り
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
様
々
な
経
路
や
手
法
に
よ
り
、
そ
の
地
域
の
現
状
や
特
性
、
地
域
が
目
指

ら
、
様
々
な
経
路
や
手
法
に
よ
り
地
域
が
目
指
す
方
向
に
対
す
る
理
解
が
関
係

す
方
向
や
そ
の
た
め
の
取
組
に
対
す
る
理
解
が
関
係
者
間
で
共
有
で
き
る
よ
う

者
間
で
共
有
で
き
る
よ
う
、
当
該
計
画
の
公
表
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
、
様
々

、
当
該
計
画
及
び
各
年
度
に
お
け
る
当
該
計
画
の
達
成
状
況
な
ど
の
公
表
方
法

な
経
路
や
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の
関
係
者
に
よ
る
多
様
か
つ
積
極
的
な
取
組
を

を
工
夫
し
な
が
ら
、
様
々
な
経
路
や
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら
の
関
係
者
に
よ
る
多

進
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

様
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
進
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価

(三)

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
達
成

状
況
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
へ
の
自
立
支
援
の
効
果
、
地
域
に
お
け
る

日
常
生
活
の
継
続
の
状
況
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
の
市
町

村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
達
成
状
況
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
た
め
の
項

目
を
設
定
す
る
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
要
支
援
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
計
画
期

間
中
の
取
組
、
費
用
等
の
結
果
に
つ
い
て
検
証
し
、
第
七
期
以
降
の
計
画
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
関
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係
者
間
で
議
論
し
つ
つ
、
評
価
し
、
結
果
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
。

二

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項

二

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
は
、
次
に
掲

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

１

日
常
生
活
圏
域

１

日
常
生
活
圏
域

第
二
の
一
の
６
を
踏
ま
え
、
日
常
生
活
圏
域
の
範
囲
、
各
日
常
生
活
圏
域
の
状

第
二
の
一
の
５
を
踏
ま
え
、
日
常
生
活
圏
域
の
範
囲
、
各
日
常
生
活
圏
域
の
状

況
等
を
定
め
る
こ
と
。

況
等
を
定
め
る
こ
と
。

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に

つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
高
齢
者
人
口
の
動
向
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
高
齢
者
人
口
の
動
向
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

ス
の
給
付
の
実
績
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
な
ど
第
二
の
一
の
２
に
掲
げ
る

ス
の
給
付
の
実
績
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
な
ど
第
二
の
一
の
４
に
掲
げ
る

事
項
を
踏
ま
え
た
上
で
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
基
づ
く
参
酌
標
準
（

事
項
を
踏
ま
え
た
上
で
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
基
づ
く
参
酌
標
準
（

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る

の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る

も
の
を
い
う
。
）
を
参
考
と
し
て
、
次
の
区
分
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

も
の
を
い
う
。
）
を
参
考
と
し
て
、
次
の
区
分
に
よ
り
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
要
介
護
者
等
の
数
の
見
込
み
を
定
め
る
際
に
は
、
各
年
度
に
お
け
る
高

な
お
、
要
介
護
者
等
の
数
の
見
込
み
を
定
め
る
際
に
は
、
各
年
度
に
お
け
る
高

齢
者
人
口
の
動
向
、
総
合
事
業
（
総
合
事
業
に
移
行
す
る
前
の
介
護
予
防
事
業
を

齢
者
人
口
の
動
向
、
総
合
事
業
（
総
合
事
業
に
移
行
す
る
前
の
介
護
予
防
事
業
を

含
む
。
）
及
び
予
防
給
付
の
実
施
状
況
及
び
見
込
ま
れ
る
効
果
を
勘
案
し
て
、
地

含
む
。
）
及
び
予
防
給
付
の
実
施
状
況
及
び
見
込
ま
れ
る
効
果
を
勘
案
し
て
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
際
に
は
、
地
域
で
作
成
し
た
認
知

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
際
に
は
、
地
域
で
作
成
し
た
認
知

症
ケ
ア
パ
ス
及
び
認
知
症
の
人
を
含
む
精
神
科
病
院
か
ら
の
退
院
者
を
地
域
で
受

症
ケ
ア
パ
ス
及
び
認
知
症
で
あ
る
者
を
含
む
精
神
科
病
院
か
ら
の
退
院
者
を
地
域

け
入
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

(一)

(一)

の
う
ち
介
護
給
付
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
の
量
の

の
う
ち
介
護
給
付
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
の
量
の

見
込
み

見
込
み

イ

市
町
村
及
び
日
常
生
活
圏
域
ご
と
の
必
要
利
用
定
員
総
数
並
び
に
指
定
地

イ

市
町
村
及
び
日
常
生
活
圏
域
ご
と
の
必
要
利
用
定
員
総
数
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み

各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
全
域
及
び
日
常
生
活
圏
域
ご
と
の
認
知
症
対
応

各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
全
域
及
び
日
常
生
活
圏
域
ご
と
の
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
並
び
に
地
域

型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
並
び
に
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
利
用
定
員

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
利
用
定
員

総
数
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定

総
数
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定

め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要

め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

で
あ
る
。
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そ
の
際
、
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に
均
衡
の
と
れ
た
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ

そ
の
際
、
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に
均
衡
の
と
れ
た
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
必
要
利
用
定
員
総
数

ス
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
必
要
利
用
定
員
総
数

及
び
見
込
量
を
定
め
る
こ
と
。
特
に
、
入
所
申
込
者
が
多
数
存
在
す
る
指
定

及
び
見
込
量
を
定
め
る
こ
と
。
特
に
、
入
所
申
込
者
が
多
数
存
在
す
る
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
や
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
保

介
護
老
人
福
祉
施
設
や
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
保

険
者
で
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
、
入
所
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
要
介
護
高
齢

険
者
で
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
、
入
所
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
要
介
護
高
齢

者
等
の
う
ち
、
介
護
の
必
要
性
や
家
族
の
状
況
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
以
外

者
等
の
う
ち
、
介
護
の
必
要
性
や
家
族
の
状
況
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
以
外

で
は
生
活
が
困
難
で
あ
り
、
真
に
入
所
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
被
保
険
者
を

で
は
生
活
が
困
難
で
あ
り
、
真
に
入
所
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
被
保
険
者
を

適
宜
の
方
法
で
把
握
し
、
そ
の
状
況
も
踏
ま
え
た
上
で
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

適
宜
の
方
法
で
把
握
し
、
そ
の
状
況
も
踏
ま
え
た
上
で
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

な
お
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る

生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る

必
要
利
用
定
員
総
数
に
は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

必
要
利
用
定
員
総
数
に
は
、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
が
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
施
設
等
へ
転
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換

設
が
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
施
設
等
へ
転
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換

に
伴
う
利
用
定
員
の
増
加
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

に
伴
う
利
用
定
員
の
増
加
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

ロ

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見

ロ

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見

込
み

込
み

各
年
度
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
給
付
対
象
サ

各
年
度
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
給
付
対
象
サ

ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に

ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に

当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
指
定
地
域
密
着
型

そ
の
際
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
に
限
る
。
以
下

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る

同
じ
。
）
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
限
る
。
以

日
か
ら
施
行
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で

下
同
じ
。
）
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で

あ
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
認
知
症
対
応
型
通

あ
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
小
規
模
多
機
能

所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に

型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型

介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
の
見
込

び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
複
合
型
サ
ー
ビ

み
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ス
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
の
見
込
み
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

ま
た
、
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
ご
と
の
医
療
療
養
病
床
か
ら
介
護
保
険

ま
た
、
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
ご
と
の
医
療
療
養
病
床
か
ら
介
護
保
険

施
設
等
へ
の
転
換
分
に
係
る
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ

施
設
等
へ
の
転
換
分
に
係
る
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
と
連
携
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
よ

い
て
は
、
都
道
府
県
と
連
携
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
お
け
る
主
に
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
利
用
し
て
い

う
と
す
る
と
き
に
お
け
る
主
に
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
利
用
し
て
い
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る
医
療
療
養
病
床
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
高
齢
者
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

る
医
療
療
養
病
床
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
高
齢
者
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護

の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
医
療
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護

保
険
施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
を
把
握
し
た
上
で
、
こ
の

に
掲
げ
る
そ

保
険
施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
を
把
握
し
た
上
で
、
こ
の

に
掲
げ
る
そ

(一)

(一)

れ
ぞ
れ
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に
含
め
て

れ
ぞ
れ
の
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に
含
め
て

見
込
む
こ
と
。

見
込
む
こ
と
。

各
年
度
に
お
け
る
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

各
年
度
に
お
け
る
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

(二)

(二)

の
う
ち
予
防
給
付
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
の
量
の

の
う
ち
予
防
給
付
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
ご
と
の
量
の

見
込
み

見
込
み

イ

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み

イ

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み

各
年
度
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の

各
年
度
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を

示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
で
き
る
限
り
日
常
生
活
圏
域
内
で
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

そ
の
際
、
で
き
る
限
り
日
常
生
活
圏
域
内
で
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に

均
衡
の
と
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

均
衡
の
と
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
見
込
量
を
確
保
す
る
こ
と
。

た
見
込
量
を
確
保
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

ロ

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

の
量
の
見
込
み

の
量
の
見
込
み

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ

の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
踏
ま

そ
の
際
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
踏
ま

え
る
こ
と
。

え
る
と
と
も
に
、
第
六
期
期
間
中
に
、
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、

訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
に
係
る
も
の
が
総
合
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
に
留

意
す
る
こ
と
。

３

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

３

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
に
係
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
に
係
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を

定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で

定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

あ
る
。

こ
の
場
合
、
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
、
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
六
期
期
間
中
に
予
防
給
付
対
象
サ
ー

ビ
ス
の
う
ち
、
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
に
係
る
も
の
が
総
合
事
業
に
移
行
す
る

こ
と
に
留
意
し
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定

ま
た
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
を
定

め
る
際
に
は
、
地
域
で
作
成
し
た
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
勘
案
に
も
留
意
す
る
こ
と

め
る
際
に
は
、
地
域
で
作
成
し
た
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
勘
案
に
も
留
意
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

が
重
要
で
あ
る
。
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総
合
事
業
の
量
の
見
込
み

総
合
事
業
の
量
の
見
込
み

(一)

(一)

各
年
度
に
お
け
る
総
合
事
業
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
類
型
で
あ
る
介
護

な
お
、
総
合
事
業
は
、
第
六
期
が
実
施
の
猶
予
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、
事
業
実

予
防
訪
問
介
護
等
の
専
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
か
ら
、
住
民
主
体
の
支
援
ま
で
多
様

績
に
加
え
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
従
前
相
当
の
サ
ー
ビ
ス
と

な
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
そ
れ
ぞ
れ
見
込
む
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
多
様
な
サ
ー
ビ

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
資
源
等
の
地
域

ス
の
典
型
例
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
容
も
参

の
実
情
を
踏
ま
え
た
必
要
な
量
を
見
込
む
必
要
が
あ
る
こ
と
。

考
に
し
つ
つ
、
地
域
の
資
源
等
も
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
見
込
む
こ

と
。

ま
た
、
一
般
介
護
予
防
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ま
た
、
一
般
介
護
予
防
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
理
念
を
踏
ま
え
て
、
「
心
身
機
能
」
「
活
動
」
「
参
加
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

ン
の
理
念
を
踏
ま
え
て
、
「
心
身
機
能
」
「
活
動
」
「
参
加
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

要
素
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
働
き
か
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
機
能
回
復
訓
練
等

要
素
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
働
き
か
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
機
能
回
復
訓
練
等

の
高
齢
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
機
能
全
体
を
向
上
さ
せ
、

の
高
齢
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
機
能
全
体
を
向
上
さ
せ
、

活
動
的
で
生
き
が
い
を
持
て
る
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
生
活
環
境
の
調
整

活
動
的
で
生
き
が
い
を
持
て
る
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
生
活
環
境
の
調
整

及
び
地
域
づ
く
り
等
に
よ
り
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も

及
び
地
域
づ
く
り
等
に
よ
り
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も

含
め
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
。
市
町
村
に
お
い

含
め
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要
で
あ
る
。
市
町
村
に
お
い

て
は
、
高
齢
者
が
年
齢
や
心
身
の
状
況
等
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な

て
は
、
高
齢
者
が
年
齢
や
心
身
の
状
況
等
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
住
民
運
営
の
通
い
の
場
が
、
人
と
人
と
の
つ
な

く
、
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
住
民
運
営
の
通
い
の
場
が
、
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
を
通
じ
て
、
充
実
し
て
い
く
よ
う
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
重

が
り
を
通
じ
て
、
充
実
し
て
い
く
よ
う
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

包
括
的
支
援
事
業
の
事
業
量
の
見
込
み

包
括
的
支
援
事
業
の
事
業
量
の
見
込
み

(二)

(二)

包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運

包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運

営
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
、
認
知
症
総
合
支
援
事
業
、
生
活
支
援

営
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
、
認
知
症
総
合
支
援
事
業
、
生
活
支
援

体
制
整
備
事
業
の
そ
れ
ぞ
れ
ご
と
に
、
事
業
内
容
や
事
業
量
の
見
込
み
を
定
め

体
制
整
備
事
業
の
そ
れ
ぞ
れ
ご
と
に
、
事
業
内
容
や
事
業
量
の
見
込
み
を
定
め

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

そ
の
際
に
は
、
特
に
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
総
合
支
援
事
業
、

そ
の
際
に
は
、
特
に
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
総
合
支
援
事
業
、

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
三
の
１
の
内
容
と
も

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
三
の
１
の
内
容
と
も

密
接
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
留
意
し
て
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重

密
接
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
留
意
し
て
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
日
常
生
活
を
営
む

ま
た
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
日
常
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
包
括
的
支
援
事
業
の
事
業
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
五
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
必
要
な
職
員
体
制
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
留
意
す
る
こ
と
。

４

被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要
介
護
状
態
等
と

（
新
設
）

な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
及
び
介
護
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給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
へ
の
取
組
及
び
目
標
設
定

被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要
介
護
状
態
等

(一)
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
へ
の

取
組
及
び
目
標
設
定

高
齢
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
や
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
、
要

介
護
状
態
等
の
軽
減
、
悪
化
の
防
止
と
い
っ
た
介
護
保
険
制
度
の
理
念
を
踏
ま

え
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
具
体
的
な
取
組
を
進
め

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
法
改
正
に
お
い

て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項
と
し
て
、
「
被
保
険

者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ

と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
に
関
し
、
市
町

村
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
」
と
「
そ
の
目
標
に
関
す
る
事
項
」

が
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

高
齢
者
が
地
域
社
会
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
生
き
が

い
を
持
っ
て
日
常
生
活
を
過
ご
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
高
齢

者
が
趣
味
や
特
技
、
サ
ー
ク
ル
活
動
等
を
通
じ
て
地
域
社
会
と
交
流
で
き
る
場

、
高
齢
者
が
こ
れ
ま
で
の
得
た
技
能
や
経
験
を
活
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
通
じ
て
、
地
域
や
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
貢
献
で
き
る
場
を
提

供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
当
た
り
、
高
齢
者
が
他
の
高
齢
者
の
た

め
の
見
守
り
、
声
か
け
や
食
事
の
提
供
等
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と

な
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
上
の
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
と
高
齢
者

の
社
会
参
加
の
推
進
を
一
体
的
に
図
り
、
要
介
護
状
態
等
に
な
る
こ
と
を
で
き

る
限
り
予
防
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
者
が
要
介
護
状
態
等
に
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
生
き
が
い

を
持
っ
て
日
常
生
活
を
過
ご
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生
活
を
継
続

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
の
尊
厳
を
保
持
し
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
た
自

立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
に
支
援
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
域
住
民
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地

域
支
え
合
い
推
進
員
）
、
N
P
O
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
民
間
事
業
者
等
の
地
域

の
様
々
な
活
動
主
体
、
専
門
的
知
見
を
有
す
る
専
門
職
等
と
の
協
力
や
専
門
家

に
よ
り
、
高
齢
者
の
要
介
護
状
態
や
生
き
が
い
、
生
活
歴
、
生
活
状
況
等
を
的

確
に
把
握
し
、
要
介
護
状
態
等
に
応
じ
て
個
人
と
環
境
に
働
き
か
け
、
本
人
の

意
欲
を
高
め
る
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
①
地
域
住
民
、
介
護
支
援
専
門
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
⑴
介
護
保
険
の
理
念
や
保
険
者
と
し
て
取

り
組
む
べ
き
基
本
方
針
等
の
周
知
、
⑵
介
護
予
防
や
重
度
化
防
止
に
関
す
る
啓

発
普
及
、
⑶
研
修
、
説
明
会
、
勉
強
会
等
の
実
施
と
い
っ
た
、
地
域
で
目
指
す

べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
共
有
に
関
す
る
取
組
、
②
高
齢
者
自
身
が

担
い
手
と
し
て
活
動
す
る
場
を
含
む
、
住
民
主
体
の
通
い
の
場
等
の
創
出
や
、

こ
れ
ら
の
担
い
手
の
養
成
、
③
多
職
種
が
連
携
し
た
地
域
ケ
ア
会
議
の
定
期
的

な
開
催
に
よ
る
⑴
個
別
課
題
の
解
決
、
⑵
地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
、
⑶
地
域
課
題
の
発
見
、
⑷
地
域
づ
く
り
や
資
源
開
発
、
⑸
政
策
の
形
成
、

④
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
の
活

動
に
よ
る
⑴
地
域
の
課
題
や
資
源
の
把
握
、
⑵
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、

⑶
身
近
な
地
域
に
お
け
る
社
会
資
源
の
確
保
や
創
出
と
こ
れ
ら
の
担
い
手
の
養

成
、
と
い
っ
た
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
限
ら
ず
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
多
様
な
取
組
を
構
想
し
、
そ
の
取
組
内
容
と
目
標
に
つ
い
て
介
護
保
険
事

業
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
。

当
該
目
標
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
さ
ら
に
推
進
す
る
も
の
と
な

る
よ
う
、
第
六
期
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る
取
組
の
実
績
を
踏
ま

え
る
と
と
も
に
、
保
険
者
の
様
々
な
取
組
の
達
成
状
況
を
評
価
で
き
る
よ
う
、

数
値
目
標
等
の
客
観
的
な
目
標
を
設
定
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
こ
う
し
た
取
組
は
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
阻
害
に
つ
な
が
ら

な
い
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
へ
の
取
組
及
び
目
標
設
定

(二)

介
護
給
付
の
適
正
化
の
た
め
に
行
う
適
正
化
事
業
は
、
実
施
主
体
が
保
険
者

で
あ
り
、
保
険
者
が
本
来
発
揮
す
る
べ
き
保
険
者
機
能
の
一
環
と
し
て
自
ら
主

体
的
・
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
要
介
護
認
定
の
適
正
化
（
認
定
調
査
状
況
チ
ェ
ッ
ク
）
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
の
点
検
、
住
宅
改
修
等
の
点
検
、
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
及

び
介
護
給
付
費
通
知
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
主
要
五
事
業
、
あ
る
い
は
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
介
護
給
付
の
適
正
化
に
資
す
る
多
様
な
取
組
を
構
想
し
、
そ
の
取

組
内
容
と
目
標
に
つ
い
て
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
。

ま
た
、
全
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
直
ち
に
難
し
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、

費
用
的
な
効
果
が
最
も
見
込
ま
れ
る
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
、
介
護

保
険
制
度
の
要
で
あ
る
介
護
支
援
専
門
員
を
支
援
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
点
検
及

び
介
護
給
付
の
適
正
化
を
進
め
る
上
で
効
果
的
と
考
え
る
適
正
化
事
業
の
三
事

業
を
優
先
し
て
実
施
し
、
そ
れ
で
も
な
お
実
施
が
難
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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都
道
府
県
を
通
じ
て
国
保
連
合
会
へ
の
委
託
も
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
な
お
、
介
護
給
付
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
実
施
す
る
具
体
的
な
適
正
化
事

業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
と
そ
の
目
標
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
市
町
村

介
護
給
付
適
正
化
計
画
を
別
に
策
定
す
る
こ
と
で
も
、
差
し
支
え
な
い
。
こ
の

場
合
、
適
正
化
計
画
を
別
に
定
め
る
旨
記
載
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

と
整
合
の
図
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
任
意
記
載
事
項

三

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
任
意
記
載
事
項

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
よ
う
努
め

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
よ
う
努
め

る
事
項
は
、
第
二
の
一
（
５
及
び
６
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲

る
事
項
は
、
第
二
の
一
（
５
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

げ
る
事
項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

１

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な
事

１

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な
事

項

項

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
た
め
、
今
後
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
た
め
、
今
後
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

必
要
な
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
に
位
置
付
け
、
そ
の

必
要
な
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
に
位
置
付
け
、
そ
の

事
業
内
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

事
業
内
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
せ
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
目
指
す
こ
と
が
必
要

ま
た
、
地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
せ
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
目
指
す
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
今
後
、
医
療
及
び
介
護
の
提
供
体
制
の
整
備
を
、
住
宅
や
居
住
に
係
る

で
あ
り
、
今
後
、
医
療
及
び
介
護
の
提
供
体
制
の
整
備
を
、
地
域
の
将
来
の
姿
を

施
策
と
の
連
携
も
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
将
来
の
姿
を
踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り

踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

」
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

(一)

(一)

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
に
よ
り
、
医
療
ニ
ー
ズ
及
び
介
護
ニ
ー
ズ
を

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
に
よ
り
、
医
療
ニ
ー
ズ
及
び
介
護
ニ
ー
ズ
を

併
せ
持
つ
高
齢
者
を
地
域
で
支
え
て
い
く
た
め
、
医
療
計
画
に
基
づ
く
医
療
機

併
せ
持
つ
高
齢
者
を
地
域
で
支
え
て
い
く
た
め
、
医
療
計
画
（
医
療
法
第
三

能
の
分
化
と
併
行
し
て
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
日
常
生
活
圏
域
に
お
い

十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く

て
必
要
と
な
る
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
た
め
の
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が

医
療
機
能
の
分
化
と
併
行
し
て
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
日
常
生
活
圏
域

重
要
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
地
域
の
医
師
会
等
の
協
力
を
得
つ
つ
、
在
宅
医
療

に
お
い
て
必
要
と
な
る
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
た
め
の
体
制
を
充
実
さ
せ
る

・
介
護
連
携
を
計
画
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
以
下
の
事
業
内
容
に
関

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
地
域
の
医
師
会
等
の
協
力
を
得
つ
つ
、
在

し
具
体
的
な
実
施
時
期
等
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

宅
医
療
・
介
護
連
携
を
計
画
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
以
下
の
事
業
内

容
に
関
し
具
体
的
な
実
施
時
期
等
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
市
町
村
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
て
も
ら
え
る
よ
う
、
的
確
な
情
報
提
供
及
び
わ
か
り
や
す
く
丁

寧
な
説
明
を
行
っ
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

イ

地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
介
護
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び

イ

地
域
に
お
け
る
在
宅
医
療
及
び
介
護
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び

活
用
を
行
う
事
業

活
用
を
行
う
事
業

ロ

医
療
関
係
者
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
医

ロ

医
療
関
係
者
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
医
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療
・
介
護
関
係
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
の
開
催
等
を
通

療
・
介
護
関
係
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
の
開
催
等
を
通

じ
て
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
課
題
の
把
握
及
び
そ
の
解
決
に
資

じ
て
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
課
題
の
把
握
及
び
そ
の
解
決
に

す
る
必
要
な
施
策
を
検
討
す
る
事
業

資
す
る
必
要
な
施
策
を
検
討
す
る
事
業

ハ

医
療
・
介
護
関
係
者
と
共
同
し
て
、
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
が
円
滑
に

ハ

医
療
・
介
護
関
係
者
と
共
同
し
て
、
在
宅
医
療
及
び
在
宅
介
護
が
円
滑
に

提
供
さ
れ
る
仕
組
み
の
構
築
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
を
企
画
及
び
立
案
し

提
供
さ
れ
る
仕
組
み
の
構
築
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
を
企
画
及
び
立
案
し

、
当
該
方
策
を
他
の
医
療
・
介
護
関
係
者
に
周
知
す
る
事
業

、
当
該
方
策
を
他
の
医
療
・
介
護
関
係
者
に
周
知
す
る
事
業

ニ

医
療
・
介
護
関
係
者
間
の
情
報
の
共
有
を
支
援
す
る
事
業

ニ

医
療
・
介
護
関
係
者
間
の
情
報
の
共
有
を
支
援
す
る
事
業

ホ

地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
か
ら
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相

ホ

地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
か
ら
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事

談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事

業

業

ヘ

医
療
・
介
護
関
係
者
に
対
し
て
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
た
め
に
必
要

ヘ

医
療
・
介
護
関
係
者
に
対
し
て
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
た
め
に
必
要

な
知
識
の
習
得
や
当
該
知
識
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
事
業

な
知
識
の
習
得
や
当
該
知
識
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
事
業

ト

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
地
域
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普

ト

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
地
域
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普

及
啓
発
を
行
う
事
業

及
啓
発
を
行
う
事
業

チ

他
の
市
町
村
と
の
広
域
的
な
連
携
に
資
す
る
事
業

チ

他
の
市
町
村
と
の
広
域
的
な
連
携
に
資
す
る
事
業

認
知
症
施
策
の
推
進

認
知
症
施
策
の
推
進

(二)

(二)

市
町
村
は
、
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
認
知
症
の
容
態
の
変
化
に
応

市
町
村
は
、
認
知
症
で
あ
る
者
を
地
域
で
支
え
る
た
め
に
必
要
な
早
期
診
断

じ
て
、
適
時
・
適
切
に
切
れ
目
な
く
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
を
行
う
医
療
機
関
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
見
守
り
等
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
等

が
提
供
さ
れ
る
循
環
型
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
、
医
療
や
介
護
に
携
わ

の
状
況
を
示
す
と
と
も
に
、
以
下
の
取
組
に
つ
い
て
、
各
年
度
に
お
け
る
具
体

る
者
の
認
知
症
対
応
力
の
向
上
の
た
め
の
取
組
や
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
指

的
な
計
画
（
事
業
内
容
、
実
施
（
配
置
）
予
定
数
、
受
講
予
定
人
数
等
）
を
定

導
助
言
等
を
行
う
者
の
育
成
の
た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

認
知
症
の
人
を
地
域
で
支
え
る
た
め
に
必
要
な
早
期
診
断
等
を
行
う
医
療
機
関

、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
見
守
り
等
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
状
況
を
示
す
と
と

も
に
、
以
下
の
取
組
に
つ
い
て
、
各
年
度
に
お
け
る
具
体
的
な
計
画
（
事
業
内

容
、
実
施
（
配
置
）
予
定
数
、
受
講
予
定
人
数
等
）
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

イ

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
運
営
・
活
用
の
推
進

イ

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

ロ

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
活
動
の
推
進
（
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
・

ロ

認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
の
設
置

普
及
、
認
知
症
カ
フ
ェ
の
設
置
の
推
進
、
関
係
機
関
と
の
連
携
等
）

ハ

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
法
や
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
（
成

ハ

認
知
症
ケ
ア
の
向
上
の
た
め
の
取
組

年
後
見
制
度
利
用
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
成
年
後
見
制
度
利

用
促
進
基
本
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
権
利
擁
護
の
取
組
の

推
進
、
市
民
後
見
人
の
育
成
・
活
用
、
支
援
組
織
の
体
制
整
備

ニ

地
域
の
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

ニ

市
民
後
見
人
の
育
成
、
支
援
組
織
の
体
制
整
備

ホ

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
と
活
用
そ
の
他
市
町
村
が
行
う
認
知
症
の
人

ホ

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
及
び
普
及
そ
の
他
市
町
村
が
行
う
認
知
症
の
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と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
に
関
す
る
取
組

人
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
に
関
す
る
取
組

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

(三)

(三)

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
等
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
増
加

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
等
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
増
加

に
伴
い
、
地
域
サ
ロ
ン
の
開
催
、
見
守
り
・
安
否
確
認
、
外
出
支
援
、
買
い
物

に
伴
い
、
地
域
サ
ロ
ン
の
開
催
、
見
守
り
・
安
否
確
認
、
外
出
支
援
、
買
い
物

・
調
理
・
掃
除
等
の
家
事
支
援
等
の
生
活
支
援
の
必
要
性
が
増
加
し
て
お
り
、

・
調
理
・
掃
除
等
の
家
事
支
援
等
の
生
活
支
援
の
必
要
性
が
増
加
し
て
お
り
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
多
様
な
主
体
が
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
多
様
な
主
体
が
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
参
加
意
欲
の
強
い
団
塊
の

提
供
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
参
加
意
欲
の
強
い
団
塊
の

世
代
が
高
齢
化
し
て
い
く
こ
と
か
ら
高
齢
者
の
社
会
参
加
を
通
じ
て
、
元
気
な

世
代
が
高
齢
化
し
て
い
く
こ
と
か
ら
高
齢
者
の
社
会
参
加
を
通
じ
て
、
元
気
な

高
齢
者
が
生
活
支
援
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
の

高
齢
者
が
生
活
支
援
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
の

た
め
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
に
地
域
の
ニ
ー
ズ
や

た
め
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
に
以
下
の
取
組
を
進

資
源
の
把
握
を
行
っ
た
上
で
、
以
下
の
取
組
を
進
め
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

め
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実
や
、
協
議
体
の
設
置
を
進
め
る
こ
と
を
定

の
充
実
や
、
協
議
体
の
設
置
を
進
め
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
し
な
が
ら
、
今

と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
し
な
が
ら
、
今
後
充
実
を
図
る
N
P
O
、
民

後
充
実
を
図
る
N
P
O
、
民
間
企
業
、
協
同
組
合
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
多
様
な

間
企
業
、
協
同
組
合
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
多
様
な
主
体
に
よ
る
生
活
支
援
・
介

主
体
に
よ
る
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

載
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

。
な
お
、
地
域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
資
源
に
基
づ
い
て

創
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
地
域
の

ニ
ー
ズ
等
を
十
分
に
把
握
し
な
い
ま
ま
に
創
出
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
は
、
地
域
の

実
情
に
沿
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
の
上
、
地

域
の
関
係
者
と
の
協
議
を
重
ね
つ
つ
検
討
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
の

社
会
参
加
や
社
会
的
役
割
を
持
つ
こ
と
が
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
や
介
護
予
防

に
繋
が
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
高
齢
者
等
の
地
域
住
民
の
力
を
活
用
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
、
生
活
支
援
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る

課
題
や
資
源
を
把
握
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

イ

高
齢
者
等
を
支
援
の
担
い
手
に
な
る
よ
う
養
成
し
、
活
動
の
場
を
確
保
す

イ

高
齢
者
等
を
支
援
の
担
い
手
に
な
る
よ
う
養
成
し
、
活
動
の
場
を
確
保
す

る
な
ど
の
資
源
開
発

る
な
ど
の
資
源
開
発

ロ

活
動
主
体
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

ロ

活
動
主
体
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

ハ

支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
地
域
の
ニ
ー
ズ
と
地
域
資
源
の
マ
ッ
チ
ン

ハ

支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
地
域
の
ニ
ー
ズ
と
地
域
資
源
の
マ
ッ
チ
ン

グ

グ

こ
れ
ら
の
取
組
に
当
た
っ
て
は
既
存
事
業
も
活
用
し
つ
つ
、
地
域
支
援
事
業

こ
れ
ら
の
取
組
に
当
た
っ
て
は
既
存
事
業
も
活
用
し
つ
つ
、
地
域
支
援
事
業

や
市
町
村
の
一
般
財
源
、
食
事
の
提
供
を
通
じ
て
子
供
に
安
心
で
き
る
居
場
所

や
市
町
村
の
一
般
財
源
等
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
想
定
さ
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を
提
供
す
る
い
わ
ゆ
る
子
ど
も
食
堂
な
ど
の
民
間
の
活
力
等
を
適
切
に
組
み
合

れ
る
た
め
、
幅
広
い
視
点
か
ら
取
組
を
整
理
し
た
上
で
記
載
す
る
こ
と
が
重
要

わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
幅
広
い
視
点
か
ら
取
組
を
整
理

で
あ
る
。

し
た
上
で
記
載
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
ケ
ア
会
議
の
推
進

（
新
設
）

(四)

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
民
生
委
員
や

自
治
会
等
の
地
域
の
支
援
者
・
団
体
や
、
専
門
的
視
点
を
有
す
る
多
職
種
を
交

え
、
「
個
別
課
題
の
解
決
」
「
地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
「
地

域
課
題
の
発
見
」
「
地
域
づ
く
り
、
資
源
開
発
」
「
政
策
の
形
成
」
の
５
つ
の

機
能
を
有
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
に
よ
り
、
高
齢
者
個
人
に
対
す
る
支
援
の
充
実

と
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
基
盤
の
整
備
を
同
時
に
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

具
体
的
に
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
の
中
で
個
別
事
例
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
通

じ
て
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
高
齢
者
個
人
の
生
活
課
題
に

対
し
て
、
単
に
既
存
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
課
題
の
背
景

に
あ
る
要
因
を
探
り
、
個
人
と
環
境
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
支
援

に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
、
地
域
で
活
動
す
る
介
護
支
援
専
門
員
が
推

進
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
課
題
分

析
や
支
援
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
、
地
域
に
共
通
す
る
課
題
や
有
効
な
支
援
策

を
明
ら
か
に
し
、
課
題
の
発
生
や
重
度
化
す
る
こ
と
の
予
防
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
多
職
種
協
働
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
や
資
源
開
発
等
に
取
り
組

む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
個
別
支
援
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
地
域
ケ
ア
会
議
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
所
管
課
及
び
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
役
割
分
担
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
は
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
が
抽
出
し
た
地
域
課
題
を
随
時
受
け
付
け
る
窓
口
を
明
確
に
し
、
地

域
課
題
解
決
の
た
め
の
検
討
に
つ
な
げ
て
い
く
体
制
を
整
え
る
こ
と
や
、
医
療

と
介
護
の
関
係
者
の
連
携
の
推
進
に
よ
り
、
地
域
ケ
ア
会
議
が
円
滑
に
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携

高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携

(五)

(四)

住
ま
い
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
地

住
ま
い
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
地

域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、
か

域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、
か

つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
る
前
提
と
な
る
。

供
さ
れ
る
前
提
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
持
家
や
賃
貸
住
宅
の
住
宅
改
修
支
援
に
加
え
、
生
活
指
導
・
相

こ
の
た
め
、
持
家
や
賃
貸
住
宅
の
住
宅
改
修
支
援
に
加
え
、
生
活
指
導
・
相
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談
、
安
否
の
確
認
、
一
時
的
な
家
事
援
助
、
緊
急
時
対
応
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

談
、
安
否
の
確
認
、
一
時
的
な
家
事
援
助
、
緊
急
時
対
応
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
加
齢
対
応
構
造
等
を
備
え

供
す
る
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
加
齢
対
応
構
造
等
を
備
え

た
公
営
住
宅
そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す

た
公
営
住
宅
そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す

る
供
給
目
標
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
都
道
府
県
と
連
携
を
図
り
定
め
る

る
供
給
目
標
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
都
道
府
県
と
連
携
を
図
り
定
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
、
生
活
困
窮
者
や
社
会
的
に
孤
立
す
る
高
齢
者
等
多
様
な
生
活

ま
た
、
今
後
、
生
活
困
窮
者
や
社
会
的
に
孤
立
す
る
高
齢
者
等
多
様
な
生
活

課
題
を
抱
え
る
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
十
五
歳
以
上
の

課
題
を
抱
え
る
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
十
五
歳
以
上
の

者
で
あ
っ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護

者
で
あ
っ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導

及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
、

及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
、

無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常

無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常

生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
つ

生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
つ

い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
が
重

い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
居
住
支
援
協
議
会
等
の
場
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
入

居
支
援
と
入
居
後
の
生
活
支
援
の
体
制
を
整
備
し
つ
つ
、
低
廉
な
家
賃
の
住
ま

い
を
活
用
し
た
高
齢
者
の
居
住
の
確
保
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
見
込
量
の
確
保

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
見
込
量
の
確
保

の
た
め
の
方
策

の
た
め
の
方
策

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
事

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
を
行
う
者
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
等
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご

業
を
行
う
者
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
等
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご

と
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

と
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等

」
と
い
う
。
）
、
特
定
施
設
な
ど
の
各
種
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
ニ
ー
ズ
を

反
映
し
た
的
確
な
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
及
び
見
込
量
確
保
の
た
め
の
方
策
を
示

す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
を
行
う
意
向
を
有
す
る
事
業
者
の
把
握
に
努
め
た
上
で
、
情
報
の
提
供
を
適

事
業
を
行
う
意
向
を
有
す
る
事
業
者
の
把
握
に
努
め
た
上
で
、
情
報
の
提
供
を
適

切
に
行
う
等
多
様
な
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

切
に
行
う
等
多
様
な
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

関
係
者
の
意
見
の
反
映

関
係
者
の
意
見
の
反
映

(一)

(一)

市
町
村
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

市
町
村
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
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務
の
適
切
な
運
営
を
図
る
た
め
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指

務
の
適
切
な
運
営
を
図
る
た
め
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
の
拒
否
並
び

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に
指
定
の
拒
否
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
当
該
市
町
村
に
お
け
る
指
定
基
準
及
び
介

に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
当
該
市
町
村
に
お
け
る
指
定
基
準
及
び
介

護
報
酬
の
設
定
に
際
し
、
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

護
報
酬
の
設
定
に
際
し
、
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者
代
表
者
、

え
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者
代
表
者
、

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
費
用
負
担
関
係
者
等
の
関
係
者
の
協
力

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
費
用
負
担
関
係
者
等
の
関
係
者
の
協
力

を
得
て
委
員
会
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

を
得
て
委
員
会
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

お
い
て
は
、
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

作
成
委
員
会
等
を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

作
成
委
員
会
等
を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

公
募
及
び
協
議
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

公
募
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

(二)

(二)

市
町
村
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
に
つ
い
て
、
市
町

市
町
村
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
小
規
模
多
機
能
型

村
が
そ
の
見
込
量
の
確
保
及
び
質
の
向
上
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

居
宅
介
護
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

る
と
き
は
、
公
募
に
よ
り
事
業
者
の
指
定
（
以
下
「
公
募
指
定
」
と
い
う
。
）

護
看
護
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
そ
の
見
込
量
の
確
保
及
び
質

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
市
町
村
が
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

の
向
上
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
募
に
よ
り
事
業
者

看
護
等
の
普
及
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
訪
問
介
護
、
通
所

の
指
定
（
以
下
「
公
募
指
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
市

介
護
又
は
短
期
入
所
生
活
介
護
が
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る
見
込

町
村
が
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
の
普
及
の
た
め
に
必
要
が

量
に
達
し
て
い
る
と
き
等
に
、
都
道
府
県
に
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
都
道
府
県
に

の
結
果
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
若
し
く
は
短
期
入

協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
は
、
訪
問
介

所
生
活
介
護
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
又
は
指
定
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
こ
と
が

護
若
し
く
は
通
所
介
護
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
又
は
指
定
に
つ
い
て
条
件
を
付

で
き
る
。

す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
を
普
及
さ

せ
る
観
点
か
ら
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
が
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
で
定

め
る
見
込
量
に
達
し
て
い
る
と
き
等
に
、
事
業
所
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

な
お
、
こ
の
公
募
指
定
や
協
議
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
指
定
し
な
い
こ

な
お
、
こ
の
公
募
指
定
や
協
議
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

と
が
で
き
る
仕
組
み
は
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
の
普
及

護
等
の
普
及
と
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
参
入
の

と
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
参
入
の
抑
制
を
目
的

抑
制
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
こ
う

と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
趣
旨
に

し
た
趣
旨
に
則
っ
て
公
募
指
定
や
協
議
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

則
っ
て
公
募
指
定
や
協
議
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
指
定
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
制
度
を
活

用
し
な
が
ら
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
が
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
介
護
給
付
等

の
状
況
や
要
介
護
認
定
者
数
の
状
況
、
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
、
提
供

し
て
い
く
べ
き
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
に
つ
い
て
定
め
る
市
町
村
介
護
保
険
事

業
計
画
に
沿
っ
て
、
地
域
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
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あ
る
。

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
、
公
募

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
、
公
募

指
定
を
行
う
際
は
、
公
平
か
つ
公
正
な
選
考
を
行
う
観
点
か
ら
、
適
正
な
選
考

指
定
を
行
う
際
は
、
公
平
か
つ
公
正
な
選
考
を
行
う
観
点
か
ら
、
適
正
な
選
考

基
準
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

基
準
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
が
行
う
事
業
者
の
指
定
へ
の
関
与

（
新
設
）

(三)

市
町
村
は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
事
前
に
通
知
す
る

よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
市
町
村
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る

見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

報
酬
の
独
自
設
定

報
酬
の
独
自
設
定

(四)

(三)

市
町
村
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
上
限
と

市
町
村
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
上
限
と

し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
介
護
報
酬
を
独
自
に
設
定
で
き
る
。

し
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
介
護
報
酬
を
独
自
に
設
定
で
き
る
。

市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
こ
う
し
た
仕
組
み
の
活
用
も
併
せ
、
必

市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
こ
う
し
た
仕
組
み
の
活
用
も
併
せ
、
必

要
な
事
業
者
の
参
入
を
確
保
す
る
た
め
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

要
な
事
業
者
の
参
入
を
確
保
す
る
た
め
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上

（
新
設
）

(五)

介
護
保
険
事
業
の
運
営
主
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
二
千
二
十
五
年
（
平
成
三

十
七
年
）
を
見
据
え
て
、
第
七
期
に
必
要
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量

の
見
込
み
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
基
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
に
必
要
と
な
る
介
護
人
材
の
数
等
を
推
計
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
必
要
と
な
る
介
護
人
材
の
確
保
に
向
け
、
介

護
の
仕
事
の
魅
力
の
向
上
、
多
様
な
人
材
の
確
保
・
育
成
、
生
産
性
の
向
上
を

通
じ
た
労
働
負
担
の
軽
減
を
柱
と
す
る
総
合
的
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

加
え
て
、
市
町
村
は
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
、

国
や
都
道
府
県
と
連
携
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
に
対
す
る
相
談
体
制
の
確

立
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
医
療
・
介
護
関
係
団
体
等
の
連
携
・
協
力
体
制

の
構
築
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興
や
普
及
啓
発
活
動
等
を
通
じ
て
地
域
の

特
色
を
踏
ま
え
た
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
行
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

生
活
支
援
等
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
地
域
に
お
い

て
安
心
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
が
中
心
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
者
と
利
用
者
と
が
「
支
え
る
側
」
と
「
支
え
ら
れ
る
側
」
と
い
う
画
一
的

な
関
係
性
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
を
進
め
、
世
代
を
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超
え
て
地
域
住
民
が
共
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
市
町
村
が
進
め
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
取
り
組
む
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上

に
つ
い
て
、
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
そ
の
見
込
量
の
確

３

各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
そ
の
見
込
量
の
確

保
の
た
め
の
方
策

保
の
た
め
の
方
策

地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額

地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額

(一)

(一)

各
年
度
に
お
け
る
総
合
事
業
、
包
括
的
支
援
事
業
及
び
任
意
事
業
（
法
第
百

各
年
度
に
お
け
る
総
合
事
業
、
包
括
的
支
援
事
業
及
び
任
意
事
業
（
法
第
百

十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
そ

十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
そ

れ
ぞ
れ
に
要
す
る
費
用
の
額
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
に
要
す
る
費
用
の
額
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
総
合
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
単
価
に
つ
い
て
は
、
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
で
あ

る
か
等
を
踏
ま
え
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
ふ
さ
わ
し
い
単
価
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
単
価
の
設
定
の
際
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
は
じ

め
と
し
た
関
係
機
関
と
十
分
な
協
議
を
重
ね
る
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
い
て
必

要
と
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
確
実
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
等
が
重
要

で
あ
る
。

総
合
事
業
の
う
ち
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
、
そ
の
他
の
生

総
合
事
業
の
う
ち
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
、
そ
の
他
の
生

(二)

(二)

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
」
と
い
う
。
）

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
」
と
い
う
。
）

の
種
類
ご
と
の
見
込
量
確
保
の
た
め
の
方
策

の
種
類
ご
と
の
見
込
量
確
保
の
た
め
の
方
策

総
合
事
業
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
や
協
議
体
を
通
じ
た
取
組
に

よ
り
把
握
さ
れ
た
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
資
源
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
を
行
う

総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
を
行
う
者
の
確

者
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
等
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
の
種
類
ご
と

保
に
関
す
る
こ
と
等
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
の
種
類
ご
と
の
見
込

の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
多
様

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
多
様

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

も
参
考
に
し
、
包
括
的
支
援
事
業
の
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
を
十
分
活
用
し

も
参
考
に
し
、
包
括
的
支
援
事
業
の
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
を
十
分
活
用
し

な
が
ら
、
地
域
に
お
い
て
、
N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地
縁
組
織
等
の
活
動

な
が
ら
、
地
域
に
お
い
て
、
N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地
縁
組
織
等
の
活
動

を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

加
え
て
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
総
合
事
業
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
に
は

、
担
い
手
の
確
保
に
関
す
る
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
支
援
事
業
及
び
予
防
給
付
の
実
施
に
よ
る
介
護
予
防
の
達
成
状
況
の
点

地
域
支
援
事
業
及
び
予
防
給
付
の
実
施
に
よ
る
介
護
予
防
の
達
成
状
況
の
点

(三)

(三)

検
及
び
評
価

検
及
び
評
価
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地
域
実
情
に
合
わ
せ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進
に
関
し
て

効
果
的
な
取
組
を
進
め
る
た
め
、
地
域
支
援
事
業
の
評
価
を
行
い
、
評
価
に
基

づ
く
事
業
方
針
や
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
総
合
事
業
（
一
般
介
護
予
防
事
業

市
町
村
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
総
合
事
業
（
一
般
介
護
予
防
事
業
に
係
る

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
よ
る
要
介
護
状
態
等
へ
の
移
行
の
程
度
、

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
よ
る
要
介
護
状
態
等
へ
の
移
行
の
程
度
、
予
防
給

予
防
給
付
及
び
総
合
事
業
の
実
施
に
よ
る
要
介
護
二
以
上
へ
の
移
行
の
程
度
等

付
及
び
総
合
事
業
の
実
施
に
よ
る
要
介
護
二
以
上
へ
の
移
行
の
程
度
等
の
達
成

の
達
成
状
況
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

状
況
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

こ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

で
あ
る
。

総
合
事
業
の
実
施
状
況
の
調
査
、
分
析
及
び
評
価

総
合
事
業
の
実
施
状
況
の
調
査
、
分
析
及
び
評
価

(四)

(四)

市
町
村
は
、
個
々
の
事
業
評
価
と
と
も
に
、
総
合
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い

市
町
村
は
、
個
々
の
事
業
評
価
と
と
も
に
、
総
合
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
、
定
期
的
に
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

て
、
定
期
的
に
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
者
間
で
議
論
し
つ

具
体
的
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
者
間
で
議
論
し
つ

つ
、
評
価
・
検
討
を
行
い
、
次
期
計
画
期
間
へ
の
取
組
に
反
映
す
る
こ
と
が
重

つ
、
評
価
・
検
討
を
行
い
、
次
期
計
画
期
間
へ
の
取
組
に
反
映
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

４

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め

４

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め

の
事
業
等
に
関
す
る
事
項

の
事
業
等
に
関
す
る
事
項

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

(一)

(一)

指
定
居
宅
介
護
支
援
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支

指
定
居
宅
介
護
支
援
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支

援
等
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
が
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
指

援
等
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
が
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の

に
お
い
て

及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の

に
お
い
て

(一)

(一)

同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
者
又
は
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関

同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
者
又
は
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関

そ
の
他
の
関
係
者
と
連
携
し
て
、
適
切
な
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
介
護
予
防

そ
の
他
の
関
係
者
と
連
携
し
て
、
適
切
な
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
事
業
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援

ス
の
事
業
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
事
業
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援

等
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
介
護
給

等
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
介
護
給

付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
事
業
又
は
指

付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
、
居
宅
に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
事
業
又
は
指

定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
を
行
う
者
相
互
間
の
情
報
の
交
換
の
た
め
の
体
制

定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
を
行
う
者
相
互
間
の
情
報
の
交
換
の
た
め
の
体
制

の
整
備
等
の
相
互
間
の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対

の
整
備
等
の
相
互
間
の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ

象
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
方
策
と
し

な
お
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
方
策
と
し

て
、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制

て
、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制

の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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ま
た
、
利
用
者
の
疑
問
、
不
満
、
不
安
等
を
解
消
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質

ま
た
、
利
用
者
の
疑
問
、
不
満
、
不
安
等
を
解
消
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
を
図
る
た
め
、
介
護
相
談
員
派
遣
等
事
業
に
つ
い
て
、
受
入
れ
事
業
者

の
向
上
を
図
る
た
め
、
介
護
相
談
員
派
遣
等
事
業
に
つ
い
て
、
受
入
れ
事
業
者

数
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

数
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

総
合
事
業

総
合
事
業

(二)

(二)

個
別
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
介
護
支
援

介
護
支
援
専
門
員
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
個
別
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

専
門
員
が
、
総
合
事
業
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
と
連
携
し
て
、
適
切
な

ト
を
行
う
者
が
、
総
合
事
業
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
者
と
連
携
し
て
、
適

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
総
合
事
業
を
行
う
者
に

切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
総
合
事
業
を
行
う

関
す
る
情
報
の
提
供
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
総
合
事
業
を
行
う
者
相
互
の
情

者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、
総
合
事
業
を
行
う
者
相
互

報
の
交
換
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
総
合
事
業
を
行
う
者
相
互
の
連
携
の
確

の
情
報
の
交
換
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
総
合
事
業
を
行
う
者
相
互
の
連
携

保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
総
合
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め
の
事
業
に

の
確
保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
総
合
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め
の
事

関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

総
合
事
業
の
担
い
手
は
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
N
P
O
、
民
間
企
業

総
合
事
業
の
担
い
手
は
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
N
P
O
、
民
間
企
業

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
協
同
組
合
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
協
同
組
合
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
等
多
様
な
主
体
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
有
機

セ
ン
タ
ー
等
多
様
な
主
体
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
有
機

的
に
連
携
し
な
が
ら
各
事
業
の
実
施
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

的
に
連
携
し
な
が
ら
各
事
業
の
実
施
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

総
合
事
業
の
効
果
的
な
提
供
体
制
を
構
築
し
て
い
く
方
策
と
し
て
、
総
合
事

総
合
事
業
の
効
果
的
な
提
供
体
制
を
構
築
し
て
い
く
方
策
と
し
て
、
総
合
事

業
の
多
様
な
担
い
手
に
対
し
て
、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切

業
の
多
様
な
担
い
手
に
対
し
て
、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切

に
行
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
連
携
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

に
行
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
連
携
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
適
切
な
運
営
及
び
評
価

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
適
切
な
運
営

(三)

(三)

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
目
標
や
地
域
課
題
・

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
目
標
や
地
域
課
題
・

地
域
住
民
に
対
し
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
住
民
に
対
し
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
運
営
に
関
し
て
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

な
お
、
運
営
に
関
し
て
市
町
村
に
お
い
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

現
状
と
課
題
を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
①
業
務
量
及
び
業
務
内
容
に
応

現
状
と
課
題
を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
①
業
務
量
に
応
じ
た
適
切
な
人

じ
た
適
切
な
人
員
配
置
、
②
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
間
及
び
行
政
と
の
業
務

員
配
置
、
②
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
間
及
び
行
政
と
の
業
務
の
役
割
分
担
の

の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
連
携
強
化
、
③
P
D
C
A
の
充
実
に
よ
る
効
果
的
な

明
確
化
と
連
携
強
化
、
③
P
D
C
A
の
充
実
に
よ
る
効
果
的
な
運
営
の
継
続
、

運
営
の
継
続
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
複
合
的
に
機
能
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と

と
い
う
観
点
か
ら
、
複
合
的
に
機
能
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

が
重
要
で
あ
る
。

。

①
に
つ
い
て
は
、
担
当
す
る
高
齢
者
人
口
や
相
談
件
数
、
運
営
方
針
、
業
務

①
に
つ
い
て
は
、
担
当
す
る
高
齢
者
人
口
や
相
談
件
数
、
運
営
方
針
等
を
勘

に
関
す
る
評
価
の
結
果
等
を
勘
案
し
、
業
務
量
に
見
合
っ
た
人
員
体
制
を
確
保

案
し
、
業
務
量
に
見
合
っ
た
人
員
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
健
師
に
準
ず
る
者
、
社
会
福
祉
士
に
準
ず
る
者
又
は
主

任
介
護
支
援
専
門
員
に
準
ず
る
者
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

保
健
師
、
社
会
福
祉
士
又
は
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
配
置
に
取
り
組
む
こ
と

。
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②
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
委
託
さ
れ
た
者
が
設
置
し
た
地
域
包

②
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
委
託
さ
れ
た
者
が
設
置
し
た
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
対
す
る
運
営
方
針
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
包
括

括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
対
す
る
運
営
方
針
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
ご
と
に
工
夫
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
行
政
と

支
援
セ
ン
タ
ー
ご
と
に
工
夫
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
行
政
と

の
役
割
分
担
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

の
役
割
分
担
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
間
の
総
合
調
整
や
後
方
支
援
等
を
担
う
基

ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
間
の
総
合
調
整
や
後
方
支
援
等
を
担
う
基

幹
的
役
割
を
果
た
す
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
特
定
の
分
野
（
認
知
症
等

幹
的
役
割
を
果
た
す
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
特
定
の
分
野
（
認
知
症
等

）
の
機
能
を
強
化
し
、
近
隣
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
後
方
支
援
を
担
う

）
の
機
能
を
強
化
し
、
近
隣
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
後
方
支
援
を
担
う

機
能
強
化
型
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
位
置
付
け
等
を
行
い
、
効
果
的
・

機
能
強
化
型
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
位
置
付
け
等
を
行
い
、
効
果
的
・

効
率
的
な
運
営
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

効
率
的
な
運
営
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

③
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
に
安
定
し
た
事
業
実
施
に
つ
な
げ
る
た
め
、
地
域

③
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
に
安
定
し
た
事
業
実
施
に
つ
な
げ
る
た
め
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
自
ら
そ
の
実
施
す
る
事
業
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
に

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
自
ら
そ
の
実
施
す
る
事
業
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
の
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま

よ
り
、
そ
の
実
施
す
る
事
業
の
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と

た
、
市
町
村
及
び
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
運
営
協
議
会
と
連
携
を
行
い

も
に
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
運
営
協
議
会
と
連
携
を
行
い
な
が
ら
、
定
期
的

な
が
ら
、
定
期
的
な
点
検
を
行
い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
対
し

な
点
検
を
行
い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
対
し
て
適
切
に
評
価
を

て
適
切
に
評
価
を
行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
他
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
に
生
活
上
の
様
々
な
不
安
が
生
じ
た
場
合
に

そ
の
他
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
に
生
活
上
の
様
々
な
不
安
が
生
じ
た
場
合
に

、
相
談
を
受
け
、
適
切
な
機
関
に
つ
な
ぐ
等
の
対
応
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る

、
相
談
を
受
け
、
適
切
な
機
関
に
つ
な
ぐ
等
の
対
応
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る

と
と
も
に
、
今
後
、
認
知
症
施
策
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
係
る
施
策
、
生

と
と
も
に
、
今
後
、
認
知
症
施
策
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
係
る
施
策
、
生

活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進
等
と
の
連
携
が
重
要
で
あ

活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進
等
と
の
連
携
が
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
当
該
事
業
実
施

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
当
該
事
業
実
施

者
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

者
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

る
。

ま
た
、
介
護
離
職
の
防
止
な
ど
、
介
護
に
取
り
組
む
家
族
等
を
支
援
す
る
観

点
か
ら
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
土
日
祝
日
の
開
所
や
、
電
話
等
に
よ
る

相
談
体
制
の
拡
充
、
地
域
に
出
向
い
た
相
談
会
の
実
施
、
企
業
や
労
働
施
策
担

当
部
門
と
の
連
携
な
ど
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
相
談
支
援
の
強
化
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
取
組
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
公
表

５

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
公
表

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
て
は
、
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
情
報

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
て
は
、
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
情
報

に
加
え
、
市
町
村
が
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
生
活
支
援
・
介
護
予

に
加
え
、
市
町
村
が
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
生
活
支
援
・
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
所
在
地
や
事
業
内
容
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
、
人
員
体
制
等
に
つ
い
て

防
サ
ー
ビ
ス
の
所
在
地
や
事
業
内
容
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
、
地
域
で
共
有

、
地
域
で
共
有
さ
れ
る
資
源
と
し
て
広
く
住
民
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

さ
れ
る
資
源
と
し
て
広
く
住
民
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
厚
生
労
働

る
。
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
積
極
的
に
情
報
発
信
す
る
よ
う
努
め
、
そ

省
が
運
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
積
極
的
に
情
報

の
取
組
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

発
信
す
る
よ
う
努
め
、
そ
の
取
り
組
み
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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６

市
町
村
独
自
事
業
に
関
す
る
事
項

６

市
町
村
独
自
事
業
に
関
す
る
事
項

保
健
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
項

保
健
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
項

(一)

(一)

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
を
財
源
と
す
る
保
健
福
祉
事
業
を
行
う
市
町
村

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
を
財
源
と
す
る
保
健
福
祉
事
業
を
行
う
市
町
村

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

市
町
村
特
別
給
付
に
関
す
る
事
項

市
町
村
特
別
給
付
に
関
す
る
事
項

(二)

(二)

市
町
村
特
別
給
付
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
地
域
の
特
色
に
応
じ
て
、

市
町
村
特
別
給
付
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
地
域
の
特
色
に
応
じ
て
、

各
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
特
別
給
付
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご

各
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
特
別
給
付
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご

と
の
量
の
見
込
み
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の

と
の
量
の
見
込
み
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の

方
策
等
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

方
策
等
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

７

介
護
給
付
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項

介
護
給
付
の
適
正
化
の
た
め
に
行
う
適
正
化
事
業
は
、
実
施
主
体
が
保
険
者
で

あ
り
、
保
険
者
が
本
来
発
揮
す
る
べ
き
保
険
者
機
能
の
一
環
と
し
て
自
ら
主
体
的

・
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
第
三
期
介
護
給
付
適
正
化
計
画
に
関

す
る
指
針
に
掲
げ
る
要
介
護
認
定
の
適
正
化
（
認
定
調
査
状
況
チ
ェ
ッ
ク
）
、
ケ

ア
プ
ラ
ン
の
点
検
、
住
宅
改
修
等
の
点
検
、
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
及

び
介
護
給
付
費
通
知
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
主
要
五
事
業
あ
る
い
は
そ
の
他
介
護
給

付
の
適
正
化
に
資
す
る
事
業
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
全
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
直
ち
に
難
し
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
費

用
的
な
効
果
が
最
も
見
込
ま
れ
る
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
、
介
護
保
険

制
度
の
要
で
あ
る
介
護
支
援
専
門
員
を
支
援
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
点
検
及
び
介
護

給
付
の
適
正
化
を
進
め
る
上
で
効
果
的
と
考
え
る
適
正
化
事
業
の
三
事
業
を
優
先

し
て
実
施
し
、
そ
れ
で
も
な
お
実
施
が
難
し
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
を

通
じ
て
国
保
連
合
会
へ
の
委
託
も
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
取

組
目
標
等
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
計
画
内
容
を
十
分
踏
ま
え
事
業

を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

７

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

８

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い
る
患

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い
る
患

者
、
住
民
及
び
医
療
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
相
談
へ
の

者
、
住
民
及
び
医
療
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
相
談
へ
の

対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
並
び
に
市
町
村
と
し
て
講
ず
る
支
援
措
置

対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
並
び
に
市
町
村
と
し
て
講
ず
る
支
援
措
置

に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
介
護
医
療
院

な
お
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
老
人
保
健
施

等
へ
の
転
換
を
推
進
し
つ
つ
、
平
成
三
十
五
年
度
末
ま
で
転
換
期
限
を
延
長
し
て

設
等
へ
の
転
換
を
推
進
し
つ
つ
、
平
成
二
十
九
年
度
末
ま
で
転
換
期
限
を
延
長
し

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
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第
三

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

第
三

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

一

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１

基
本
理
念
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
特
色
の
明

１

基
本
理
念
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
特
色
の
明

確
化
、
施
策
の
達
成
状
況
の
評
価
等

確
化

介
護
保
険
制
度
の
基
本
的
理
念
及
び
広
域
的
な
調
整
を
行
う
役
割
を
踏
ま
え
る

介
護
保
険
制
度
の
基
本
的
理
念
及
び
広
域
的
な
調
整
を
行
う
役
割
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
お
け
る
地
域
的
条
件
や
管
内
市
町
村
が
目
指
す
地
域
包

と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
お
け
る
地
域
的
条
件
や
管
内
市
町
村
が
目
指
す
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
勘
案
し
て
、
第
一
の

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
勘
案
し
て
、
第
一
の

一
及
び
二
の
趣
旨
に
沿
っ
た
基
本
理
念
を
定
め
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び

一
及
び
二
の
趣
旨
に
沿
っ
た
基
本
理
念
を
定
め
、
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
及
び

市
町
村
へ
の
支
援
内
容
や
そ
の
た
め
の
支
援
体
制
が
明
確
に
さ
れ
た
都
道
府
県
介

市
町
村
へ
の
支
援
内
容
が
明
確
に
さ
れ
た
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を

護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

作
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
を
深
化
・
推
進
し
て
い
く
と
と
と
も
に
、
効
率
的
な
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
し
て
い
く
た

め
、
各
都
道
府
県
が
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
要
介
護
認

定
や
一
人
当
た
り
の
介
護
給
付
等
状
況
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
割

合
そ
の
他
の
市
町
村
の
介
護
保
険
事
業
の
実
態
を
他
の
都
道
府
県
と
比
較
し
つ
つ

分
析
を
行
い
、
都
道
府
県
の
実
態
把
握
や
課
題
分
析
を
踏
ま
え
、
取
り
組
む
べ
き

地
域
課
題
の
解
決
に
向
け
た
目
標
及
び
施
策
を
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計

画
に
示
す
と
と
も
に
、
都
道
府
県
関
係
部
局
、
市
町
村
、
地
域
の
関
係
者
と
共
有

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
目
標
及
び
施
策
を
地
域
の
実
情
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
内
容
の

も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
定
期
的
に
施
策
の
実
施
状
況
や
目
標
の
達
成
状
況
に
関

す
る
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
し
、
地
域
住
民

等
を
含
め
た
関
係
者
へ
周
知
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
及
び
第
六
期
の
目
標

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
地
域
に
お
け
る

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
た
め
、
管
内
市
町
村
に
対
す
る
様
々

な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
が
行
う
推
計
を
踏
ま
え
な
が
ら
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
、
資
質
の
向
上
等
の
取
組
を
進
め
る
た
め
の

中
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
が
重
要
で

あ
る
。

ま
た
、
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
重
度
の
要
介
護
者
に
重
点
を
置
き
、
施

設
に
入
所
し
た
場
合
は
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近
い
も
の
と
し
て
い

く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
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、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
介
護
を
受
け
な
が
ら
住
み
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
介
護
付
き
の
住
ま
い
の
普
及
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

平
成
三
十
七
年
度
の
介
護
人
材
等
の
推
計

(一)

都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
推
計
し
た
平
成
三
十
七
年
度
に
お
い
て
必
要
と
な

る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
勘
案
し
、
都
道
府
県
全
域
及
び

老
人
福
祉
圏
域
（
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を

定
め
る
単
位
と
な
る
圏
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
必
要
と
な
る
介
護

給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
平
成
三
十
七
年
度
に
お
い
て
都
道
府
県
に
お
い
て
必
要
と
な
る
介
護
人

材
の
需
給
の
状
況
等
を
推
計
し
、
課
題
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
中
長

期
的
な
視
野
を
も
っ
て
介
護
人
材
等
の
確
保
に
向
け
た
取
組
を
定
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

第
六
期
の
目
標

(二)

都
道
府
県
は
、

で
示
し
た
平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
を
踏
ま
え
、
地
域
包

(一)

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
段
階
的
な
取
組
方
針
及
び
そ
の
中
で
の
第
六

期
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
六
期
の
具
体
的
な
施
策
に
よ

り
目
指
す
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
地
域
的
条
件
や
管
内
市
町
村
が
目
指
す

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
勘
案
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

施
設
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善

(三)

都
道
府
県
は
、
平
成
三
十
七
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び

介
護
保
険
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
の
う
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
入
所
定

員
（
施
設
の
一
部
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
入
居
者
の
日
常
生
活
が
営
ま
れ

、
こ
れ
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
部
の

入
所
定
員
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
が
占
め
る
割
合
に
つ

(三)

い
て
は
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
基
づ
く
参
酌
標
準
（
都
道
府
県
介

護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の

量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
を
い
う
。
三
の
２
の
(二)

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
そ
の
う
ち
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
の

う
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
が
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は

、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
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も
の
と
す
る
。

２

要
介
護
者
等
の
実
態
把
握

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
時
に
お
け
る
人
口
構
造
、
被
保
険
者

数
、
要
介
護
者
等
の
数
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設

の
定
員
数
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
の
数
、
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況
等
を
都
道
府
県
全
域
及
び
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
で
定

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
時
に
お
け

る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
課
題
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を
示
す
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
六
期
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
及
び
都
道
府
県
老
人
福
祉

計
画
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
推
進
に
係
る
課
題
を
分
析
し
、
か
つ
、

評
価
し
て
、
こ
の
結
果
を
第
七
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
活
用
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
基
礎
と
し
て
、
計
画
期
間
中
及
び
将

来
的
な
人
口
構
造
、
被
保
険
者
数
、
要
介
護
者
等
の
数
等
を
都
道
府
県
全
域
及
び

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
で
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
は
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
又

は
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
状
況
、
療
養
病
床
に

入
院
し
て
い
る
高
齢
者
の
実
態
及
び
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険

施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
市
町

村
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お
い
て
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作

成
に
必
要
と
な
る
よ
う
な
デ
ー
タ
を
整
備
し
、
積
極
的
に
提
供
す
る
な
ど
適
切
な

支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
市
町
村
が
各
種
調
査
等
や
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
等
の

利
用
者
に
関
す
る
調
査
（
病
院
及
び
診
療
所
に
お
け
る
長
期
入
院
患
者
の
実
態
の

把
握
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
調
査
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
、
関
係
者
相
互
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
提
供

さ
れ
た
調
査
の
結
果
を
集
計
・
分
析
す
る
こ
と
な
ど
を
含
め
、
積
極
的
に
協
力
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備

３

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
体
制
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
現
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

る
体
制
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
現
に
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
る
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
等
を
は
じ
め
被
保
険
者
の
意
見
を
反

を
利
用
し
て
い
る
要
介
護
者
等
を
は
じ
め
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
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映
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
、
関
係
部
局
相
互
間
と
連
携
し
て
作
成
に
取
り
組
む
た
め
の
体

ま
た
、
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携
の
状
況
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計

制
の
整
備
に
関
す
る
状
況
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
委
員
会
等

画
作
成
委
員
会
等
の
開
催
の
経
緯
、
市
町
村
と
の
連
携
の
状
況
等
を
都
道
府
県
介

の
開
催
の
経
緯
、
市
町
村
と
の
連
携
の
状
況
等
を
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援

護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

計
画
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携

都
道
府
県
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携

(一)

(一)

介
護
保
険
担
当
部
局
は
、
障
害
福
祉
部
局
等
の
民
生
担
当
部
局
、
保
健
医
療

介
護
保
険
担
当
部
局
は
、
民
生
担
当
部
局
、
保
健
医
療
担
当
部
局
、
労
働
担

担
当
部
局
、
住
宅
担
当
部
局
、
労
働
担
当
部
局
、
地
域
振
興
担
当
部
局
、
農
林

当
部
局
、
住
宅
担
当
部
局
、
地
域
振
興
担
当
部
局
、
農
林
水
産
担
当
部
局
、
教

水
産
担
当
部
局
、
教
育
担
当
部
局
、
防
災
担
当
部
局
等
の
関
係
部
局
と
連
携
す

育
担
当
部
局
等
の
関
係
部
局
と
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
と

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
計
画
の
検
討
、
立
案
及
び
推

と
も
に
、
計
画
の
検
討
、
立
案
及
び
推
進
に
当
た
っ
て
は
相
互
に
連
絡
を
取
り

進
に
当
た
っ
て
は
相
互
に
連
絡
を
取
り
問
題
意
識
を
共
有
し
、
協
力
し
て
必
要

問
題
意
識
を
共
有
し
、
協
力
し
て
必
要
な
施
策
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と

な
施
策
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
委
員
会
等
の
開
催

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
委
員
会
等
の
開
催

(二)

(二)

介
護
保
険
事
業
の
運
営
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
支
援

介
護
保
険
事
業
の
運
営
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
支
援

に
つ
い
て
は
、
幅
広
い
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
幅
広
い
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
も
の

と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者

こ
の
た
め
、
学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関
係
者
、
福
祉
関
係
者
、
被
保
険
者

代
表
者
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
費
用
負
担
関

代
表
者
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
費
用
負
担
関
係
者
等
の
中
か

係
者
等
の
中
か
ら
都
道
府
県
の
判
断
に
よ
り
参
加
者
を
選
定
し
、
都
道
府
県
介

ら
都
道
府
県
の
判
断
に
よ
り
参
加
者
を
選
定
し
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支

護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
委
員
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

援
計
画
作
成
委
員
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
既
存
の
審
議
会
等

て
は
、
事
務
を
効
率
的
に
処
理
す
る
た
め
、
既
存
の
審
議
会
等
を
活
用
し
て
も

を
活
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
そ
の

な
お
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
そ
の

他
の
専
門
家
及
び
関
係
者
の
意
見
の
反
映
並
び
に
情
報
の
公
開
に
も
配
慮
す
る

他
の
専
門
家
及
び
関
係
者
の
意
見
の
反
映
並
び
に
情
報
の
公
開
に
も
配
慮
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

市
町
村
へ
の
支
援

市
町
村
と
の
連
携

(三)

市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
介
護
保

都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
上
の

険
事
業
の
実
施
に
関
し
て
一
義
的
な
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
都

技
術
的
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護
給
付
等
対
象

道
府
県
は
、
市
町
村
の
方
針
を
尊
重
し
つ
つ
、
市
町
村
の
行
う
事
業
が
適
正
か
つ

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成

い
る
。

す
る
過
程
で
は
、
市
町
村
と
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の

施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
は
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
都
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道
府
県
と
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
と
と
も
に
、
老
人
福
祉
圏
域
を
単
位

と
し
て
広
域
的
な
調
整
を
進
め
る
た
め
、
市
町
村
に
対
し
、
市
町
村
介
護
保
険
事

業
計
画
の
作
成
に
必
要
な
助
言
を
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
と
意
見
を
交
換
す
る

た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
よ
り
緊
密
な
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の

ま
た
、
都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

作
成
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
等
を
活
用
し

の
作
成
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
等
を
活

て
、
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
機
関
を
設
置
す

用
し
て
、
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
機
関
を

る
等
の
老
人
福
祉
圏
域
を
単
位
と
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
た
め
に
必
要
な
市
町

設
置
す
る
等
の
老
人
福
祉
圏
域
を
単
位
と
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
た
め
に
必

村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

要
な
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
小
規
模
な
市
町
村
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象

な
お
、
小
規
模
な
市
町
村
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
広
域
的
取
組
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
広
域
的
取
組
が
求
め
ら
れ
る

に
鑑
み
、
都
道
府
県
は
、
老
人
福
祉
圏
域
等
を
勘
案
し
て
、
複
数
の
市
町
村
に
よ

こ
と
に
鑑
み
、
都
道
府
県
は
、
老
人
福
祉
圏
域
等
を
勘
案
し
て
、
複
数
の
市
町

る
広
域
的
取
組
に
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

村
に
よ
る
広
域
的
取
組
に
協
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

市
町
村
に
お
け
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
適
切
な
運
営
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
確
保
が
市
町
村
の
対
応
だ
け
で
は
困
難

な
場
合
に
お
け
る
、
職
能
団
体
等
と
連
携
し
た
広
域
調
整
の
実
施
や
、
市
町
村
職

員
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
等
に
対
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
等
に

関
す
る
研
修
の
実
施
、
様
々
な
取
組
事
例
の
発
信
等
の
取
組
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

４

要
介
護
者
等
の
実
態
把
握

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
時
に
お
け
る
人
口
構
造
、
被
保
険
者

数
、
要
介
護
者
等
の
数
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設

の
定
員
数
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
の
数
、
介
護
給
付
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況
等
を
都
道
府
県
全
域
及
び
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
で
定

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
作
成
時
に
お
け

る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
課
題
の
分
析
及
び
評
価
の
結
果
を
示
す
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
五
期
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
及
び
都
道
府
県
老
人
福
祉

計
画
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
推
進
に
係
る
課
題
を
分
析
し
、
か
つ
、

評
価
し
て
、
こ
の
結
果
を
第
六
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
作
成
に
活
用
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
基
礎
と
し
て
、
計
画
期
間
中
及
び
将



55

来
的
な
人
口
構
造
、
被
保
険
者
数
、
要
介
護
者
等
の
数
等
を
都
道
府
県
全
域
及
び

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
で
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
都
道
府
県
は
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
又

は
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
状
況
、
療
養
病
床
に

入
院
し
て
い
る
高
齢
者
の
実
態
及
び
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険

施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
市
町

村
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
等
や
病
院
、

診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
等
の
利
用
者
に
関
す
る
調
査
（
病
院
及
び
診
療
所

に
お
け
る
長
期
入
院
患
者
の
実
態
の
把
握
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は

、
そ
の
調
査
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
相
互
間
の
連
絡
調
整
を

含
め
、
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
及
び
第
七
期
の
目
標

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
地
域
に
お
け
る

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
た
め
、
管
内
市
町
村
に
対
す
る
様
々

な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
が
行
う
推
計
を
踏
ま
え
な
が
ら
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
、
資
質
の
向
上
等
の
取
組
を
進
め
る
た
め
の

中
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
、
第
七
期
の
目
指
す
具
体
的
な
取
組
内
容
や
そ
の
目
標

を
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
関
係

部
局
と
連
携
し
て
市
町
村
を
支
援
し
て
い
く
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
目
標
達
成

に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
第
一
の
三
を
踏
ま
え
、
地
域
医
療
構
想
を
含
む
医
療
計
画
と
の

整
合
性
を
図
る
観
点
か
ら
も
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
介
護
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
重
度
の
要
介
護
者
に
重
点
を
置
き
、
施

設
に
入
所
し
た
場
合
は
施
設
で
の
生
活
を
居
宅
で
の
生
活
に
近
い
も
の
と
し
て
い

く
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め

、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
や
介
護
を
受
け
な
が
ら
住
み
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
介
護
付
き
の
住
ま
い
の
普
及
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

平
成
三
十
七
年
度
の
介
護
人
材
等
の
推
計
及
び
確
保

(一)

都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
推
計
し
た
平
成
三
十
七
年
度
に
お
い
て
必
要
と
な

る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
等
を
勘
案
し
、
都
道
府
県
全
域
及
び

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
必
要
と
な
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
平
成
三
十
七
年
度
に
都
道
府
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県
に
お
い
て
必
要
と
な
る
介
護
人
材
の
需
給
の
状
況
等
を
推
計
し
、
地
域
医
療

介
護
総
合
確
保
基
金
等
を
活
用
し
つ
つ
、
事
業
ご
と
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、

事
後
評
価
を
行
う
こ
と
で
施
策
を
充
実
・
改
善
し
て
い
く
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル

の
確
立
に
よ
り
、
中
長
期
的
な
視
野
を
も
っ
て
介
護
人
材
等
の
確
保
に
向
け
た

取
組
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
七
期
の
目
標

(二)

都
道
府
県
は
、

で
示
し
た
平
成
三
十
七
年
度
の
推
計
を
踏
ま
え
、
地
域
包

(一)

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
深
化
・
推
進
に
向
け
た
段
階
的
な
取
組
方
針
及
び
そ
の
中
で

の
第
七
期
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
七
期
の
具
体
的
な
施

策
に
よ
り
目
指
す
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
地
域
的
条
件
や
管
内
市
町
村
が
目
指
す

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
の
方
向
性
を
勘
案
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

施
設
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善

(三)

都
道
府
県
は
、
平
成
三
十
七
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び

介
護
保
険
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
の
う
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
入
所
定

員
（
施
設
の
一
部
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
入
居
者
の
日
常
生
活
が
営
ま
れ

、
こ
れ
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
部
の

入
所
定
員
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
が
占
め
る
割
合
に
つ

(三)

い
て
は
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
基
づ
く
参
酌
標
準
（
都
道
府
県
介

護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の

量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
を
い
う
。
三
の
２
の
(二)

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
そ
の
う
ち
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
の

う
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
入
所
定
員
の
合
計
数
が
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は

、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
定
め
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

６

目
標
の
達
成
状
況
の
点
検
、
調
査
及
び
評
価
等
並
び
に
公
表

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の

達
成
状
況
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
へ
の
自
立
支
援
の
効
果
、
地
域
に
お
け
る
日

常
生
活
の
継
続
の
状
況
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
の
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
状
況
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
た
め
の
項

目
を
設
定
す
る
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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特
に
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
法
改
正
で
は
、
都
道
府
県
は
、
各

年
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
市
町
村
に
よ
る
被
保
険

者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と

の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
及
び
介
護
給
付
等
に

要
す
る
費
用
の
適
正
化
に
関
し
、
都
道
府
県
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事

項
及
び
当
該
施
策
に
掲
げ
る
目
標
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
目
標

の
達
成
状
況
に
関
す
る
調
査
及
び
分
析
を
し
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計

画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
い
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た

。
こ
う
し
た
評
価
を
踏
ま
え
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
期
都

道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
反
映
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

７

老
人
福
祉
圏
域
の
設
定

５

老
人
福
祉
圏
域
の
設
定

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
単
位
と
な
る
圏
域
を
定
め
る
も
の
と
さ

ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
単
位
と
な
る
圏
域
を
定
め
る
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
老
人
福
祉
圏
域
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
老
人
福
祉
圏
域
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

老
人
福
祉
圏
域
に
つ
い
て
は
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連

老
人
福
祉
圏
域
に
つ
い
て
は
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連

携
を
図
る
観
点
か
ら
、
二
次
医
療
圏
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

携
を
図
る
観
点
か
ら
、
二
次
医
療
圏
（
一
体
の
区
域
と
し
て
入
院
に
係
る
医
療
を

提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
る
地
理
的
な
単
位
と
し
て
区
分
す
る
区
域
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
た
め
、
老
人
福
祉
圏
域
が
二
次
医
療
圏
と
一
致
し
て
い
な
い
都
道
府
県
は

こ
の
た
め
、
老
人
福
祉
圏
域
が
二
次
医
療
圏
と
一
致
し
て
い
な
い
都
道
府
県
は

、
可
能
な
限
り
一
致
さ
せ
る
よ
う
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
の
第
七
期
計
画
期
間
に

、
可
能
な
限
り
、
両
者
を
一
致
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

向
け
て
、
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

な
お
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
定
め
る
老
人
福
祉
圏
域
は
、
都

な
お
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
定
め
る
老
人
福
祉
圏
域
は
、
都

道
府
県
計
画
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計

道
府
県
計
画
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
当
該
計
画
で
定
め
る
都
道
府
県

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
当
該
計
画
で
定
め
る
都
道
府
県

医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規

医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
を
い
う
。
）
と
整
合
性
が
取
れ
た
も
の
と
す
る

定
す
る
医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
を
い
う
。
）
と
整
合
性
が
取
れ
た
も
の
と
す
る

こ
と
。

こ
と
。

８

他
の
計
画
と
の
関
係

６

他
の
計
画
と
の
関
係

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の

も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
、
都
道
府
県
計
画
及
び
医
療
計
画
と
の
整
合
性
が
確
保
さ

も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
、
都
道
府
県
計
画
及
び
医
療
計
画
と
の
整
合
性
が
確
保
さ

れ
た
も
の
と
し
、
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
（
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規

れ
た
も
の
と
し
、
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
（
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規

定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県
高

定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県
障

齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条

害
福
祉
計
画
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
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第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都

る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い

道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の

う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
い
う
。
以

供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供

下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
（
健
康
増
進
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定

給
促
進
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
、
都
道
府
県

す
る
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
を
い
う
。
）
、
都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
（
住

医
療
費
適
正
化
計
画
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

生
活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に

都
道
府
県
計
画
を
い
う
。
）
又
は
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
そ
の
他

規
定
す
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県

の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
又
は

健
康
増
進
計
画
（
健
康
増
進
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
健
康
増
進

居
住
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

計
画
を
い
う
。
）
又
は
都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
（
住
生
活
基
本
法
（
平
成
十

八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
を
い
う

。
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医
療

、
福
祉
又
は
居
住
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す

る
こ
と
。

ま
た
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
計
画
と
の

ま
た
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
計
画
と
の

関
係
に
つ
い
て
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

関
係
に
つ
い
て
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
と
の
一
体
性

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
と
の
一
体
性

(一)

(一)

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
に
対
し
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
保
持
及

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
に
対
し
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
保
持
及

び
生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
要
介
護
者
等
に

び
生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
要
介
護
者
等
に

対
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
事
業
の
提
供
の
ほ
か
、
地

対
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
事
業
の
提
供
の
ほ
か
、
地

域
住
民
等
に
よ
る
自
主
的
活
動
等
と
し
て
実
施
さ
れ
る
介
護
予
防
の
取
組
、
認

域
住
民
等
に
よ
る
自
主
的
活
動
等
と
し
て
実
施
さ
れ
る
介
護
予
防
の
取
組
、
認

知
症
等
の
予
防
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
独
り
暮
ら
し
の
老
人
の
生
活
の

知
症
等
の
予
防
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
独
り
暮
ら
し
の
老
人
の
生
活
の

支
援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
も
含
め
、
地
域
に
お
け
る
老
人
を
対
象
と

支
援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
も
含
め
、
地
域
に
お
け
る
老
人
を
対
象
と

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
全
般
に
わ
た
る
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
と
し

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
全
般
に
わ
た
る
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
と
し

て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
計
画
と
の
整
合
性

都
道
府
県
計
画
と
の
整
合
性

(二)

(二)

地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も

地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も

に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
高
度
急
性
期
か
ら
在

に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
高
度
急
性
期
か
ら
在

宅
医
療
・
介
護
ま
で
の
一
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
地
域
に
お
い
て
総
合
的
に
確
保
す

宅
医
療
・
介
護
ま
で
の
一
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
地
域
に
お
い
て
総
合
的
に
確
保
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

医
療
計
画
と
の
整
合
性

医
療
計
画
と
の
整
合
性

(三)

(三)

医
療
計
画
に
つ
い
て
は
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平

医
療
計
画
に
つ
い
て
は
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
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成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号
）
に
お
い
て
、
居
宅
等
に
お
け
る
医
療

成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号
）
に
お
い
て
、
居
宅
等
に
お
け
る
医
療

の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
た
地
域

の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
た
地
域

の
ケ
ア
体
制
を
計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
、
こ
の
指
針
、
市
町
村
介
護
保
険
事

の
ケ
ア
体
制
を
計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
、
こ
の
指
針
及
び
都
道
府
県
介
護
保

業
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
も
配
慮
し
て
定
め
る
こ
と

険
事
業
支
援
計
画
に
も
配
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

特
に
、
医
療
計
画
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
都
道
府
県
介
護
保
険

な
お
、
都
道
府
県
が
、
今
後
、
医
療
計
画
の
一
部
と
し
て
策
定
す
る
地
域
医

事
業
支
援
計
画
を
一
体
的
に
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
整
合
性
を
確
保
す
る

療
構
想
と
も
整
合
性
を
と
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
や
市
町
村
に
お
け
る
計
画
の
作
成
に
お
い
て

、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

を
開
催
し
、
よ
り
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
と
の
調
和

都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
と
の
調
和

(四)

(四)

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
等
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
等
の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
と

地
域
に
お
け
る
様
々
な
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
重
層
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

地
域
に
お
け
る
様
々
な
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
重
層
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
要
で

と
に
よ
っ
て
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

あ
る
。

特
に
、
要
介
護
者
等
や
世
帯
が
抱
え
る
課
題
は
近
年
複
雑
化
・
複
合
化
し
て

お
り
、
要
介
護
者
等
の
生
活
全
般
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
障
害
者
そ

の
他
の
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
住
民
が
役
割
を
持
ち
、
支
え
合
い
な
が
ら

、
自
分
ら
し
く
活
躍
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
成
し
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
と
協
働
し
て
、
助
け
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
共
生
社
会
を

実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お

い
て
様
々
な
提
供
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
、
連
携
さ
せ
る
都
道
府
県
地

い
て
様
々
な
提
供
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
、
連
携
さ
せ
る
都
道
府
県
地

域
福
祉
支
援
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

域
福
祉
支
援
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
際
、
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
は
、
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
、
障

害
者
、
児
童
等
の
福
祉
に
関
し
、
共
通
し
て
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
定
め
る
計

画
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
の
調
和

(五)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
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人
ホ
ー
ム
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め
る
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画

と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
し
、
住
宅
担
当
部
局
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
部
局

と
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
域
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
観
点
か
ら
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人

ホ
ー
ム
が
供
給
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
介
護
事
業
担
当
部
局
に

お
い
て
も
関
与
を
図
る
な
ど
、
高
齢
者
の
居
住
等
に
関
す
る
施
策
に
も
積
極
的

に
関
与
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定

確
保
計
画
と
の
調
和
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

な
お
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
の
供
給
目
標
に
つ
い

て
は
、
市
町
村
と
の
協
議
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
町
村
別
の
供
給

目
標
を
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
こ
と
に
留
意
し
、
市
町
村
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
求
め
に
応

じ
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
た
計
画
の
策
定
を
検
討
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
と
の
調
和

（
新
設
）

(六)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
等
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に

対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め
る
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進

計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
し
、
住
宅
担
当
部
局
を
は
じ
め
と
し
た
関
係

部
局
と
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
と
の
調
和

(七)

(五)

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
を
含
む
障
害
者
の
自
立
支

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
を
含
む
障
害
者
の
自
立
支

援
の
観
点
か
ら
、
精
神
科
病
院
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行
を
進
め
る
こ
と
と
さ

援
の
観
点
か
ら
、
精
神
科
病
院
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行
を
進
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
高
齢
の
障
害
者
が
地
域
生
活
へ
移
行
し
、
並
び
に
地
域
生
活
を
維

れ
て
お
り
、
高
齢
の
障
害
者
が
地
域
生
活
へ
移
行
し
、
並
び
に
地
域
生
活
を
維

持
及
び
継
続
す
る
た
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
必
要
に
応
じ
て
提

持
及
び
継
続
す
る
た
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
必
要
に
応
じ
て
提

供
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
高
齢
者
だ
け
に
と
ど
ま
ら

供
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

ず
、
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
定
め
ら
れ
た
、
高
齢
者
を
含
む
入
院
中
の
精
神
障

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
高
齢
者
を
含
む
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
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害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
係
る
成
果
目
標
等
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の

地
域
生
活
へ
の
移
行
に
係
る
成
果
目
標
等
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る

と
す
る
こ
と
。

こ
と
。

都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
と
の
調
和

都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
と
の
調
和

(八)

(六)

在
宅
医
療
・
介
護
の
充
実
等
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
こ

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス

と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い

の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
療
養
病
床
を
有
す
る
医
療
機
関
の

て
は
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に

転
換
の
意
向
等
を
勘
案
し
て
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
と
の
調
和
を
保

関
す
る
取
組
等
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
組
等
と
調
和
が
保
た
れ
た

ち
、
療
養
病
床
か
ら
転
換
す
る
介
護
保
険
施
設
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
増

も
の
と
す
る
こ
と
。

加
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
介
護
老
人

保
健
施
設
等
へ
の
転
換
を
推
進
し
つ
つ
、
平
成
二
十
九
年
度
末
ま
で
転
換
期
限

を
延
長
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
（
高
齢
者
医
療

確
保
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
転
換
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
等
具

体
的
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和

都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和

(九)

(七)

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
健
康
寿
命
を
延
伸
し
、
要
介
護
状
態
等
の
予
防

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
健
康
寿
命
を
延
伸
し
、
要
介
護
状
態
等
の
予
防

や
悪
化
の
防
止
を
図
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

や
悪
化
の
防
止
を
図
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の

健
康
に
焦
点
を
当
て
た
取
組
等
住
民
の
健
康
の
増
進
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を

健
康
に
焦
点
を
当
て
た
取
組
等
住
民
の
健
康
の
増
進
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を

定
め
る
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
。

定
め
る
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
と
の
調
和

都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
と
の
調
和

(十)

(八)

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
が
増
加
す
る
中
、
高
齢
者
が
安
心
し
て

単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
が
増
加
す
る
中
、
高
齢
者
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
住
ま
い
と
日
常
生
活
の
支
援
や
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
一

暮
ら
せ
る
住
ま
い
と
日
常
生
活
の
支
援
や
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
一

体
的
な
供
給
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

体
的
な
供
給
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、

住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定

住
生
活
の
安
定
の
確
保
及
び
向
上
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定

め
る
都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

め
る
都
道
府
県
住
生
活
基
本
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
と
の
調
和

(九)

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

に
関
す
る
施
策
を
、
居
住
等
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ

包
括
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老

人
ホ
ー
ム
の
供
給
の
目
標
等
を
定
め
る
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画

と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
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ま
た
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定

確
保
計
画
と
の
調
和
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

な
お
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
の
供
給
目
標
に
つ
い

て
は
、
市
町
村
と
の
協
議
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
市
町
村
別
の
供
給

目
標
を
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
こ
と
に
留
意
し
、
市
町
村
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
求
め
に
応

じ
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
た
計
画
の
策
定
を
検
討
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

福
祉
人
材
確
保
指
針
を
踏
ま
え
た
取
組

福
祉
人
材
確
保
指
針
を
踏
ま
え
た
取
組

(十一)

(十)

介
護
保
険
制
度
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
十
分
機
能
し
て
い
く
た
め

介
護
保
険
制
度
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
十
分
機
能
し
て
い
く
た
め

に
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
の
安
定
的
な
確
保
が
重
要
で
あ
る

に
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
の
安
定
的
な
確
保
が
重
要
で
あ
る

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
、
介

。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
、
介

護
人
材
確
保
策
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
が

護
人
材
確
保
策
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
が

魅
力
あ
る
職
業
と
し
て
認
知
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
拡
大
す
る
福
祉
・
介
護
ニ
ー

魅
力
あ
る
職
業
と
し
て
認
知
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
拡
大
す
る
福
祉
・
介
護
ニ
ー

ズ
に
対
応
で
き
る
質
の
高
い
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
の
指
針
で
あ
る
福
祉

ズ
に
対
応
で
き
る
質
の
高
い
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
の
指
針
で
あ
る
福
祉

人
材
確
保
指
針
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
重
点
的
に
取
り
組
む
事
項

人
材
確
保
指
針
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
重
点
的
に
取
り
組
む
事
項

を
明
確
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

を
明
確
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
を
踏
ま
え
た
取
組

介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
を
踏
ま
え
た
取
組

(十二)

(十一)

介
護
労
働
者
が
意
欲
と
誇
り
を
も
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
で
そ
の
能
力
を
発
揮

介
護
労
働
者
が
意
欲
と
誇
り
を
も
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
で
そ
の
能
力
を
発
揮

し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用

し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用

管
理
改
善
や
能
力
開
発
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

管
理
改
善
や
能
力
開
発
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材
確
保
策
を
定
め
る

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
、
介
護
人
材
確
保
策
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
に
定
め
る
介
護
労
働
者
の
雇
用

に
当
た
っ
て
は
、
介
護
雇
用
管
理
改
善
等
計
画
に
定
め
る
介
護
労
働
者
の
雇
用

管
理
の
改
善
の
促
進
、
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す

管
理
の
改
善
の
促
進
、
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
を
踏
ま
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

９

そ
の
他

７

そ
の
他

計
画
期
間
と
作
成
の
時
期

計
画
期
間
と
作
成
の
時
期

(一)

(一)

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
。

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る

第
七
期
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度

第
六
期
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年

か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
度
中
に
作
成
す

度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
度
中
に
作
成

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

公
表
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
普
及
啓
発

公
表
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
普
及
啓
発

(二)

(二)

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
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ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
国
民

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
健
全
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
国
民

の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
は
、
地

の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
は
、
地

域
住
民
に
対
し
、
そ
の
地
域
の
現
状
や
特
性
、
管
内
各
市
町
村
が
構
築
す
る
地

域
住
民
に
対
し
、
管
内
各
市
町
村
が
構
築
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
目

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
目
指
す
方
向
や
そ
の
た
め
の
取
組
や
市
町
村
に
対
す

指
す
方
向
や
市
町
村
に
対
す
る
都
道
府
県
と
し
て
の
支
援
内
容
に
つ
い
て
、
当

る
都
道
府
県
と
し
て
の
支
援
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
計
画
及
び
各
年
度
に
お
け

該
計
画
の
公
表
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
幅
広
く
地
域
の
関
係
者
の
理
解
を
広
げ

る
当
該
計
画
の
達
成
状
況
な
ど
の
公
表
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
幅
広
く
地
域
の

、
多
様
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
進
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
が
重
要

関
係
者
の
理
解
を
広
げ
、
多
様
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
進
め
る
た
め
の
普
及
啓

で
あ
る
。

発
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価

(三)

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ

の
達
成
状
況
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
へ
の
自
立
支
援
の
効
果
、
地
域
に
お
け
る

日
常
生
活
の
継
続
の
状
況
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
の
都
道

府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
状
況
を
分
析
し
、
か
つ
、
評
価
す
る
た

め
の
項
目
を
設
定
す
る
等
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項

二

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
は
、

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

１

老
人
福
祉
圏
域

１

老
人
福
祉
圏
域

第
三
の
一
の
７
を
踏
ま
え
た
老
人
福
祉
圏
域
の
範
囲
、
各
老
人
福
祉
圏
域
の
状

第
三
の
一
の
５
を
踏
ま
え
た
老
人
福
祉
圏
域
の
範
囲
、
各
老
人
福
祉
圏
域
の
状

況
等
を
定
め
る
こ
と
。

況
等
を
定
め
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
隣
接
の
都
道
府
県
の
区
域
の
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
隣
接
の
都
道
府
県
の
区
域
の
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
と
の
調
整
の
経
緯
、
当
該
区
域
の
状
況
等
を
盛
り

あ
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
と
の
調
整
の
経
緯
、
当
該
区
域
の
状
況
等
を
盛
り

込
む
こ
と
。

込
む
こ
と
。

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

２

各
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

市
町
村
が
推
計
し
た
見
込
み
等
を
基
に
各
年
度
に
お
け
る
都
道
府
県
全
域
及
び

市
町
村
が
推
計
し
た
見
込
み
等
を
基
に
各
年
度
に
お
け
る
都
道
府
県
全
域
及
び

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
に
お
け
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
に
お
け
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等

」
と
い
う
。
）
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
、
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必

」
と
い
う
。
）
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
、
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必

要
入
所
定
員
総
数
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護

入
所
定
員
総
数
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
療

療
養
型
医
療
施
設
の
療
養
病
床
等
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
）
並
び
に
介
護
給

養
型
医
療
施
設
の
療
養
病
床
等
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
）
並
び
に
介
護
給
付

付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
算

算
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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そ
の
際
、
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
、
各
年
度
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活

そ
の
際
、
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
、
各
年
度
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
介
護
専
用
型
特
定
施
設
以
外
の
特
定
施
設
（
以
下
「
混
合
型
特
定
施
設
」

介
護
（
介
護
専
用
型
特
定
施
設
以
外
の
特
定
施
設
（
以
下
「
混
合
型
特
定
施
設
」

と
い
う
。
）
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者

と
い
う
。
）
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で

生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

こ
の
場
合
、
多
様
な
経
営
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
し
、
利

こ
の
場
合
、
多
様
な
経
営
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
し
、
利

用
者
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
な
環
境

用
者
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
な
環
境

を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設

を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
も
、
各
市
町
村
の
要
介
護
者
等
の
実
態
を
踏
ま
え
て

入
居
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
も
、
各
市
町
村
の
要
介
護
者
等
の
実
態
を
踏
ま
え
て

需
要
を
的
確
に
把
握
し
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
量
を
見
込
む

需
要
を
的
確
に
把
握
し
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
量
を
見
込
む

よ
う
に
す
る
こ
と
。

よ
う
に
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
大
都
市
部
に
お
い
て
、
他
の
老
人
福
祉
圏
域
と
の
間
で
特
別
養
護
老

さ
ら
に
、
大
都
市
部
に
お
い
て
、
他
の
老
人
福
祉
圏
域
と
の
間
で
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
の
調
整
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
調
整
内
容
を

人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
の
調
整
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
調
整
内
容
を

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
調
整
の
考
え
方
を
示

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
定
め
る
と
と
も
に
、
調
整
の
考
え
方
を
示

す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

加
え
て
大
都
市
部
に
お
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
自
治
体
間
の
つ
な
が
り

加
え
て
大
都
市
部
に
お
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
自
治
体
間
の
つ
な
が
り

が
強
い
等
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
他
の
都
道
府
県
内
の
要
介
護
被
保
険
者
に
係
る

が
強
い
等
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
他
の
都
道
府
県
内
の
要
介
護
被
保
険
者
に
係
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
必
要
人
数
を
双
方
の
都
道
府
県
が
把
握
し
、
都

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
必
要
人
数
を
双
方
の
都
道
府
県
が
把
握
し
、
都

道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
必
要
入
所
定
員
総
数
の
調
整
を
行
っ
た
場
合
は
、
双
方

道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
必
要
入
所
定
員
総
数
の
調
整
を
行
っ
た
場
合
は
、
双
方

の
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
そ
の
調
整
内
容
を
定
め
る
と
と
も
に
、

の
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
そ
の
調
整
内
容
を
定
め
る
と
と
も
に
、

調
整
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
居
者
本
人
の
意
思

調
整
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
居
者
本
人
の
意
思

の
尊
重
が
大
前
提
で
あ
り
、
重
度
の
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
本
人
の
意
思

の
尊
重
が
大
前
提
で
あ
り
、
重
度
の
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
本
人
の
意
思

に
か
か
わ
ら
ず
家
族
や
地
域
と
切
り
離
さ
れ
て
他
の
都
道
府
県
の
施
設
に
入
所
さ

に
か
か
わ
ら
ず
家
族
や
地
域
と
切
り
離
さ
れ
て
他
の
都
道
府
県
の
施
設
に
入
所
さ

せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、
計
画
の
実
行
に
は
十
分
な
配
慮

せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、
計
画
の
実
行
に
は
十
分
な
配
慮

を
す
る
こ
と
。

を
す
る
こ
と
。

な
お
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総

な
お
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総

数
（
混
合
型
特
定
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
た
場
合
は
、
そ
の
必
要
利

数
（
混
合
型
特
定
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
た
場
合
は
、
そ
の
必
要
利

用
定
員
総
数
を
含
む
。
）
及
び
介
護
保
険
施
設
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
に
は

用
定
員
総
数
を
含
む
。
）
及
び
介
護
保
険
施
設
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
に
は

、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入

、
医
療
療
養
病
床
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
等
を
提
供
す
る
施
設
、
混
合
型
特
定
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設
（

居
者
生
活
介
護
等
を
提
供
す
る
施
設
、
混
合
型
特
定
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設
（

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
）
に
転
換
す
る
場
合
、
介
護
老
人
保
健
施

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
）
に
転
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換

設
（
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
末
ま
で
に
介
護
療
養
型
医
療

に
伴
う
利
用
定
員
又
は
入
所
定
員
の
増
加
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

施
設
及
び
医
療
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
て
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行

う
施
設
と
し
て
許
可
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
が
介
護
保
険
施
設
（
介
護
医
療

院
に
限
る
。
）
に
転
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換
に
伴
う
利
用
定
員
又
は
入
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所
定
員
の
増
加
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
各
年
度
に
お
け
る
医
療
療
養
病
床
か
ら
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換
分

ま
た
、
各
年
度
に
お
け
る
医
療
療
養
病
床
か
ら
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換
分

に
係
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
介

に
係
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
介

護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
け
る
主
に
介
護
を
必
要

護
保
険
事
業
支
援
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
け
る
主
に
介
護
を
必
要

と
す
る
高
齢
者
が
利
用
し
て
い
る
医
療
療
養
病
床
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
高
齢
者
の

と
す
る
高
齢
者
が
利
用
し
て
い
る
医
療
療
養
病
床
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
高
齢
者
の

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
医
療
療
養
病
床
を
有

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
医
療
療
養
病
床
を
有

す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
を
把
握
し
た
上
で
、
介

す
る
医
療
機
関
の
介
護
保
険
施
設
等
へ
の
転
換
の
予
定
等
を
把
握
し
た
上
で
、
介

護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に
含
め
て
定
め
る
こ
と
。

護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
に
含
め
て
定
め
る
こ
と
。

３

市
町
村
が
行
う
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
、
要

（
新
設
）

介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の

防
止
及
び
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
へ
の
取
組
へ
の
支
援
に
関
す
る

取
組
及
び
目
標
設
定

市
町
村
が
行
う
、
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援

(一)
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は

悪
化
の
防
止
へ
の
取
組
へ
の
支
援
に
関
す
る
取
組
及
び
目
標
設
定

高
齢
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
や
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
、
要

介
護
状
態
等
の
軽
減
、
悪
化
の
防
止
と
い
っ
た
介
護
保
険
制
度
の
理
念
を
踏
ま

え
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
具
体
的
な
取
組
を
進
め

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
二
千
十
七
年
（
平
成

二
十
九
年
）
の
法
改
正
に
お
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
基
本
的

記
載
事
項
と
し
て
、
「
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支

援
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く

は
悪
化
の
防
止
に
関
し
、
市
町
村
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
」
と

そ
の
目
標
に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事

業
支
援
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項
と
し
て
、
市
町
村
の
取
組
へ
の
支
援
に
関
す

る
都
道
府
県
の
取
組
と
そ
の
目
標
に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。ま

た
、
介
護
給
付
を
必
要
と
す
る
受
給
者
を
適
切
に
認
定
し
、
受
給
者
が
真

に
必
要
と
す
る
過
不
足
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
、
事
業
者
が
適
切
に
提
供
す
る
よ

う
促
す
こ
と
で
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
費
用
の
効

率
化
を
通
じ
て
介
護
保
険
制
度
へ
の
信
頼
を
高
め
、
持
続
可
能
な
介
護
保
険
制

度
の
構
築
に
資
す
る
よ
う
、
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
を
進
め
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
二
千
十
七
年
（
平
成
二
十
九
年

）
の
法
改
正
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
介
護
保
険
事
業
計
画
の
基
本
的
記
載
事
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項
と
し
て
、
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
に
関
し
、
市
町
村
の
取
組

と
そ
の
目
標
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
介
護
保
険

事
業
支
援
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項
と
し
て
、
市
町
村
の
取
組
へ
の
支
援
に
関

す
る
都
道
府
県
の
取
組
と
そ
の
目
標
に
関
す
る
事
項
を
追
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。市

町
村
の
取
組
へ
の
支
援
と
し
て
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
人
員
体
制
や

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
状
況
等
の
状
況
が
様
々
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
広
域

の
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
特
性
を
活
か
し
た
取
組
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。こ

の
た
め
、
例
え
ば
、
①
都
道
府
県
内
外
の
先
進
事
例
の
収
集
と
情
報
提
供

、
②
地
域
包
括
ケ
ア
「
見
え
る
化
」
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
管
内
市
町
村
の
要

介
護
認
定
率
や
介
護
給
付
費
等
の
分
析
等
を
通
じ
た
多
角
的
な
地
域
課
題
の
把

握
の
支
援
、
③
市
町
村
職
員
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
、
④
地
域
ケ
ア
会
議
へ

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
種
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
都
道
府
県
下
の
関

係
職
能
団
体
と
の
調
整
、
と
い
っ
た
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
限
ら
ず

、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様
な
取
組
を
構
想
し
、
そ
の
取
組
内
容
と
目
標
に

つ
い
て
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
。

こ
れ
ら
目
標
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
に
よ
る
様
々
な
取
組
の
達
成
状
況
を
評

価
で
き
る
よ
う
、
数
値
目
標
等
の
客
観
的
な
目
標
を
設
定
す
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
。

な
お
、
こ
う
し
た
取
組
は
、
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
阻
害
に
つ
な
が
ら

な
い
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

市
町
村
が
行
う
、
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
へ
の
取
組
へ
の
支

(二)
援
に
関
す
る
取
組
及
び
目
標
設
定

市
町
村
の
取
組
へ
の
支
援
に
関
す
る
目
標
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村

と
支
援
内
容
等
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

に
お
け
る
目
標
を
十
分
に
踏
ま
え
た
内
容
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
例
え
ば
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
達
成
状
況
を
点
検
し
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
国

保
連
合
会
と
連
携
し
、
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
い
う
取
組
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
に
係
る
国
保
連
合
会
へ
の
委

託
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
内
の
過
誤
調
整
の
処
理
基
準
が
統
一
さ
れ
る
こ
と

で
、
よ
り
正
確
な
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
内
の
全
市
町
村
が

国
保
連
合
会
に
委
託
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
い
う
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
に
限
ら
ず
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様
な
取
組
を
構
想
し
、
そ
の
取
組
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内
容
と
目
標
に
つ
い
て
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と

。
な
お
、
介
護
給
付
の
適
正
化
へ
の
支
援
に
関
し
て
は
、
都
道
府
県
介
護
給
付

適
正
化
計
画
を
別
に
策
定
す
る
こ
と
で
も
、
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
適

正
化
計
画
を
別
に
定
め
る
旨
記
載
し
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と

整
合
の
図
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

老
人
福
祉
圏
域
を
単
位
と
す
る
広
域
的
調
整

３

老
人
福
祉
圏
域
を
単
位
と
す
る
広
域
的
調
整

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
又
は
予
防
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
給
付
又
は
予
防
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
の
う
ち
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ス
等
の
う
ち
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
４
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
量
の
見
込

ー
ビ
ス
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
量
の
見
込

み
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
は
市
町
村
と
意
見
を
交
換
し
て
、
老
人
福
祉
圏
域
を

み
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
は
市
町
村
と
意
見
を
交
換
し
て
、
老
人
福
祉
圏
域
を

単
位
と
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
圏

単
位
と
す
る
広
域
的
調
整
を
図
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
圏

域
を
単
位
と
し
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
市

域
を
単
位
と
し
て
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
市

町
村
の
取
組
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
各
年
度
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者

町
村
の
取
組
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
各
年
度
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
種
類
ご
と
の
必
要
利
用

生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
種
類
ご
と
の
必
要
利
用

定
員
総
数
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
つ
い
て

定
員
総
数
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
つ
い
て

は
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者

は
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
の
種
類
ご
と
の
利
用
定
員
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
入
所

生
活
介
護
の
種
類
ご
と
の
利
用
定
員
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
入
所

定
員
総
数
の
現
状
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特

定
員
総
数
の
現
状
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
及
び
混
合
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
並
び
に
介
護
保
険
施
設
相
互
間
の
利
用
定
員
及
び
入
所

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
並
び
に
介
護
保
険
施
設
相
互
間
の
利
用
定
員
及
び
入
所

定
員
総
数
の
均
衡
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
に
配
慮
す
る
こ
と

定
員
総
数
の
均
衡
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
均
衡
等
に
配
慮
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

が
重
要
で
あ
る
。

５

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保

４

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
介
護
保
険

事
業
計
画
に
お
け
る
数
値
を
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
集
計
し
て
、
こ
の
結
果
を
更

事
業
計
画
に
お
け
る
数
値
を
老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
集
計
し
て
、
こ
の
結
果
を
更

に
都
道
府
県
全
域
で
集
計
し
た
結
果
が
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に

に
都
道
府
県
全
域
で
集
計
し
た
結
果
が
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に

お
け
る
数
値
と
一
致
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
と
調
整
す
る
こ
と
が
重

お
け
る
数
値
と
一
致
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
と
調
整
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

特
に
、
市
町
村
が
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
掲
げ
る
介
護
給
付
等

対
象
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
と
、
都
道
府
県
が
医
療
計
画
に
お
い
て
掲
げ
る
在
宅
医

療
の
整
備
目
標
に
つ
い
て
整
合
的
な
も
の
と
し
、
医
療
・
介
護
の
提
供
体
制
を
一

体
的
に
整
備
し
て
い
く
た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業

計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
任
意
記
載
事
項

三

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
任
意
記
載
事
項

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
よ

都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
よ
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う
努
め
る
事
項
は
、
一
（
６
及
び
７
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲

う
努
め
る
事
項
は
、
一
（
５
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

げ
る
事
項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

１

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
項

１

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
項

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
の
た
め
、
今
後
、
市
町
村
が
重
点
的
に
取
り

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
の
た
め
、
今
後
、
市
町
村
が
重
点
的
に
取
り

組
む
こ
と
が
必
要
な
①
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
、
②
認
知
症
施
策
の
推
進

組
む
こ
と
が
必
要
な
①
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
、
②
認
知
症
施
策
の
推
進

、
③
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進
、
④
介
護
予
防
の
推

、
③
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進
、
④
介
護
予
防
の
推

進
、
⑤
高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
市
町
村
へ
の
後

進
、
⑤
高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
市
町
村
へ
の
後

方
支
援
と
し
て
取
り
組
む
事
項
を
計
画
に
位
置
付
け
、
そ
の
事
業
内
容
等
に
つ
い

方
支
援
と
し
て
取
り
組
む
事
項
を
計
画
に
位
置
付
け
、
そ
の
事
業
内
容
等
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
、
専
門
職
の
派
遣
や
好
事
例
の
情
報
提
供
等
市
町
村
が
行
う
高
齢
者
の

そ
の
際
、
専
門
職
の
派
遣
や
好
事
例
の
情
報
提
供
等
市
町
村
が
行
う
高
齢
者
の

自
立
支
援
に
資
す
る
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
の
た
め
の
地
域
ケ
ア
会
議
の
推

自
立
支
援
に
資
す
る
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
の
た
め
の
地
域
ケ
ア
会
議
の
推

進
、
総
合
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
の
う
ち
都
道
府
県
が
指
定
権
限
を
持
つ
介
護

進
、
総
合
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
の
う
ち
都
道
府
県
が
指
定
権
限
を
持
つ
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
や
各
種
研
修
等
総
合
事
業
の

保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
や
各
種
研
修
等
総
合
事
業
の

推
進
に
関
す
る
支
援
策
も
併
せ
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

推
進
に
関
す
る
支
援
策
も
併
せ
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
せ
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
目
指
す
こ
と
が
必
要

ま
た
、
地
域
の
創
意
工
夫
を
生
か
せ
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
目
指
す
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
今
後
、
医
療
及
び
介
護
の
提
供
体
制
の
整
備
を
、
住
宅
や
居
住
に
係
る

で
あ
り
、
今
後
、
医
療
及
び
介
護
の
提
供
体
制
の
整
備
を
、
地
域
の
将
来
の
姿
を

施
策
と
の
連
携
も
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
将
来
の
姿
を
踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り

踏
ま
え
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

」
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

(一)

(一)

在
宅
医
療
の
提
供
体
制
の
充
実
に
係
る
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
と
役
割

在
宅
医
療
の
提
供
体
制
の
充
実
に
係
る
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
と
役
割

分
担
に
つ
い
て
、
医
療
計
画
を
推
進
し
て
い
く
中
で
改
め
て
明
確
に
し
た
上
で

分
担
に
つ
い
て
、
医
療
計
画
を
推
進
し
て
い
く
中
で
改
め
て
明
確
に
し
た
上
で

、
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

、
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
を
推
進
す
る
た
め
に
、
在
宅
医
療
を
は
じ
め
と
し
た

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
を
推
進
す
る
た
め
に
、
在
宅
医
療
・
介
護
の
関
係
者

広
域
的
な
医
療
資
源
に
関
す
る
情
報
提
供
、
医
療
と
介
護
の
連
携
に
関
す
る
実

か
ら
な
る
会
議
の
設
置
、
都
道
府
県
と
し
て
実
施
す
る
在
宅
医
療
・
介
護
連
携

態
把
握
及
び
分
析
、
在
宅
医
療
・
介
護
の
関
係
者
か
ら
な
る
会
議
の
設
置
、
都

の
推
進
の
た
め
の
人
材
育
成
等
の
研
修
会
の
開
催
、
都
道
府
県
医
師
会
と
の
連

道
府
県
と
し
て
実
施
す
る
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
の
た
め
の
人
材
育
成

携
及
び
調
整
、
医
療
機
関
と
地
域
の
介
護
関
係
者
及
び
医
療
関
係
者
と
の
連
携

等
の
研
修
会
の
開
催
、
医
療
・
介
護
関
係
団
体
と
の
連
携
及
び
調
整
、
切
れ
目

等
の
広
域
で
の
調
整
が
必
要
な
事
項
、
小
規
模
市
町
村
が
複
数
の
市
町
村
で
共

の
な
い
在
宅
医
療
・
介
護
の
提
供
体
制
整
備
へ
の
支
援
、
入
退
院
時
に
お
け
る

同
事
業
を
行
う
際
の
支
援
等
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
市
町
村
へ
の

医
療
機
関
職
員
と
介
護
支
援
専
門
職
員
の
連
携
等
広
域
的
な
医
療
機
関
と
地
域

具
体
的
な
支
援
策
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

の
介
護
関
係
者
と
の
連
携
及
び
調
整
、
小
規
模
市
町
村
が
複
数
の
市
町
村
で
共

同
事
業
を
行
う
際
の
支
援
等
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
都
道
府
県
医

師
会
等
と
の
連
携
や
保
健
所
の
活
用
を
含
め
た
市
町
村
へ
の
具
体
的
な
支
援
策

を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

認
知
症
施
策
の
推
進

認
知
症
施
策
の
推
進

(二)

(二)

都
道
府
県
は
、
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
認
知
症
の
容
態
の
変
化
に
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応
じ
て
適
時
・
適
切
に
切
れ
目
な
く
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
る
循
環
型
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
、
医
療
や
介
護
に
携
わ

る
者
の
認
知
症
対
応
力
の
向
上
の
た
め
の
取
組
や
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
指

導
助
言
等
を
行
う
者
の
育
成
の
た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
以
下
の
取
組
に
つ
い
て
、
認
知
症
施
策
に
関
す
る
各
年
度
に
お

都
道
府
県
は
、
以
下
の
取
組
に
つ
い
て
、
認
知
症
施
策
に
関
す
る
各
年
度
に

け
る
具
体
的
な
計
画
（
事
業
内
容
、
実
施
（
配
置
）
予
定
数
、
受
講
予
定
人
数

お
け
る
具
体
的
な
計
画
（
事
業
内
容
、
実
施
（
配
置
）
予
定
数
、
受
講
予
定
人

等
）
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

数
等
）
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
の
三
の
１
の

に
掲
げ
る
市
町
村
の
取
組
も
含
め
た
都
道
府
県

ま
た
、
第
二
の
三
の
１
の

に
掲
げ
る
市
町
村
の
取
組
も
含
め
た
都
道
府
県

(二)

(二)

全
体
の
計
画
を
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
町
村
へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ
と

全
体
の
計
画
を
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
町
村
へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
早
期
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
精
神
疾
患
の
医

な
お
、
早
期
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
精
神
疾
患
の
医

療
体
制
の
構
築
に
係
る
指
針
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

療
体
制
の
構
築
に
係
る
指
針
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

イ

早
期
診
断
・
早
期
対
応
を
行
う
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
等
の
医
療
機

イ

早
期
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
整
備

関
や
連
携
体
制
の
整
備

ロ

か
か
り
つ
け
医
に
対
す
る
認
知
症
対
応
力
向
上
の
た
め
の
研
修
の
実
施
及

ロ

か
か
り
つ
け
医
・
病
院
従
事
者
に
対
す
る
認
知
症
対
応
力
向
上
の
た
め
の

び
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
の
養
成
と
活
用

研
修
の
実
施

ハ

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
の
養
成

ハ

病
院
従
事
者
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
に
対
す
る
認
知
症
対
応

力
向
上
の
た
め
の
研
修
の
実
施

ニ

若
年
性
認
知
症
施
策
の
実
施

ホ

認
知
症
ケ
ア
に
携
わ
る
介
護
人
材
の
育
成
（
認
知
症
介
護
実
践
者
、
認
知

症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
及
び
認
知
症
介
護
指
導
者
）

ニ

認
知
症
ケ
ア
に
携
わ
る
介
護
人
材
の
育
成
（
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
、

認
知
症
介
護
実
践
リ
ー
ダ
ー
研
修
、
認
知
症
介
護
指
導
者
研
修
及
び
認
知
症

介
護
基
礎
研
修
）

ホ

若
年
性
認
知
症
施
策
の
実
施
（
相
談
支
援
、
関
係
者
の
連
携
の
た
め
の
体

制
整
備
、
居
場
所
づ
く
り
、
就
労
・
社
会
参
加
支
援
等
様
々
な
分
野
に
わ
た

る
支
援
）

ヘ

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
法
や
基
本
計
画
に
基
づ
く
権
利
擁
護
の
取
組
の

ヘ

市
民
後
見
人
の
育
成
、
支
援
組
織
の
体
制
整
備

推
進
、
市
民
後
見
人
の
育
成
・
活
用
、
支
援
組
織
の
体
制
整
備

ト

広
域
の
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

チ

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
と
活
用
そ
の
他
都
道
府
県
が
行
う
認
知
症
の

ト

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成
と
普
及
そ
の
他
都
道
府
県
が
行
う
認
知
症
の

人
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
に
関
す
る
取
組

人
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
に
関
す
る
取
組

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
の
推
進

(三)

(三)

第
二
の
三
の
１
の

に
掲
げ
る
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の

第
二
の
三
の
１
の

に
掲
げ
る
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の

(三)

(三)
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た
め
取
組
を
進
め
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実
に
関
す
る
こ
と
等
、
地
域

た
め
取
組
を
進
め
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実
に
関
す
る
こ
と
等
、
地
域

に
お
け
る
日
常
生
活
支
援
の
充
実
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ

に
お
け
る
日
常
生
活
支
援
の
充
実
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

と
が
重
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
市
町
村
と
連
携
し
地
域
の
日
常
生
活
支
援
体
制
の
基
盤
整
備

具
体
的
に
は
、
市
町
村
と
連
携
し
地
域
の
日
常
生
活
支
援
体
制
の
基
盤
整
備

を
推
進
す
る
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
の
養

を
推
進
す
る
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
養
成
、
市
町
村
・
N
P
O
・
ボ

成
、
市
町
村
・
N
P
O
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
民
間
事
業
者
等
を
対
象
と
し
た
普

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
民
間
事
業
者
等
を
対
象
と
し
た
普
及
啓
発
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ

及
啓
発
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
修
会
の
開
催
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防

ウ
ム
や
研
修
会
の
開
催
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
者
の
ネ
ッ

サ
ー
ビ
ス
を
担
う
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
好
事
例
の
発
信
等
、
広
域
的
な
視

ト
ワ
ー
ク
化
、
好
事
例
の
発
信
等
、
広
域
的
な
視
点
か
ら
市
町
村
の
取
組
を
支

点
か
ら
市
町
村
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
総
合
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
市
町
村
の
圏
域
を
ま
た
が
っ
て

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道
府
県
は
、
管
内
市
町

村
の
状
況
を
把
握
の
上
、
適
宜
、
必
要
な
広
域
的
調
整
に
関
す
る
助
言
を
行
う

こ
と
が
望
ま
し
い
。

地
域
ケ
ア
会
議
の
推
進

（
新
設
）

(四)

第
二
の
三
の
１
の

に
掲
げ
る
地
域
ケ
ア
会
議
の
推
進
に
つ
い
て
、
市
町
村

(四)

へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
域
ケ
ア
会
議

の
適
切
な
運
営
に
か
か
る
市
町
村
職
員
の
研
修
の
実
施
、
関
係
す
る
職
能
団
体

と
の
調
整
、
構
成
員
と
な
る
専
門
職
に
対
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
の
趣
旨
等
に
関

す
る
説
明
会
の
実
施
、
好
事
例
の
発
信
等
、
市
町
村
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

介
護
予
防
の
推
進

介
護
予
防
の
推
進

(五)

(四)

介
護
予
防
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
介
護
部
門
と
衛
生
部
門
が

介
護
予
防
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
介
護
部
門
と
衛
生
部
門
が

連
携
し
な
が
ら
、
広
域
的
な
立
場
か
ら
、
市
町
村
の
介
護
予
防
の
取
組
の
評
価

連
携
し
な
が
ら
、
広
域
的
な
立
場
か
ら
、
市
町
村
の
介
護
予
防
の
取
組
の
評
価

、
例
え
ば
都
道
府
県
医
師
会
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
の
広
域
調
整

関
す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
の
広
域
調
整
、
関
係
機
関
間
の
調
整
、
管

、
関
係
機
関
間
の
調
整
、
管
内
市
町
村
の
取
組
に
係
る
情
報
収
集
・
提
供
、
介

内
市
町
村
の
取
組
に
係
る
情
報
収
集
・
提
供
、
介
護
予
防
の
取
組
や
保
健
事
業

護
予
防
の
取
組
や
保
健
事
業
に
従
事
す
る
者
の
人
材
育
成
等
の
市
町
村
へ
の
支

に
従
事
す
る
者
の
人
材
育
成
等
の
市
町
村
へ
の
支
援
策
を
定
め
る
こ
と
が
重
要

援
策
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

で
あ
る
。

高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携

高
齢
者
の
居
住
安
定
に
係
る
施
策
と
の
連
携

(六)

(五)

住
ま
い
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
地

住
ま
い
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
地

域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、
か

域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
住
ま
い
が
提
供
さ
れ
、
か

つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

つ
、
そ
の
中
で
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
個
人
の
尊
厳
が
確
保
さ

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提

れ
た
生
活
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
、
保
健
、
医
療
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
る
前
提
と
な
る
。

供
さ
れ
る
前
提
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
持
家
や
賃
貸
住
宅
の
住
宅
改
修
支
援
に
加
え
、
生
活
指
導
・
相

こ
の
た
め
、
持
家
や
賃
貸
住
宅
の
住
宅
改
修
支
援
に
加
え
、
生
活
指
導
・
相
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談
、
安
否
の
確
認
、
一
時
的
な
家
事
援
助
、
緊
急
時
対
応
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

談
、
安
否
の
確
認
、
一
時
的
な
家
事
援
助
、
緊
急
時
対
応
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
加
齢
対
応
構
造
等
を
備
え

供
す
る
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
加
齢
対
応
構
造
等
を
備
え

た
公
営
住
宅
そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す

た
公
営
住
宅
そ
の
他
の
高
齢
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す

る
供
給
目
標
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
市
町
村
と
連
携
を
図
り
定
め
る
こ

る
供
給
目
標
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
市
町
村
と
連
携
を
図
り
定
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
、
生
活
困
窮
者
や
社
会
的
に
孤
立
す
る
高
齢
者
等
多
様
な
生
活

ま
た
、
今
後
、
生
活
困
窮
者
や
社
会
的
に
孤
立
す
る
高
齢
者
等
多
様
な
生
活

課
題
を
抱
え
る
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
十
五
歳
以
上
の

課
題
を
抱
え
る
高
齢
者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
十
五
歳
以
上
の

者
で
あ
っ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護

者
で
あ
っ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者

が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指

が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指

導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や

導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や

、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日

、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日

常
生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に

常
生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に

つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
が

つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
居
住
支
援
協
議
会
等
の
場
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
入

居
支
援
と
入
居
後
の
生
活
支
援
の
体
制
を
整
備
し
つ
つ
、
低
廉
な
家
賃
の
住
ま

い
を
活
用
し
た
高
齢
者
の
居
住
の
確
保
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

２

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
に
お
け
る
生
活
環
境
の

２

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
に
お
け
る
生
活
環
境
の

改
善
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

改
善
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の

介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の

(一)

(一)

施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

今
後
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
に
と

今
後
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
に
と

っ
て
最
も
身
近
な
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量

っ
て
最
も
身
近
な
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
在
宅
と
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
日
常
生
活
圏
域
に
お
い
て
必
要
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ

の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
日
常
生
活
圏
域
に
お
い
て
必
要
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
基
盤
全
体
の
整
備
に
関
す
る
目
標
を
立
て
、
計
画
的
に
整
備
し
て
い
く
こ
と

ス
基
盤
全
体
の
整
備
に
関
す
る
目
標
を
立
て
、
計
画
的
に
整
備
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。

と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
支
援
及

し
た
が
っ
て
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
支
援
及

び
情
報
提
供
並
び
に
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
整
備
す
べ
き
施
設
等
以
外
の
広

び
情
報
提
供
並
び
に
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
整
備
す
べ
き
施
設
等
以
外
の
広

域
的
な
施
設
等
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

域
的
な
施
設
等
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
に
よ
る
施
設
等
の
整
備
で
あ
っ
て
も
、
特
別
養
護
老
人
ホ

た
だ
し
、
市
町
村
に
よ
る
施
設
等
の
整
備
で
あ
っ
て
も
、
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
設
置
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
申
請
に
係
る
特
別
養
護
老

ー
ム
の
設
置
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
申
請
に
係
る
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
含
む
老
人
福
祉
圏
域
の
入
所
定
員
総
数
が
、
当
該
老
人

人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
含
む
老
人
福
祉
圏
域
の
入
所
定
員
総
数
が
、
当
該
老
人

福
祉
圏
域
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
と
き
等
は
、
当
該
認
可

福
祉
圏
域
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
と
き
等
は
、
当
該
認
可

を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の

を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
都
道
府
県
の
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方
針
と
市
町
村
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
つ
い
て
、
事
前
に
十
分
な
連
携

方
針
と
市
町
村
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
つ
い
て
、
事
前
に
十
分
な
連
携

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
広
域
的
な
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
広
域
的
な
利
用
に
資
す
る

ま
た
、
広
域
的
な
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
広
域
的
な
利
用
に
資
す
る

も
の
で
あ
る
一
方
、
施
設
が
設
置
さ
れ
る
市
町
村
の
住
民
に
よ
る
施
設
利
用
及

も
の
で
あ
る
一
方
、
施
設
が
設
置
さ
れ
る
市
町
村
の
住
民
に
よ
る
施
設
利
用
及

び
費
用
負
担
の
増
大
に
も
つ
な
が
り
得
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
の
規
定
に
基
づ
き

び
費
用
負
担
の
増
大
に
も
つ
な
が
り
得
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
の
規
定
に
基
づ
き

、
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
市
町
村
介
護
保
険

、
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
市
町
村
介
護
保
険

事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
い
、
各
市
町
村
に
お

事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
い
、
各
市
町
村
に
お

け
る
整
備
目
標
と
そ
の
需
要
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
で

け
る
整
備
目
標
と
そ
の
需
要
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
に
係
る
計
画
に
関
す
る
事
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
に
係
る
計
画
に
関
す
る
事
項

(二)

(二)

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
、
第
三
の
一
の
５
の

に
掲
げ
る
参
酌
標
準
を
参
考

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
、
第
三
の
一
の
２
の

に
掲
げ
る
参
酌
標
準
を
参
考

(三)

(三)

と
し
て
、
各
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
の

と
し
て
、
各
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
の

改
修
を
含
め
た
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
に
係
る
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る

改
修
を
含
め
た
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
に
係
る
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
の
推
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
の
推
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

(三)

(三)

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
各
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介

老
人
福
祉
圏
域
ご
と
に
各
年
度
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介

護
保
険
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
の
推
進
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ

護
保
険
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
の
推
進
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
大
規
模
改
修
、
改
築
等
に
合
わ
せ
た
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
へ
の
改
修
の

な
お
、
大
規
模
改
修
、
改
築
等
に
合
わ
せ
た
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
へ
の
改
修
の

推
進
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

推
進
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る

３

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る

事
業
に
関
す
る
事
項

事
業
に
関
す
る
事
項

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
推
進
の
た
め
に
は
、
介
護
人
材
、
在
宅
医

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
推
進
の
た
め
に
は
、
介
護
人
材
、
在
宅
医

療
を
担
う
医
師
や
看
護
師
等
の
医
療
職
、
介
護
支
援
専
門
員
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ

療
を
担
う
医
師
や
看
護
師
等
の
医
療
職
、
介
護
支
援
専
門
員
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
担
い
手
又
は
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進
員
）
等

ス
の
担
い
手
又
は
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
多
様
な
人
材
の
確
保
を
支

の
多
様
な
人
材
の
確
保
を
支
援
す
る
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

援
す
る
方
策
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
特
に
介
護
人
材
の
量
的
な
確

特
に
介
護
人
材
の
量
的
な
確
保
に
つ
い
て
は
、
第
三
の
一
の
５
の

に
お
い
て
推

保
に
つ
い
て
は
、
第
三
の
一
の
２
の

に
お
い
て
推
計
さ
れ
た
介
護
人
材
の
需
給

(一)

(一)

計
さ
れ
た
介
護
人
材
の
需
給
の
状
況
を
踏
ま
え
、
学
卒
者
・
中
高
年
齢
者
や
他
業

の
状
況
を
踏
ま
え
、
福
祉
人
材
確
保
指
針
に
よ
る
取
組
を
参
考
と
し
つ
つ
、
新
規

種
か
ら
の
新
規
参
入
の
促
進
や
離
職
し
た
介
護
福
祉
士
等
の
届
出
制
度
も
活
用
し

参
入
の
促
進
や
潜
在
的
人
材
の
復
職
・
再
就
職
支
援
、
離
職
防
止
・
定
着
の
促
進

た
潜
在
的
人
材
の
復
職
・
再
就
職
支
援
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
や
I
C
T
等
の
活
用
も

等
の
た
め
の
方
策
を
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

含
め
、
事
業
主
に
よ
る
雇
用
環
境
改
善
に
よ
る
離
職
防
止
・
定
着
の
促
進
等
の
た

め
の
方
策
を
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①

具
体
的
な
目
標
（
可
能
な
限
り
定
量
的
な
目
標
値
、
時
期
）
を
掲
げ
る
こ
と

①

具
体
的
な
目
標
（
可
能
な
限
り
定
量
的
な
目
標
値
、
時
期
）
を
掲
げ
る
こ
と

。

。

②

都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
内
の
関
係
団
体
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し

②

都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
内
の
関
係
団
体
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し
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、
人
材
確
保
の
た
め
の
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、

、
人
材
確
保
の
た
め
の
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、

重
点
的
に
取
り
組
む
事
項
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

重
点
的
に
取
り
組
む
事
項
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

③

事
業
ご
と
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、
事
後
評
価
を
行
う
こ
と
で
施
策
を
充
実

・
改
善
し
て
い
く
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る
こ
と
。

④

都
道
府
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業
、
都
道
府
県
看
護
職
員
確
保
セ
ン
タ
ー

③

都
道
府
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業
、
都
道
府
県
看
護
職
員
確
保
セ
ン
タ
ー

（
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
）
事
業
等
も
含
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地

（
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
）
事
業
等
も
含
め
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地

域
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
養
成
、
就
業
の
促
進
等
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

域
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
養
成
、
就
業
の
促
進
等
に
関
す
る
事
項
を
盛
り

込
む
こ
と
。

込
む
こ
と
。

さ
ら
に
、
介
護
人
材
の
資
質
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
介
護
の
世
界
で
生
涯
働

さ
ら
に
、
介
護
人
材
の
資
質
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
介
護
の
世
界
で
生
涯
働

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
支
援
や
事
業
主
に
よ
る
キ
ャ

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
支
援
や
事
業
主
に
よ
る
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
へ
の
支
援
等
の
方
策
や
、
そ
の
具
体
的
な
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
が
重

リ
ア
ア
ッ
プ
へ
の
支
援
等
の
方
策
や
、
そ
の
具
体
的
な
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

ま
た
、
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
介
護
離
職
の
防
止
の
実
現
に
向
け
、

ま
た
、
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
質
向
上
に
向
け
、
介
護
支
援

介
護
に
取
り
組
む
家
族
等
へ
の
支
援
技
術
の
向
上
を
含
め
資
質
の
向
上
を
目
指
し

専
門
員
に
対
す
る
研
修
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
実
施
体
制
を
組
む
と
と
も
に

、
介
護
支
援
専
門
員
に
対
す
る
研
修
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
実
施
体
制
を
組

、
介
護
支
援
専
門
員
が
当
該
研
修
を
円
滑
に
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職

む
と
と
も
に
、
介
護
支
援
専
門
員
が
当
該
研
修
を
円
滑
に
受
講
す
る
こ
と
が
で
き

能
団
体
等
と
の
連
携
を
十
分
に
図
り
つ
つ
、
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
よ
う
、
職
能
団
体
等
と
の
連
携
を
十
分
に
図
り
つ
つ
、
体
制
整
備
を
図
る
こ
と

る
。

が
重
要
で
あ
る
。

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
は
在
宅
医
療
の

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
は
在
宅
医
療
の

提
供
体
制
等
へ
の
関
与
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
人
材
育
成
の
支
援

提
供
体
制
等
へ
の
関
与
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
人
材
育
成
の
支
援

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
と
介
護
の
連
携
体
制
の
構
築
を
進
め
る
た
め
に
、
各
市
町

が
重
要
で
あ
る
。
医
療
と
介
護
の
連
携
体
制
の
構
築
を
進
め
る
た
め
に
、
各
市
町

村
で
中
心
的
役
割
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
や
医
療
と
介
護
に
精
通
し
た
連
携
の
コ
ー
デ

村
で
中
心
的
役
割
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
や
医
療
と
介
護
の
両
分
野
に
精
通
し
、
各
分

ィ
ネ
ー
タ
ー
と
な
る
人
材
育
成
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

野
の
連
携
を
推
進
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
な
る
人
材
育
成
等
に
つ
い
て
記
載

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

訪
問
看
護
職
員
に
つ
い
て
は
訪
問
看
護
推
進
協
議
会
を
設
置
し
、
都
道
府
県
が

訪
問
看
護
職
員
に
つ
い
て
は
訪
問
看
護
推
進
協
議
会
を
設
置
し
、
都
道
府
県
が

主
体
的
に
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
た
め
の
施
策

主
体
的
に
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
た
め
の
施
策

を
策
定
し
、
そ
の
内
容
を
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と

を
策
定
し
、
そ
の
内
容
を
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と

が
望
ま
し
い
。

が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
が
最
新
又
は
高
度
な
医
療
処
置
・
看
護
ケ

ま
た
、
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
が
最
新
又
は
高
度
な
医
療
処
置
・
看
護
ケ

ア
に
関
す
る
知
識
や
技
術
、
在
宅
医
療
に
求
め
ら
れ
る
ケ
ア
の
視
点
や
退
院
支
援

ア
に
関
す
る
知
識
や
技
術
、
在
宅
医
療
に
求
め
ら
れ
る
ケ
ア
の
視
点
や
退
院
支
援

、
地
域
連
携
に
関
す
る
知
識
と
い
っ
た
専
門
性
を
高
め
る
た
め
の
研
修
等
の
実
施

、
地
域
連
携
に
関
す
る
知
識
と
い
っ
た
専
門
性
を
高
め
る
た
め
の
研
修
等
の
実
施

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
研
修
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
研
修
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、

体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め

４

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
支
援
事
業
の
円
滑
な
提
供
を
図
る
た
め

の
事
業
に
関
す
る
事
項

の
事
業
に
関
す
る
事
項
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介
護
保
険
施
設
に
お
い
て
は
、
利
用
者
が
そ
の
要
介
護
状
態
区
分
等
に
応
じ
て

介
護
保
険
施
設
に
お
い
て
は
、
利
用
者
が
そ
の
要
介
護
状
態
区
分
等
に
応
じ
て

最
も
適
切
な
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
希
望
を
最
大
限
に

最
も
適
切
な
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
希
望
を
最
大
限
に

尊
重
し
な
が
ら
、
利
用
者
を
居
宅
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら

尊
重
し
な
が
ら
、
利
用
者
を
居
宅
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
介
護
保
険
施
設
の
入
退
所
（
介
護
保
険
施
設
相
互
間
の
転

れ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
介
護
保
険
施
設
の
入
退
所
（
介
護
保
険
施
設
相
互
間
の
転

所
を
含
む
。
）
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
介
護
保
険
施
設

所
を
含
む
。
）
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
介
護
保
険
施
設

に
関
す
る
情
報
を
住
民
に
提
供
す
る
た
め
の
体
制
整
備
、
介
護
保
険
施
設
相
互
間

に
関
す
る
情
報
を
住
民
に
提
供
す
る
た
め
の
体
制
整
備
、
介
護
保
険
施
設
相
互
間

の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な

の
連
携
の
確
保
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な

提
供
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

提
供
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
方
策
と
し
て

な
お
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
方
策
と
し
て

、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整

、
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
援
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整

備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

備
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
お
け
る
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施

ま
た
、
市
町
村
に
お
け
る
予
防
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
支
援
事
業
の
実
施

に
関
す
る
効
果
の
評
価
等
を
行
う
な
ど
、
市
町
村
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
効
果
の
評
価
等
を
行
う
な
ど
、
市
町
村
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス

又
は
事
業
が
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
に
関
す
る

又
は
事
業
が
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
に
関
す
る

事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症

さ
ら
に
、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症

の
高
齢
者
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
よ
う
な
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
て
も

の
高
齢
者
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
よ
う
な
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
て
も

、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

、
可
能
な
限
り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
全
般
を
毎
日
複
数
回
の
柔
軟

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
全
般
を
毎
日
複
数
回
の
柔
軟

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
り
支
え
る
こ
と
が
可
能
な
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
り
支
え
る
こ
と
が
可
能
な
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
等
の
重
要
性
に
留
意
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
市
町
村
や
居
宅

問
介
護
看
護
等
の
重
要
性
に
留
意
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
市
町
村
や
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
、
医
療
機
関
等
に
対
す
る
周
知
啓
発
等
、
市
町
村
に
お
い
て
地

介
護
支
援
事
業
者
、
医
療
機
関
等
に
対
す
る
周
知
啓
発
等
、
市
町
村
に
お
い
て
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
に
関
す
る

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
に
関
す
る

事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

５

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
等
が
適
切
か

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
等
が
適
切
か

つ
円
滑
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
法
第
五
章
第
十

つ
円
滑
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
法
第
五
章
第
十

節
の
規
定
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
係
る
体
制
の
整
備
を
は
じ
め
と

節
の
規
定
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
係
る
体
制
の
整
備
を
は
じ
め
と

す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

そ
の
際
、
高
齢
者
本
人
や
そ
の
家
族
等
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
実
際
に
利
用
し
、

又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
制
度
が
認
知
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
を
通
じ
て
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
等
、
地
域
住
民
等
に
対
し
て
幅
広
く
継
続
的
に
普
及
・
啓

発
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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第
七
期
に
お
い
て
は
、
介
護
人
材
の
確
保
が
重
要
と
な
る
中
、
各
事
業
所
に
お

第
六
期
に
お
い
て
は
、
介
護
人
材
の
確
保
が
重
要
と
な
る
中
、
各
事
業
所
に
お

け
る
雇
用
管
理
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
現
行
の
従
業
者
等
に

け
る
雇
用
管
理
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
現
行
の
従
業
者
等
に

関
す
る
情
報
公
表
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
事
業
所
が
円
滑
に
情
報
発
信
で
き
る
よ

関
す
る
情
報
公
表
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
事
業
所
が
円
滑
に
情
報
発
信
で
き
る
よ

う
都
道
府
県
の
積
極
的
な
取
組
が
重
要
で
あ
る
。

う
都
道
府
県
の
積
極
的
な
取
組
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
通
所
介
護
等
の
設
備
を
利
用
し
て
提
供
し
て
い
る
法
定
外
の
宿
泊
サ
ー

ま
た
、
通
所
介
護
の
設
備
を
利
用
し
て
提
供
し
て
い
る
法
定
外
の
宿
泊
サ
ー
ビ

ビ
ス
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
担
保
の
観
点
か
ら
、
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
で

ス
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
担
保
の
観
点
か
ら
、
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
で
の

の
公
表
を
す
る
こ
と
。

公
表
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
市
町
村
が
新
た
に
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

さ
ら
に
、
市
町
村
が
新
た
に
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
と
配
食
や
見
守
り
等
の
生
活
支
援
の
情
報
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の

タ
ー
と
配
食
や
見
守
り
等
の
生
活
支
援
の
情
報
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
市
町
村
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま

実
情
に
応
じ
て
市
町
村
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
。

し
い
。

６

介
護
給
付
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
は
、
第
三
期
介
護
給
付
適
正
化
計
画
に
関
す
る
指
針
や
市
町
村
の
取

組
目
標
等
を
参
考
に
都
道
府
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
都
道
府
県
介

護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
介
護
給
付
適
正
化
計
画
を
定
め
る
旨
を
記
載
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
達
成
状
況
を
点
検
し

、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て

国
保
連
合
会
と
連
携
し
、
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
縦
覧
点
検
・
医
療
情
報
と
の
突
合
に
係
る
国
保
連
合
会
へ
の
委
託
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
内
の
過
誤
調
整
の
処
理
基
準
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り

正
確
な
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
内
の
全
市
町
村
が
国
保
連
合
会

に
委
託
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

６

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

７

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
図
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
事
項

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い
る
患

療
養
病
床
の
円
滑
な
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い
る
患

者
、
住
民
及
び
医
療
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
相
談
へ
の

者
、
住
民
及
び
医
療
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
相
談
へ
の

対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
並
び
に
都
道
府
県
と
し
て
講
ず
る
支
援
措

対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
並
び
に
都
道
府
県
と
し
て
講
ず
る
支
援
措

置
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

置
に
関
す
る
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
介
護
医
療
院

な
お
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
老
人
保
健
施

等
へ
の
転
換
を
推
進
し
つ
つ
、
平
成
三
十
五
年
度
末
ま
で
転
換
期
限
を
延
長
し
て

設
等
へ
の
転
換
を
推
進
し
つ
つ
、
平
成
二
十
九
年
度
末
ま
で
転
換
期
限
を
延
長
し

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、

転
換
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
等
具
体
的
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

第
四

指
針
の
見
直
し

第
四

指
針
の
見
直
し

こ
の
指
針
は
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
の
第
七
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
資

こ
の
指
針
は
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
の
第
六
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
に
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す
る
よ
う
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

資
す
る
よ
う
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
法
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行

こ
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
法
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行

う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

別
表

別
表

一

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
介

一

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
介

護
又
は
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短
期
入
所
療
養
介

護
又
は
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短
期
入
所
療
養
介

護

護

訪
問
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
介
護
者
の
利
用

訪
問
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
介
護
者
の
利
用

訪
問
入
浴
介
護

に
関
す
る
意
向
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
量
の

訪
問
入
浴
介
護

に
関
す
る
意
向
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
量
の

訪
問
看
護

見
込
み
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

訪
問
看
護

見
込
み
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

な
お
、
通
所
介
護
に
つ
い
て
は
、
利
用
定
員
が
厚
生
労

通
所
介
護

通
所
介
護

働
省
令
で
定
め
る
数
未
満
の
場
合
は
、
平
成
二
十
八
年
四

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
移
行
す

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

る
こ
と
に
留
意
し
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

二

居
宅
療
養
管
理
指
導
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
特
定
福
祉
用
具
販
売
並
び
に
居
宅
介
護

二

居
宅
療
養
管
理
指
導
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
特
定
福
祉
用
具
販
売
並
び
に
居
宅
介
護

支
援

支
援

居
宅
療
養
管
理
指
導

居
宅
要
介
護
者
（
通
院
が
困
難
で
あ
る
等
の
状
態
に
あ

居
宅
療
養
管
理
指
導

居
宅
要
介
護
者
（
通
院
が
困
難
で
あ
る
等
の
状
態
に
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
が
原
則
と
し
て
主
治
医
に
よ
る
医
学

る
も
の
に
限
る
。
）
が
原
則
と
し
て
主
治
医
に
よ
る
医
学

的
管
理
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
に
利
用
し

的
管
理
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
に
利
用
し

て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者
の
利
用
に
関
す
る
意

て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者
の
利
用
に
関
す
る
意

向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

福
祉
用
具
貸
与

居
宅
要
介
護
者
の
要
介
護
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

福
祉
用
具
貸
与

居
宅
要
介
護
者
の
要
介
護
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

特
定
福
祉
用
具
販
売

居
宅
要
介
護
者
の
要
介
護
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

特
定
福
祉
用
具
販
売

居
宅
要
介
護
者
の
要
介
護
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
介
護
者

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
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め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

居
宅
介
護
支
援

居
宅
要
介
護
者
が
原
則
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
前
提

居
宅
介
護
支
援

居
宅
要
介
護
者
が
原
則
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
居
宅
要
介
護
者
の
数
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込

と
し
て
、
居
宅
要
介
護
者
の
数
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込

み
を
定
め
る
こ
と
。

み
を
定
め
る
こ
と
。

三

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型

三

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型

通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
複
合
型
サ

通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
複
合
型
サ

ー
ビ
ス

ー
ビ
ス

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
に
加
え
、
訪
問
介
護
等
の

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
に
加
え
、
訪
問
介
護
等
の

問
介
護
看
護

他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
者
等
で
あ
っ
て
、
今
後

問
介
護
看
護

他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
者
等
で
あ
っ
て
、
今
後

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

、
重
度
の
要
介
護
者
、
単
身
又
は
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

帯
、
認
知
症
の
高
齢
者
等
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

帯
、
認
知
症
の
高
齢
者
等
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
毎
日
複
数
回
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
る
日
常
生

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
毎
日
複
数
回
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
る
日
常
生

活
全
般
の
支
援
が
必
要
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
増
加

活
全
般
の
支
援
が
必
要
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
増
加

等
を
踏
ま
え
、
そ
の
よ
う
な
者
が
可
能
な
限
り
、
住
み
慣

等
を
踏
ま
え
、
そ
の
よ
う
な
者
が
可
能
な
限
り
、
住
み
慣

れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
た
上
で
、
量
の
見

で
き
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
た
上
で
、
量
の
見

込
み
を
定
め
る
こ
と
。

込
み
を
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
単
に
利
用
者
の
表
面
的
な
意
向
を
確
認
す
る
だ

な
お
、
単
に
利
用
者
の
表
面
的
な
意
向
を
確
認
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
上
記
を
踏
ま
え
、
利
用
者
の
潜
在
的
な
ニ

け
で
は
な
く
、
上
記
を
踏
ま
え
、
利
用
者
の
潜
在
的
な
ニ

ー
ズ
も
把
握
し
て
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

ー
ズ
も
把
握
し
て
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護
は
、
利
用
定
員
が
厚
生
労
働
省

地
域
密
着
型
通
所
介
護

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
地
域
密
着
型

令
で
定
め
る
数
未
満
の
通
所
介
護
事
業
所
を
現
に
利
用
し

通
所
介
護
は
、
利
用
定
員
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数

て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
介
護
者
の
数
及
び
そ
の
地
域
の

未
満
の
通
所
介
護
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数

利
用
に
関
す
る
意
向
等
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、

、
居
宅
要
介
護
者
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

意
向
等
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を

定
め
る
こ
と
。

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
は
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
は
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者

の
数
、
居
宅
要
介
護
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状
態
に
あ
る

の
数
、
居
宅
要
介
護
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状
態
に
あ
る

も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意
向
等
そ

も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意
向
な
ど
そ

の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ

の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
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と
。

と
。

四

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

四

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
介
護

施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
介
護

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
利
用
に
関
す
る
意
向

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
利
用
に
関
す
る
意
向

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

並
び
に
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

並
び
に
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護

護
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
高

護

護
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
へ
の
入
所
を
必
要
と
す
る
高

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

齢
者
の
状
況
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
事
業
を
行
う
者

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

齢
者
の
状
況
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
事
業
を
行
う
者

者
生
活
介
護

の
介
護
保
険
施
設
等
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除

者
生
活
介
護

の
介
護
保
険
施
設
等
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

く
。
）
へ
の
転
換
予
定
な
ど
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

く
。
）
へ
の
転
換
予
定
な
ど
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し

施
設
入
所
者
生
活
介
護

て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

施
設
入
所
者
生
活
介
護

て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

ま
た
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
に
利

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

ま
た
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
に
利

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
者
の
介
護
給
付
対
象

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
そ
れ
ら
の
者
の
介
護
給
付
対
象

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
介
護
療
養
施
設

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
並
び
に
介
護
療
養
施
設

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
の
介
護
保
険
施
設
等
（
指
定

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
の
介
護
保
険
施
設
等
（
指
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
）
へ
の
転
換
予
定
等
を

介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
）
へ
の
転
換
予
定
等
を

勘
案
し
た
上
で
、
第
七
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
お

勘
案
し
た
上
で
、
第
六
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
お

い
て
、
そ
の
利
用
者
の
数
が
段
階
的
に
減
少
す
る
よ
う
に

い
て
、
そ
の
利
用
者
の
数
が
段
階
的
に
減
少
す
る
よ
う
に

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

五

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

五

介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予

シ
ョ
ン
又
は
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ

護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
の
利
用

介
護
予
防
訪
問
介
護

現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
の
利
用

介
護
予
防
訪
問
看
護

に
関
す
る
意
向
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

に
関
す
る
意
向
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ス
の
量
の
見
込
み
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る

介
護
予
防
訪
問
看
護

ス
の
量
の
見
込
み
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る

ー
シ
ョ
ン

こ
と
。

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

こ
と
。

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

な
お
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護

ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
介
護

に
つ
い
て
は
、
第
六
期
期
間
中
に
総
合
事
業
に
移
行
す
る

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

こ
と
に
留
意
し
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

護

ー
シ
ョ
ン
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介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

護

護介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護

六

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
及
び
特
定
介
護
予
防
福

六

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
及
び
特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売
並
び
に
介
護
予
防
支
援

祉
用
具
販
売
並
び
に
介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

居
宅
要
支
援
者
（
通
院
が
困
難
で
あ
る
等
の
状
態
に
あ

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

居
宅
要
支
援
者
（
通
院
が
困
難
で
あ
る
等
の
状
態
に
あ

導

る
も
の
に
限
る
。
）
が
原
則
と
し
て
主
治
医
に
よ
る
医
学

導

る
も
の
に
限
る
。
）
が
原
則
と
し
て
主
治
医
に
よ
る
医
学

的
管
理
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
に
利
用
し

的
管
理
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
に
利
用
し

て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者
の
利
用
に
関
す
る
意

て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者
の
利
用
に
関
す
る
意

向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

居
宅
要
支
援
者
の
要
支
援
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

居
宅
要
支
援
者
の
要
支
援
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

居
宅
要
支
援
者
の
要
支
援
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

居
宅
要
支
援
者
の
要
支
援
状
態
区
分
及
び
状
態
像
に
応

売

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者

売

じ
て
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
及
び
居
宅
要
支
援
者

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

介
護
予
防
支
援

居
宅
要
支
援
者
及
び
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
支
援

居
宅
要
支
援
者
及
び
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
対
象
者
の
数
と
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
を
勘

事
業
対
象
者
の
数
と
、
現
に
利
用
し
て
い
る
者
の
数
を
勘

案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
第
六
期
期
間
中
に
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介

護
予
防
通
所
介
護
が
総
合
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
を
留
意

し
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

七

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

七

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
は
、
現
に
利
用
し

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
は
、
現
に
利
用
し

所
介
護

て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状

所
介
護

て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状
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態
に
あ
る
も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意

態
に
あ
る
も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意

向
等
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を
定

向
な
ど
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量
の
見
込
み
を

め
る
こ
と
。

定
め
る
こ
と
。

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
現
に
利
用

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
現
に
利
用

居
宅
介
護

し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
の
数
及
び
地
域
の
利

居
宅
介
護

し
て
い
る
者
の
数
、
居
宅
要
支
援
者
の
数
及
び
地
域
の
利

用
に
関
す
る
意
向
等
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
量

用
に
関
す
る
意
向
な
ど
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、

の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

量
の
見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

八

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

八

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護

護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
は
、
現
に
利

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
は
、
現
に
利

同
生
活
介
護

用
し
て
い
る
者
の
数
、
要
支
援
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状

同
生
活
介
護

用
し
て
い
る
者
の
数
、
要
支
援
者
で
あ
っ
て
認
知
症
の
状

態
に
あ
る
も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意

態
に
あ
る
も
の
の
数
及
び
そ
の
地
域
の
利
用
に
関
す
る
意

向
等
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
利
用
者
の
数
の
見

向
な
ど
そ
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
利
用
者
の
数
の

込
み
を
定
め
る
こ
と
。

見
込
み
を
定
め
る
こ
と
。

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
は
、
現
に
利
用

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
は
、
現
に
利
用

生
活
介
護

し
て
い
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第71回介護保険部会で出された主な意見と対応

1

いただいた意見 対応

＜PDCAサイクルと保険者機能の強化＞
○第１（基本的事項）に項目を加え、国全体でのPDCA体
制構築を位置づけた方がよい。

○自立支援、重度化防止について、指標を策定・定義す
ることが重要。

○ICT利活用も踏まえたデータの活用という視点を組み
込んでもらいたい。

○ 第一（基本的事項）に「介護保険制度の立案及び運
用に関するPDCAサイクルの推進」という新たな項目
を追加（p16）した。

□ 指標の詳細等については、今後、通知等で示してま
いりたい。

○ ICTの利活用について、記載・追記（p9、10、72）した。

＜計画作成体制＞
○可能な限り第2号被保険者や費用負担者の代表が市
町村計画作成委員会に参画できるよう工夫すべき。

○自治体は「見える化」システムや国で示した各種調査
等を積極的に活用し、計画を洗練させてほしい。

○「見える化」システムに年齢調整済データ等を掲載し、
なくせる地域差を解消する方策をデータから物語れる
ようにしていただきたい。

○都道府県の役割、市町村が行うべきことを整理すべき。

○ 第二（市町村計画）の基本的事項に、第2号被保険
者や費用負担者の代表を例示（p21）した。

○ 第二（市町村計画）の基本的事項に、「見える化」シ
ステムや各種調査等の活用について、より具体的に
記載（p18、19、20）した。

□ 「見える化」システムに年齢調整済データを掲載す
るとともに、活用の手引きの配布等により、自治体
を支援してまいりたい。

○ 都道府県による市町村支援にて明記（p14、15）した。

（注） ○：基本指針の見直し案に反映したもの
□：基本指針の見直し案以外で対応するもの



2

いただいた意見 対応

＜サービス量の見込み＞

○地域密着型サービスが全国どこでも利用できるよう、
市町村の計画策定を支援してほしい。

○計画が形式化しないよう、具体的に参酌すべき標準を
国が示すべき。

○新規参入・公募において、事業者の参入機会の公平
性、審査過程の中立・公平性、公表の透明性の確保を
お願いしたい。

○ 第二（市町村計画）において、市町村は、それぞれの
地域の実態把握や課題分析を通じて地域の介護
ニーズを的確に把握し、計画作成に取り組めるよう
調査の実施や計画作成委員会に関する記述を充実
させた。

□ 「見える化」システムや各種調査等の活用方法を示
し、自治体を支援してまいりたい。

□ 今後、自治体のご意見も聞きながら、その実態を踏
まえて、公募の透明性・公平性を図るための留意点
について明確化し、今年度中に自治体に周知する
予定。

＜人材の確保＞

○ 実効性のある取組と、数だけでなく質の向上も見据
えた取組にしてほしい。

○ 市町村規模に差があるため、都道府県との連携を求
めるのが妥当。

○ サービスの提供量に関する協議の場で人材のことも
議論してほしい。

○ 自治体は、介護の仕事のイメージアップを図る施策
を講ずべき。

○ 自治体は、処遇改善加算が介護職員に行きわたっ
ているか調査すべき。

○ 市町村の任意記載事項として、

• 見込んだサービスを提供するために必要な介護人材
等の推計

• 従業者に対する研修の実施や相談体制の確立等に
よる質の向上

• 国や都道府県との連携
の重要性を記載（p44）した。

○ 第一（基本的事項）（p9）や第二（市町村計画）（p44）
に、介護の仕事の魅力の向上に関する取組の重要
性を追記した。

□ 平成29年度においても国で全国的な介護職員の処
遇状況調査を実施する。

第71回介護保険部会で出された主な意見と対応
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いただいた意見 対応

＜医療と介護の連携＞

○ それぞれの地域において、医師会と行政とがうまく連
携するよう国から働きかけてほしい。

○ 医療機能分化・連携の具体的イメージを市町村が持
てるよう、国や都道府県がデータを提供する等により
支援すべき。

○ 医療・介護連携や介護予防施策における地域の医
師会との連携等の重要性について、例示（P5、38、68、
70）した。

□ 地域医療構想との関係等については、今後、通知等
により市町村に示してまいりたい。

＜住宅施策との連携＞

○ サ高住については、介護計画、医療計画を緻密に作
るだけでなく、医療部局、介護部局、住宅部局が整
合性をもって関わっていくべき。

○ 高齢者居住安定確保計画と調和するよう住宅担当
部局と連携に努めるよう追記するとともに、地域の介
護サービス等との適切な連携を図るため、供給に際
しても介護担当部局が積極的に関与する重要性を
追記（p28、60）した。

＜その他＞

○ 介護離職防止という視点で、基本指針全体を貫く必
要がある。

○ 介護保険料の収入を確保するための収納率改善の
取組等を指針に記載するよう検討してほしい。

○ 市町村地域福祉計画との関係を記すべき。

○ 地域包括ケアシステムの実効性を確保するため、コ
ミュニティ単位の視点も必要。

○ 第一（基本的事項）に、「介護に取り組む家族等への
支援の充実」という新たな項目を加える（p10）ととも
に、調査等の実施において介護離職防止の観点を
踏まえる重要性を追記（p4、19）した。

□ 収納率改善の取組については、すでに通知で推進し
ている。

○ 第一（基本的事項）に地域共生社会と地域包括ケア
との関係を追記（p3）するとともに、市町村地域福祉
計画との調和について追記（p27）した。

○ 日常生活圏域の設定において、コミュニティに配慮す
るよう追記（p26）した。

第71回介護保険部会で出された主な意見と対応


